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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。

（国民の理解の増進）
第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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用　語　解　説

※１　人口動態統計（厚生労働省）
　人口動態統計は、市区町村長が戸籍法による届書、死産の届出に関する規程による届書等か
ら人口動態調査票を作成し、厚生労働省がこれを収集し集計した統計であり、出生、死亡、婚
姻、離婚及び死産の５種類が集計されている。
　自殺については、死亡した者の住所で計上され、外国人は含まれない。

※２　自殺対策基本法
　年間の自殺者数が３万人を超える日本の深刻な状況に対処するため制定された法律。議員立
法で平成18年６月21日に公布、同年10月28日に施行され、改正法が平成28年４月１日に施行され
た。
　自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
自殺対策の基本となる事項を定めて自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援
の充実を図ることを目的としている。

※３　自殺総合対策大綱（大綱）
　自殺対策基本法により、政府の推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺
対策の大綱を策定することとされ、自殺総合対策会議が、大綱の案を作成し、平成19年６月８日
に自殺総合対策大綱として閣議決定された。
　平成20年10月、平成24年８月及び平成29年７月の一部改定を経て、令和４年10月に、自殺対策
の基本的方針（６項目）、自殺総合対策における当面の重点施策（13項目）、自殺対策の数値目
標（令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少）などが掲げられ、再度改定
がなされた。

※４　SDGs
　SDGs（Sustainable　Development　Goals：持続可能な開発目標）の略であり、「誰一人取
り残さない（leave　no　one　behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目
標。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」の中で掲げられている。17のゴール（目標）から構成されており、本計画は、うちゴー
ル３、17に関連がある。

※５　（福岡市）自殺対策協議会　
自殺対策基本法及び大綱を受けて、福岡市が平成18年11月に設置し、医療、学識経験者、労

働、警察など機関・団体の代表者で構成され、自殺予防対策について協議している。

※６　自殺死亡率　
人口10万人あたりの自殺者数のことで、自殺率とも言われる。

※７　自殺統計（警察庁）　
警察では、死因を特定し、動機を調べて事件性の有無を判断した上で自殺と認定している。

死亡届を出した後に自殺と判明したケースや日本国内で自殺した外国人も含まれるため、厚生労
働省の人口動態統計より人数が多くなる傾向がある。
また、警察庁は平成19年から自殺統計原票の原因・動機や職業分類を見直し、原因・動機を

52項目に分類し、原因が複合する場合は３つ以内まで計上するなど、より自殺の分析が可能な
統計となっている（令和４年からは４つ以内まで計上が可能となっている）。

※８　子育て世代包括支援センター　
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的に、各区保健福祉センターに設置した

もの。
助産師や保健師等が各種相談に応じ、必要なサポートを行う。

※９　ゲートキーパー　
悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の
門番」とも位置付けられる人のこと。

※10 スクールカウンセラー
公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、市立小・中・高校・特別支援学校に配置されている。

カウンセリングの技法を用いて、子どもたちや保護者の心の悩みを聴き、一緒に悩みを解決でき
るように支援している。

※11 産前・産後母子支援センター「こももティエ」
妊娠や出産により精神的・社会的に困難な状況にある方などに対して、産前からの相談、居場
所の提供、子育てのサポートをし、産後まで切れ目のない支援を総合的に行う。こももティエ
（Comomotie）という名前は、母と子の道を照らす場所でありたいという願いが込められてい
る。

※12　特定妊婦　
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと。

※13　リメンバー福岡　
福岡市では、平成16年９月に自死遺族支援グループが「リメンバー福岡自死遺族の集い」を設

立し、集いなどが開催されている。
自死は自殺と同義であるが、自死遺族会等では、自ら死を選んだという意味で「自死」という

言葉が使用されている。

※14　福岡いのちの電話　
　いのちの電話は、市民運動として1953年にイギリスで始まり、現在40数カ国で多くのボラン
ティア相談員が活動を続けている。日本では昭和46年に東京ではじまり、現在では全国に50の
電話センターが開局されている。
　福岡いのちの電話は昭和59年10月に開局し、24時間年中無休の体制で相談を受け、年間の相
談件数は約13,000件。社会福祉法人いのちの電話が運営している。

※15　Q-Uアンケート　
楽しい学校生活を送るためのアンケートで、学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び

学級集団の状態を質問紙によって測定される。学級満足度尺度を測定する「やる気のあるクラ
スをつくるためのアンケート」と学校生活意欲尺度を測定する「いごこちのよいクラスにするた
めのアンケート」から構成され、クラスに居場所があるか（承認尺度）、いじめなどの侵害行為
を受けていないか（被侵害尺度）を調査している。

※16 スクールソーシャルワーカー
社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持ち、市立中学校・高校・特別支援学校に配置されて

いる。児童生徒が日常生活で生じる様々な支障や困難に対して、学校を基盤にした支援活動を
行い課題解決を図る。場合によっては、学校との関係が切れている家庭への介入を行い、関係機
関と連携しながら、家庭の支援を行い、子どもの生活環境を改善させる。

※17　教育相談コーディネーター　
全中学校ブロックに配置されており、不登校児童生徒や保護者との関係を構築し、適切な指

導・支援を行う。

※18　ストレスチェック　　
ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計、分析することで、自分の

ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のこと。労働安全衛生法に基づき労
働者が50人以上の事業所では、2015年12月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実
施することが義務付けられている。

※19 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１

項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が
適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

※20 メンタルヘルスマネジメント検定
働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じ

て必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得するための試験のこと。

※21　心のサポーター　
メンタルヘルスやうつ病や不安など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルへルス

の問題を抱える家族や同僚等に対する、傾聴を中心とした支援者（小学生からお年寄りまでが
対象）のこと。令和６年度から15年度までの10年間に国内で100万人の養成を数値目標としてい
る。

※22 労働者の心の健康の保持増進のための指針
労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１

項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働
者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）が適切かつ有効
に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。

（平成十八年六月二十一日）
（法律第八十五号）

最終改正　二八年三月三〇日同第一一号
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。

（国民の理解の増進）
第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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用　語　解　説

※１　人口動態統計（厚生労働省）
　人口動態統計は、市区町村長が戸籍法による届書、死産の届出に関する規程による届書等か
ら人口動態調査票を作成し、厚生労働省がこれを収集し集計した統計であり、出生、死亡、婚
姻、離婚及び死産の５種類が集計されている。
　自殺については、死亡した者の住所で計上され、外国人は含まれない。

※２　自殺対策基本法　
　年間の自殺者数が３万人を超える日本の深刻な状況に対処するため制定された法律。議員立
法で平成18年６月21日に公布、同年10月28日に施行され、改正法が平成28年４月１日に施行され
た。
　自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
自殺対策の基本となる事項を定めて自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援
の充実を図ることを目的としている。

※３　自殺総合対策大綱（大綱）　
　自殺対策基本法により、政府の推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺
対策の大綱を策定することとされ、自殺総合対策会議が、大綱の案を作成し、平成19年６月８日
に自殺総合対策大綱として閣議決定された。
　平成20年10月、平成24年８月及び平成29年７月の一部改定を経て、令和４年10月に、自殺対策
の基本的方針（６項目）、自殺総合対策における当面の重点施策（13項目）、自殺対策の数値目
標（令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少）などが掲げられ、再度改定
がなされた。

※４　SDGs　
　SDGs（Sustainable　Development　Goals：持続可能な開発目標）の略であり、「誰一人取
り残さない（leave　no　one　behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目
標。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」の中で掲げられている。17のゴール（目標）から構成されており、本計画は、うちゴー
ル３、17に関連がある。

※５　（福岡市）自殺対策協議会　
　自殺対策基本法及び大綱を受けて、福岡市が平成18年11月に設置し、医療、学識経験者、労
働、警察など機関・団体の代表者で構成され、自殺予防対策について協議している。

※６　自殺死亡率　
　人口10万人あたりの自殺者数のことで、自殺率とも言われる。

※７　自殺統計（警察庁）　
　警察では、死因を特定し、動機を調べて事件性の有無を判断した上で自殺と認定している。
死亡届を出した後に自殺と判明したケースや日本国内で自殺した外国人も含まれるため、厚生労
働省の人口動態統計より人数が多くなる傾向がある。
　また、警察庁は平成19年から自殺統計原票の原因・動機や職業分類を見直し、原因・動機を
52項目に分類し、原因が複合する場合は３つ以内まで計上するなど、より自殺の分析が可能な
統計となっている（令和４年からは４つ以内まで計上が可能となっている）。

※８　子育て世代包括支援センター　
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的に、各区保健福祉センターに設置した
もの。
　助産師や保健師等が各種相談に応じ、必要なサポートを行う。

※９　ゲートキーパー　
　悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を
かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の
門番」とも位置付けられる人のこと。

※10　スクールカウンセラー　
　公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、市立小・中・高校・特別支援学校に配置されている。
カウンセリングの技法を用いて、子どもたちや保護者の心の悩みを聴き、一緒に悩みを解決でき
るように支援している。

※11　産前・産後母子支援センター「こももティエ」
　妊娠や出産により精神的・社会的に困難な状況にある方などに対して、産前からの相談、居場
所の提供、子育てのサポートをし、産後まで切れ目のない支援を総合的に行う。こももティエ
（Comomotie）という名前は、母と子の道を照らす場所でありたいという願いが込められてい
る。

※12　特定妊婦　
　出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと。 

※13　リメンバー福岡　
　福岡市では、平成16年９月に自死遺族支援グループが「リメンバー福岡自死遺族の集い」を設
立し、集いなどが開催されている。
　自死は自殺と同義であるが、自死遺族会等では、自ら死を選んだという意味で「自死」という
言葉が使用されている。

※14　福岡いのちの電話　
　いのちの電話は、市民運動として1953年にイギリスで始まり、現在40数カ国で多くのボラン
ティア相談員が活動を続けている。日本では昭和46年に東京ではじまり、現在では全国に50の
電話センターが開局されている。
　福岡いのちの電話は昭和59年10月に開局し、24時間年中無休の体制で相談を受け、年間の相
談件数は約13,000件。社会福祉法人いのちの電話が運営している。

※15　Q-Uアンケート　
　楽しい学校生活を送るためのアンケートで、学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び
学級集団の状態を質問紙によって測定される。学級満足度尺度を測定する「やる気のあるクラ
スをつくるためのアンケート」と学校生活意欲尺度を測定する「いごこちのよいクラスにするた
めのアンケート」から構成され、クラスに居場所があるか（承認尺度）、いじめなどの侵害行為
を受けていないか（被侵害尺度）を調査している。

※16　スクールソーシャルワーカー　
　社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持ち、市立中学校・高校・特別支援学校に配置されて
いる。児童生徒が日常生活で生じる様々な支障や困難に対して、学校を基盤にした支援活動を
行い課題解決を図る。場合によっては、学校との関係が切れている家庭への介入を行い、関係機
関と連携しながら、家庭の支援を行い、子どもの生活環境を改善させる。

※17　教育相談コーディネーター　
　全中学校ブロックに配置されており、不登校児童生徒や保護者との関係を構築し、適切な指
導・支援を行う。

※18　ストレスチェック　　
　ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計、分析することで、自分の
ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のこと。労働安全衛生法に基づき労
働者が50人以上の事業所では、2015年12月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実
施することが義務付けられている。

※19　事業場における労働者の健康保持増進のための指針　
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が
適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

※20　メンタルヘルスマネジメント検定　
　働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じ
て必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得するための試験のこと。

※21　心のサポーター　
　メンタルヘルスやうつ病や不安など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルへルス
の問題を抱える家族や同僚等に対する、傾聴を中心とした支援者（小学生からお年寄りまでが
対象）のこと。令和６年度から15年度までの10年間に国内で100万人の養成を数値目標としてい
る。

※22　労働者の心の健康の保持増進のための指針
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働
者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）が適切かつ有効
に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。

（平成十八年六月二十一日）
（法律第八十五号）

最終改正　二八年三月三〇日同第一一号
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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用　語　解　説

※１　人口動態統計（厚生労働省）
　人口動態統計は、市区町村長が戸籍法による届書、死産の届出に関する規程による届書等か
ら人口動態調査票を作成し、厚生労働省がこれを収集し集計した統計であり、出生、死亡、婚
姻、離婚及び死産の５種類が集計されている。
　自殺については、死亡した者の住所で計上され、外国人は含まれない。

※２　自殺対策基本法　
　年間の自殺者数が３万人を超える日本の深刻な状況に対処するため制定された法律。議員立
法で平成18年６月21日に公布、同年10月28日に施行され、改正法が平成28年４月１日に施行され
た。
　自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
自殺対策の基本となる事項を定めて自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援
の充実を図ることを目的としている。

※３　自殺総合対策大綱（大綱）　
　自殺対策基本法により、政府の推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺
対策の大綱を策定することとされ、自殺総合対策会議が、大綱の案を作成し、平成19年６月８日
に自殺総合対策大綱として閣議決定された。
　平成20年10月、平成24年８月及び平成29年７月の一部改定を経て、令和４年10月に、自殺対策
の基本的方針（６項目）、自殺総合対策における当面の重点施策（13項目）、自殺対策の数値目
標（令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少）などが掲げられ、再度改定
がなされた。

※４　SDGs　
　SDGs（Sustainable　Development　Goals：持続可能な開発目標）の略であり、「誰一人取
り残さない（leave　no　one　behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目
標。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」の中で掲げられている。17のゴール（目標）から構成されており、本計画は、うちゴー
ル３、17に関連がある。

※５　（福岡市）自殺対策協議会　
　自殺対策基本法及び大綱を受けて、福岡市が平成18年11月に設置し、医療、学識経験者、労
働、警察など機関・団体の代表者で構成され、自殺予防対策について協議している。

※６　自殺死亡率　
　人口10万人あたりの自殺者数のことで、自殺率とも言われる。

※７　自殺統計（警察庁）　
　警察では、死因を特定し、動機を調べて事件性の有無を判断した上で自殺と認定している。
死亡届を出した後に自殺と判明したケースや日本国内で自殺した外国人も含まれるため、厚生労
働省の人口動態統計より人数が多くなる傾向がある。
　また、警察庁は平成19年から自殺統計原票の原因・動機や職業分類を見直し、原因・動機を
52項目に分類し、原因が複合する場合は３つ以内まで計上するなど、より自殺の分析が可能な
統計となっている（令和４年からは４つ以内まで計上が可能となっている）。

※８　子育て世代包括支援センター　
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的に、各区保健福祉センターに設置した
もの。
　助産師や保健師等が各種相談に応じ、必要なサポートを行う。

※９　ゲートキーパー　
　悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を
かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の
門番」とも位置付けられる人のこと。

※10　スクールカウンセラー　
　公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、市立小・中・高校・特別支援学校に配置されている。
カウンセリングの技法を用いて、子どもたちや保護者の心の悩みを聴き、一緒に悩みを解決でき
るように支援している。

※11　産前・産後母子支援センター「こももティエ」
　妊娠や出産により精神的・社会的に困難な状況にある方などに対して、産前からの相談、居場
所の提供、子育てのサポートをし、産後まで切れ目のない支援を総合的に行う。こももティエ
（Comomotie）という名前は、母と子の道を照らす場所でありたいという願いが込められてい
る。

※12　特定妊婦　
　出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと。 

※13　リメンバー福岡　
　福岡市では、平成16年９月に自死遺族支援グループが「リメンバー福岡自死遺族の集い」を設
立し、集いなどが開催されている。
　自死は自殺と同義であるが、自死遺族会等では、自ら死を選んだという意味で「自死」という
言葉が使用されている。

※14　福岡いのちの電話　
　いのちの電話は、市民運動として1953年にイギリスで始まり、現在40数カ国で多くのボラン
ティア相談員が活動を続けている。日本では昭和46年に東京ではじまり、現在では全国に50の
電話センターが開局されている。
　福岡いのちの電話は昭和59年10月に開局し、24時間年中無休の体制で相談を受け、年間の相
談件数は約13,000件。社会福祉法人いのちの電話が運営している。

※15　Q-Uアンケート　
　楽しい学校生活を送るためのアンケートで、学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び
学級集団の状態を質問紙によって測定される。学級満足度尺度を測定する「やる気のあるクラ
スをつくるためのアンケート」と学校生活意欲尺度を測定する「いごこちのよいクラスにするた
めのアンケート」から構成され、クラスに居場所があるか（承認尺度）、いじめなどの侵害行為
を受けていないか（被侵害尺度）を調査している。

※16　スクールソーシャルワーカー　
　社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持ち、市立中学校・高校・特別支援学校に配置されて
いる。児童生徒が日常生活で生じる様々な支障や困難に対して、学校を基盤にした支援活動を
行い課題解決を図る。場合によっては、学校との関係が切れている家庭への介入を行い、関係機
関と連携しながら、家庭の支援を行い、子どもの生活環境を改善させる。

※17　教育相談コーディネーター　
　全中学校ブロックに配置されており、不登校児童生徒や保護者との関係を構築し、適切な指
導・支援を行う。

※18　ストレスチェック　　
　ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計、分析することで、自分の
ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のこと。労働安全衛生法に基づき労
働者が50人以上の事業所では、2015年12月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実
施することが義務付けられている。

※19　事業場における労働者の健康保持増進のための指針　
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が
適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

※20　メンタルヘルスマネジメント検定　
　働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じ
て必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得するための試験のこと。

※21　心のサポーター　
　メンタルヘルスやうつ病や不安など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルへルス
の問題を抱える家族や同僚等に対する、傾聴を中心とした支援者（小学生からお年寄りまでが
対象）のこと。令和６年度から15年度までの10年間に国内で100万人の養成を数値目標としてい
る。

※22　労働者の心の健康の保持増進のための指針
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働
者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）が適切かつ有効
に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。

（平成十八年六月二十一日）
（法律第八十五号）

最終改正　二八年三月三〇日同第一一号
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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用　語　解　説

※１　人口動態統計（厚生労働省）
　人口動態統計は、市区町村長が戸籍法による届書、死産の届出に関する規程による届書等か
ら人口動態調査票を作成し、厚生労働省がこれを収集し集計した統計であり、出生、死亡、婚
姻、離婚及び死産の５種類が集計されている。
　自殺については、死亡した者の住所で計上され、外国人は含まれない。

※２　自殺対策基本法　
　年間の自殺者数が３万人を超える日本の深刻な状況に対処するため制定された法律。議員立
法で平成18年６月21日に公布、同年10月28日に施行され、改正法が平成28年４月１日に施行され
た。
　自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
自殺対策の基本となる事項を定めて自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援
の充実を図ることを目的としている。

※３　自殺総合対策大綱（大綱）　
　自殺対策基本法により、政府の推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺
対策の大綱を策定することとされ、自殺総合対策会議が、大綱の案を作成し、平成19年６月８日
に自殺総合対策大綱として閣議決定された。
　平成20年10月、平成24年８月及び平成29年７月の一部改定を経て、令和４年10月に、自殺対策
の基本的方針（６項目）、自殺総合対策における当面の重点施策（13項目）、自殺対策の数値目
標（令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少）などが掲げられ、再度改定
がなされた。

※４　SDGs　
　SDGs（Sustainable　Development　Goals：持続可能な開発目標）の略であり、「誰一人取
り残さない（leave　no　one　behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目
標。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」の中で掲げられている。17のゴール（目標）から構成されており、本計画は、うちゴー
ル３、17に関連がある。

※５　（福岡市）自殺対策協議会　
　自殺対策基本法及び大綱を受けて、福岡市が平成18年11月に設置し、医療、学識経験者、労
働、警察など機関・団体の代表者で構成され、自殺予防対策について協議している。

※６　自殺死亡率　
　人口10万人あたりの自殺者数のことで、自殺率とも言われる。

※７　自殺統計（警察庁）　
　警察では、死因を特定し、動機を調べて事件性の有無を判断した上で自殺と認定している。
死亡届を出した後に自殺と判明したケースや日本国内で自殺した外国人も含まれるため、厚生労
働省の人口動態統計より人数が多くなる傾向がある。
　また、警察庁は平成19年から自殺統計原票の原因・動機や職業分類を見直し、原因・動機を
52項目に分類し、原因が複合する場合は３つ以内まで計上するなど、より自殺の分析が可能な
統計となっている（令和４年からは４つ以内まで計上が可能となっている）。

※８　子育て世代包括支援センター　
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目的に、各区保健福祉センターに設置した
もの。
　助産師や保健師等が各種相談に応じ、必要なサポートを行う。

※９　ゲートキーパー　
　悩んでいる人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を
かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の
門番」とも位置付けられる人のこと。

※10　スクールカウンセラー　
　公認心理師や臨床心理士の資格を持ち、市立小・中・高校・特別支援学校に配置されている。
カウンセリングの技法を用いて、子どもたちや保護者の心の悩みを聴き、一緒に悩みを解決でき
るように支援している。

※11　産前・産後母子支援センター「こももティエ」
　妊娠や出産により精神的・社会的に困難な状況にある方などに対して、産前からの相談、居場
所の提供、子育てのサポートをし、産後まで切れ目のない支援を総合的に行う。こももティエ
（Comomotie）という名前は、母と子の道を照らす場所でありたいという願いが込められてい
る。

※12　特定妊婦　
　出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと。 

※13　リメンバー福岡　
　福岡市では、平成16年９月に自死遺族支援グループが「リメンバー福岡自死遺族の集い」を設
立し、集いなどが開催されている。
　自死は自殺と同義であるが、自死遺族会等では、自ら死を選んだという意味で「自死」という
言葉が使用されている。

※14　福岡いのちの電話　
　いのちの電話は、市民運動として1953年にイギリスで始まり、現在40数カ国で多くのボラン
ティア相談員が活動を続けている。日本では昭和46年に東京ではじまり、現在では全国に50の
電話センターが開局されている。
　福岡いのちの電話は昭和59年10月に開局し、24時間年中無休の体制で相談を受け、年間の相
談件数は約13,000件。社会福祉法人いのちの電話が運営している。

※15　Q-Uアンケート　
　楽しい学校生活を送るためのアンケートで、学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び
学級集団の状態を質問紙によって測定される。学級満足度尺度を測定する「やる気のあるクラ
スをつくるためのアンケート」と学校生活意欲尺度を測定する「いごこちのよいクラスにするた
めのアンケート」から構成され、クラスに居場所があるか（承認尺度）、いじめなどの侵害行為
を受けていないか（被侵害尺度）を調査している。

※16　スクールソーシャルワーカー　
　社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持ち、市立中学校・高校・特別支援学校に配置されて
いる。児童生徒が日常生活で生じる様々な支障や困難に対して、学校を基盤にした支援活動を
行い課題解決を図る。場合によっては、学校との関係が切れている家庭への介入を行い、関係機
関と連携しながら、家庭の支援を行い、子どもの生活環境を改善させる。

※17　教育相談コーディネーター　
　全中学校ブロックに配置されており、不登校児童生徒や保護者との関係を構築し、適切な指
導・支援を行う。

※18　ストレスチェック　　
　ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計、分析することで、自分の
ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査のこと。労働安全衛生法に基づき労
働者が50人以上の事業所では、2015年12月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実
施することが義務付けられている。

※19　事業場における労働者の健康保持増進のための指針　
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が
適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

※20　メンタルヘルスマネジメント検定　
　働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職場内での役割に応じ
て必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得するための試験のこと。

※21　心のサポーター　
　メンタルヘルスやうつ病や不安など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルへルス
の問題を抱える家族や同僚等に対する、傾聴を中心とした支援者（小学生からお年寄りまでが
対象）のこと。令和６年度から15年度までの10年間に国内で100万人の養成を数値目標としてい
る。

※22　労働者の心の健康の保持増進のための指針
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、同法第69条第１
項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働
者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）が適切かつ有効
に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めたもの。

（平成十八年六月二十一日）
（法律第八十五号）

最終改正　二八年三月三〇日同第一一号
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）

自殺対策基本法

かん
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）

自殺対策基本法
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による
死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も
自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し
て、これに対処していくことが重要な課題となっている
ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び
国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自
殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺
対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて
自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健
康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、
全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとと
もに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮
らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に
資するための支援とそれを支えかつ促進するための環
境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨と
して、実施されなければならない。
２　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えら
れるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要
因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。
３　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景
を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観
点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよう
にしなければならない。
４　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への
対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった

後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。
５　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の
関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施さ
れなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念（次項において「基本理
念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。
２　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策に
ついて、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。
３　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果
たされるように必要な助言その他の援助を行うものと
する。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺
対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の
健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める
ものとする。

（国民の責務）
第五条　国民は、生きることの包括的な支援としての自
殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め
るものとする。
　
（国民の理解の増進）
第六条　国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等
を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）
第七条　国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解
と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に
資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設
ける。
２　自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、
自殺対策強化月間は三月とする。
３　国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、
啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事
業を実施するよう努めるものとする。
４　国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間において
は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関
及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事
業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。

（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学
校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規
定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部
を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、
自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者
は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）
第九条　自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺
未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平
穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害するこ
とのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）
第十条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。

（年次報告）
第十一条　政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の
概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺
対策計画等

（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針と
して、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び
第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大
綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実
情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対
策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
２　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策
計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域
内における自殺対策についての計画（次条において
「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとす
る。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺
対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策

のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の
実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策
の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め
るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付するこ
とができる。

第三章　基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防
止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は
心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び
にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円
滑な実施に資するための体制の整備を行うものとす
る。

（人材の確保等）
第十六条　国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関
係団体等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る
人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ず
るものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等
における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の
推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会
の確保等必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等
専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び
高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。
３　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護
者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当
該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけが
えのない個人として共に尊重し合いながら生きていく
ことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、
困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その
他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持
に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支

障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対
し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する
医師（以下この条において「精神科医」という。）の診
療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療
が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病につい
ての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と
精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師
と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、
保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と
の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとす
る。

（自殺発生回避のための体制の整備等）
第十九条　国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が
高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回
避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に
必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）
第二十条　国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自
殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）
第二十一条　国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂
が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心
理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支
援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）
第二十二条　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う
自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を
支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施
策を講ずるものとする。

第四章　自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）
第二十三条　厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合
対策会議（以下「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　自殺総合対策大綱の案を作成すること。
二　自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整を
すること。
三　前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要
事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進する
こと。

（会議の組織等）
第二十四条　会議は、会長及び委員をもって組織する。
２　会長は、厚生労働大臣をもって充てる。
３　委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、
厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を
助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）
第二十五条　前二条に定めるもののほか、政府は、自殺
対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るもの
とする。

（附則省略）
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。

自殺総合対策大綱
～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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第１　自殺総合対策の基本理念

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目
指す＞
　平成18年10月に自殺対策基本法（以下「基本法」とい
う。）が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがち
であった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようにな
り、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自
殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に
成果を上げてきた。しかし、自殺者数は依然として毎年２
万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新
型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要因とな
り得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は11
年ぶりに前年を上回った。特に、小中高生の自殺者数は、
自殺者の総数が減少傾向にある中においても、増加傾向
となっており、令和２年には過去最多、令和３年には過去
２番目の水準になった。このように非常事態はいまだ続
いており、決して楽観できる状況にはない。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺
の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困
窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社
会的要因があることが知られている。このため、自殺対策
は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク
要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する
保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リス
クを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連
携のレベル」、「社会制度のレベル」のそれぞれのレベル
において強力に、かつそれらを総合的に推進するものと
する。
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であることや、
自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて
確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打
ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実
現」を目指す。

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死である＞
　自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけで
なく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプ
ロセスとして捉える必要がある。自殺に至る心理は、様々
な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながり
の減少や生きていても役に立たないという役割喪失感か
ら、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感

から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉
えることができるからである。
　自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、
大多数は、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結
果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等
の精神疾患を発症していたりするなど、これらの影響によ
り正常な判断を行うことができない状態となっているこ
とが明らかになっている。
　このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということが
できる。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底し
ていく必要がある。

＜年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいま
だ続いている＞
　平成19年６月、政府は、基本法に基づき、政府が推進す
べき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱（以下「大
綱」という。）を策定し、その下で自殺対策を総合的に推
進してきた。
　大綱に基づく政府の取組のみならず、地方公共団体、
関係団体、民間団体等による様々な取組の結果、基本法
が成立した平成18年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺
者数を比較すると、男性は38％減、女性は35％減となっ
た。しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わ
ざるを得ない。この間、男性、特に中高年男性が大きな割
合を占める状況は変わっていないが、先述したとおり、令
和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自
殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどによ
り、特に女性や小中高生の自殺者数が増え、総数は11年ぶ
りに前年を上回った。令和３年の総数は令和２年から減
少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自
殺者数は過去２番目の水準となった。さらに、我が国の人
口10万人当たりの自殺による死亡率（以下「自殺死亡率」
という。）はG７諸国の中で最も高く、年間自殺者数も依
然として２万人を超えている。かけがえのない多くの命が
日々、自殺に追い込まれているのである。

＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対
策の推進＞
　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロ
ナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それ
が長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始
めとした様々な変化が生じている。その中で女性や子ど
も・若者の自殺が増加し、また、自殺につながりかねない
問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念される。しかし

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続
しており、その影響について確定的なことは分かっていな
い。そこで引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の自
殺への影響について情報収集・分析を行う必要がある。
　また、今回のコロナ禍において、様々な分野でICTが活
用される状況となった。今回の経験を生かし、今後、感染
症の感染拡大が生じているか否かを問わず、国及び地域
において必要な自殺対策を実施することができるよう、
ICTの活用を推進する。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に、自
殺者数の増加が続いている女性を含め、無業者、非正規
雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によ
らない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられ
ることや、不規則な学校生活を強いられたり行事や部活
動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒
たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症罹患後の実態把握
を進める。

＜地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じ
て推進する＞
　我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会の実現」であり、基本法にも、その目
的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与すること」とうたわれている。つま
り、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進するこ
ととされている。
　また、基本法では、都道府県及び市町村は、大綱、地域
の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するもの
とされている。あわせて、国は、地方公共団体による地域
自殺対策計画の策定を支援するため、自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果
の活用等の推進に関する法律第４条の規定に基づき指定
される指定調査研究等法人（以下「指定調査研究等法
人」という。）において、都道府県及び市町村を自殺の地
域特性ごとに類型化し、それぞれの類型において実施す
べき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供する
ことに加えて、都道府県及び市町村が実施した政策パッ
ケージの各自殺対策事業の成果等を分析し、分析結果を
踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、
より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元す
ることとしている。
　自殺総合対策とは、このようにして国と地方公共団体
等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自
殺対策を常に進化させながら推進していく取組である。

第３　自殺総合対策の基本方針

１．生きることの包括的な支援として推進する

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞
　世界保健機関（以下「WHO」という。）が「自殺は、そ
の多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると明言
しているように、自殺は社会の努力で避けることのできる
死であるというのが、世界の共通認識となっている。
　経済・生活問題、健康問題、家庭問題など、自殺の背
景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債
務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の
見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組によ
り解決が可能である。また、健康問題や家庭問題等の一
見個人の問題と思われる要因であっても、専門家への相
談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸
べることにより解決できる場合もある。
　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多
くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識
の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社
会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの
生活を守るという姿勢で展開するものとする。
　この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でより
よい社会の実現を目指す世界共通の目標であるSDGsの
理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs
の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせるもので
ある。

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞
　個人においても社会においても、「生きることの促進要
因（自殺に対する保護要因）」より「生きることの阻害要
因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが
高くなる。裏を返せば、「生きることの阻害要因」となる
失業や多重債務、生活苦等を同じように抱えていても、全
ての人や社会の自殺リスクが同様に高まるわけではない。
「生きることの促進要因」となる自己肯定感や信頼でき
る人間関係、危機回避能力等と比較して、阻害要因が上
回れば自殺リスクは高くなり、一方で、促進要因が「生き
ることの阻害要因」を上回れば自殺リスクは高まらな
い。
　そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減ら
す取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組
を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方
向で、生きることの包括的な支援として推進する必要が
ある。

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的
に取り組む

＜様々な分野の生きる支援との連携を強化する＞
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の
ほか、地域・職場のあり方の変化など様々な要因とその人
の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係して
おり、自殺に追い込まれようとしている人が安心して生き

られるようにして自殺を防ぐためには、精神保健的な視
点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組
が重要である。また、このような包括的な取組を実施する
ためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携
する必要がある。
　例えば、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者の相談、
治療に当たる保健・医療機関においては、心の悩みの原
因となる社会的要因に対する取組も求められることか
ら、問題に対応した相談窓口を紹介できるようにする必
要がある。また、経済・生活問題の相談窓口担当者も、自
殺の危険を示すサインやその対応方法、支援が受けられ
る外部の保健・医療機関など自殺予防の基礎知識を有し
ていることが求められる。
　こうした連携の取組は現場の実践的な活動を通じて
徐々に広がりつつあり、また、自殺の要因となり得る生活
困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性
的マイノリティ等、関連の分野においても同様の連携の
取組が展開されている。今後、連携の効果を更に高める
ため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそ
れぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有す
ることが重要である。

＜地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自
立支援制度などとの連携＞
　制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に
行くことが困難な人などを地域において早期に発見し、
確実に支援していくため、属性を問わない相談支援、参
加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重
層的支援体制整備事業」の実施など、地域共生社会の実
現に向けた取組を始めとした各種施策との連携を図る。
　地域共生社会の実現に向けた施策は、市町村での包括
的な支援体制の整備を図ること、住民も参加する地域づ
くりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見
や複合的課題に対応するための関係機関のネットワーク
づくりが重要であることなど、自殺対策と共通する部分
が多くあり、両施策を一体的に行うことが重要である。
　加えて、こうした支援のあり方は生活困窮者自立支援
制度においても共通する部分が多く、自殺の背景ともな
る生活困窮に対してしっかりと対応していくためには、自
殺対策の相談窓口で把握した生活困窮者を自立相談支
援の窓口につなぐことや、自立相談支援の窓口で把握し
た自殺の危険性の高い人に対して、自殺対策の相談窓口
と協働して、適切な支援を行うなどの取組を引き続き進
めることなど、生活困窮者自立支援制度も含めて一体的
に取り組み、効果的かつ効率的に施策を展開していくこ
とが重要である。

＜精神保健医療福祉施策との連携＞
　自殺の危険性の高い人を早期に発見し、確実に精神科
医療につなげられるよう、かかりつけ医、精神科医等が、

地方公共団体と連携しながら多職種で継続して支援する
取組に併せて、自殺の危険性を高めた背景にある経済・
生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な問題に
包括的かつ継続的に対応するため、精神科医療、保健、福
祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保健
医療福祉サービスを受けられるようにする。
　また、施策の連動性を高めるため、精神保健福祉士等
の専門職を、医療機関等に配置するなどの社会的な仕組
みを整えていく。

＜孤独・孤立対策との連携＞
　令和３年12月28日に「孤独・孤立対策の重点計画」が
取りまとまり、その中で、「孤独・孤立は、当事者個人の問
題ではなく、社会環境の変化により当事者が孤独・孤立
を感じざるを得ない状況に至ったものである。孤独・孤立
は当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、現
に当事者が悩みを家族や知人に相談できない場合がある
ことも踏まえると、孤独・孤立は社会全体で対応しなけれ
ばならない問題である。」と自殺の問題と同様の認識が
示された。孤独・孤立の問題を抱える当事者やその家族
に対する支援を行っていくことは、自殺予防につながるも
のである。さらには、孤独・孤立対策は、行政と民間団
体、地域資源との連携など、自殺対策とも共通する。この
ことから、孤独・孤立対策とも連携を図っていく必要があ
る。

＜こども家庭庁との連携＞
　子どもの自殺者数が増加傾向を示しており、その自殺
対策を強力に推進することが必要である。子どもの自殺
対策を推進するには、関係府省や地方自治体、民間団体
等との緊密な連携が不可欠である。そのような中、子ども
まんなか社会の実現に向けて、常に子どもの視点に立っ
て、子ども政策に強力かつ専一に取り組む組織として、こ
ども家庭庁の設立が令和５年４月１日に予定されている
ことから、こども家庭庁とも連携を図っていく必要があ
る。

３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる

＜対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策
を連動させる＞
　自殺対策に係る個別の施策は、以下の３つのレベルに
分けて考え、これらを有機的に連動させることで、総合的
に推進するものとする。
１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人
支援のレベル」
２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行
うための関係機関等による実務連携などの「地域連携
のレベル」

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる
「社会制度のレベル」

＜事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ご
とに効果的な施策を講じる＞
　また、前項の自殺対策に係る３つのレベルの個別の施
策は、
１）事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、
自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓
発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと、

２）自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発
生の危険に介入し、自殺を発生させないこと、

３）事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や
職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自
殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的
に遺族等にも支援を行うこと、の段階ごとに効果的
な施策を講じる必要がある。

＜自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する＞
　地域の相談機関や抱えた問題の解決策を知らないがゆ
えに支援を得ることができず自殺に追い込まれる人が少
なくないことから、学校において、命や暮らしの危機に直
面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体
的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しい
ときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育
（SOSの出し方に関する教育）を推進する。問題の整理
や対処方法を身に付けることができれば、それが「生きる
ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、学校
で直面する問題や、その後の社会人として直面する問題
にも対処する力、ライフスキルを身に付けることにもつな
がると考えられる。
　また、SOSの出し方に関する教育と併せて、孤立を防
ぐための居場所づくり等を推進していく。

４．実践と啓発を両輪として推進する

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成
する＞
　令和３年８月に厚生労働省が実施した意識調査による
と、国民のおよそ10人に１人が「最近１年以内に自殺を考
えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍
での結果であることを考慮しても、自殺の問題は一部の人
や地域の問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重
大な問題となっている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る
危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解さ
れにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め
ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求め
ることが適当であるということが、社会全体の共通認識
となるように、引き続き積極的に普及啓発を行う。

＜自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進す
る＞
　我が国では精神疾患や精神科医療に対する偏見が強
いことから、精神科を受診することに心理的な抵抗を感
じる人は少なくない。特に、自殺者が多い中高年男性は、
心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵
抗から問題が深刻化しがちと言われている。
　他方、死にたいと考えている人も、心の中では「生きた
い」という気持ちとの間で激しく揺れ動いており、不眠、
原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発し
ていることが多い。
　全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えて
いる人のサインに早く気付き、精神科医等の専門家につ
なぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活
動、教育活動等に取り組んでいく。精神疾患においては、
世界メンタルヘルスデー（10月10日）での広報活動等を通
じて、普及啓発を図るとともに、メンタルヘルスへの理解
促進を目指す。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等
が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだ
けでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにも
なっていることから、遺族等支援としても、自殺に対する
偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組ん
でいく。

＜マスメディア等の自主的な取組への期待＞
　また、マスメディア等による自殺報道では、事実関係に
併せて自殺の危険を示すサインやその対応方法等自殺予
防に有用な情報を提供することにより大きな効果が得ら
れる一方で、自殺手段の詳細な報道、短期集中的な報道
は他の自殺を誘発する危険性があることが、自殺報道に
関するガイドライン等で指摘されている。加えて、ニュー
スサイトやSNS、トレンドブログ等を通じて自殺報道がよ
り急速に拡散されることなどにより、そうした危険性が更
に高まることが懸念される。
　このため、自殺報道に関するガイドライン等を踏まえた
報道及びその扱いについて、報道機関やニュースサイト、
SNS等事業者に対して要請を行ってきた。徐々に浸透し
てきているが、依然として、一部の報道において、自殺報
道に関するガイドライン等に沿わない報道が見受けられ
た。国民の知る権利や報道の自由も勘案しつつ、適切な
自殺報道が行われるよう、また自殺報道がSNS等を通じ
て過度に拡散されることを防ぐことができるよう、政府は
引き続き、自殺報道に関するガイドライン等を遵守した報
道等が行われるよう要請を行うとともに、マスメディア等
による自主的な取組が推進されることを期待する。

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業
及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を
推進する

　我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も
自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために
は、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民
等が連携・協働して国を挙げて自殺対策を総合的に推進
することが必要である。そのため、それぞれの主体が果た
すべき役割を明確化、共有した上で、相互の連携・協働の
仕組みを構築することが重要である。
　地域においては、地方公共団体、民間団体の相談窓口
及び相談者の抱える課題に対応する制度や事業を担う支
援機関（地域自殺対策推進センター、精神保健福祉セン
ター、保健所等）とのネットワーク化を推進し、当該ネッ
トワークを活用した必要な情報の共有が可能となる地域
プラットフォームづくりを支援する。
　また、そうした地域プラットフォームが相互に協力する
ための地域横断的なネットワークづくりを推進する。
　自殺総合対策における国、地方公共団体、関係団体、
民間団体、企業及び国民の果たすべき役割は以下のよう
に考えられる。

＜国＞
　自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国
は、各主体が自殺対策を推進するために必要な基盤の整
備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推
進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・効率
的な施策や事業の実施等を行う。また、各主体が緊密に
連携・協働するための仕組みの構築や運用を行う。
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村が地域自殺対策計画に基づきそれぞれの地域
の特性に応じた自殺対策を推進するための支援を行うな
どして、国と地方公共団体が協力しながら、全国的な
PDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させなが
ら推進する責務を有する。

＜地方公共団体＞
　地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有
する地方公共団体は、大綱、地域の実情等を勘案して、地
域自殺対策計画を策定する。国民一人ひとりの身近な行
政主体として、国と連携しつつ、地域における各主体の緊
密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。
　都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対策推
進センターは、いわば管内のエリアマネージャーとして、
指定調査研究等法人から分析データ等の迅速かつ的確
な提供等の支援を受けつつ、管内の市町村の地域自殺対
策計画の策定・進捗管理・検証等への支援を行う。また、
自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺
対策の専任職員を配置したり専任部署を設置したりする
などして、自殺対策を地域づくりとして総合的に推進する
ことが期待される。

＜関係団体＞

　保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策
に関係する専門職の職能団体や大学・学術団体、自殺対
策に直接関係はしないがその活動内容が自殺対策に寄与
し得る業界団体等の関係団体は、国を挙げて自殺対策に
取り組むことの重要性に鑑み、それぞれの活動内容の特
性等に応じて積極的に自殺対策に参画する。
　また、報道機関やニュースサイト、SNS等事業者は、自
らが行う報道や報道の扱いが人々に与える影響の大きさ
を改めて認識し、自殺報道に関するガイドライン等の趣
旨を踏まえた報道等を行うことにより、自殺対策を推進
することが期待される。

＜民間団体＞
　地域で活動する民間団体は、自殺防止を直接目的とす
る活動のみならず、保健、医療、福祉、教育、人権、労働、
法律その他の関連する分野での活動もひいては自殺対策
に寄与し得るということを理解して、他の主体との連携・
協働の下、国、地方公共団体等からの支援も得ながら、積
極的に自殺対策に参画する。

＜企業＞
　企業は、労働者を雇用し経済活動を営む社会的存在と
して、その雇用する労働者の心の健康の保持及び生命身
体の安全の確保を図ることなどにより自殺対策において
重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問
題による自殺は、本人やその家族にとって計り知れない苦
痛であるだけでなく、結果として、企業の活力や生産性の
低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画
する。

＜国民＞
　国民は、自殺の状況や生きることの包括的な支援とし
ての自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとと
もに、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり
得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めるこ
とが適当であるということを理解し、また、危機に陥った
人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした
心情や背景への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の
不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処するこ
とができるようにする。
　自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識
し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」の
ため、主体的に自殺対策に取り組む。

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する
　基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びに
それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように
しなければならないと定められていることを踏まえ、国、
地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、こ

のことを改めて認識して自殺対策に取り組む。

第４　自殺総合対策における当面の重点施策

　「第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認
識」及び「第３　自殺総合対策の基本方針」を踏まえ、当
面、特に集中的に取り組まなければならない施策として、
基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自
殺を巡る現状を踏まえて更なる取組が求められる施策等
に沿って、以下の施策を設定する。　　
　なお、今後の調査研究の成果等により新たに必要とな
る施策については、逐次実施することとする。
　また、以下の当面の重点施策はあくまでも国が当面、
集中的に取り組まなければならない施策であって、地方
公共団体においてもこれらに網羅的に取り組む必要があ
るということではない。地方公共団体においては、地域に
おける自殺の実態、地域の実情に応じて必要な重点施策
を優先的に推進すべきである。

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
　基本法により、都道府県及び市町村は、大綱、地域の
実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものと
されている。あわせて、国は、地方公共団体が当該地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を果たす
ために必要な助言その他の援助を行うものとされている
ことを踏まえて、国は地方公共団体に対して地域自殺実
態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提
供するなどして、地域レベルの実践的な取組への支援を
強化する。

（１）地域自殺実態プロファイルの作成
　国は、指定調査研究等法人において、全ての都道府県
及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プ
ロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（２）地域自殺対策の政策パッケージの作成
　国は、指定調査研究等法人において、地域特性を考慮
したきめ細かな対策を盛り込んだ地域自殺対策の政策
パッケージを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画
の策定・見直しを支援する。【厚生労働省】

（３）地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援
　国は、地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政
策パッケージの提供、地域自殺対策計画策定ガイドライ
ンの策定等により、地域自殺対策計画の策定・見直しを
支援する。【厚生労働省】

（４）地域自殺対策計画策定ガイドラインの策定
　国は、地域自殺対策計画の円滑な策定に資するよう、

地域自殺対策計画策定ガイドラインを策定する。【厚生
労働省】

（５）地域自殺対策推進センターへの支援
　国は、都道府県や政令指定都市に設置する地域自殺対
策推進センターが、管内の市町村の自殺対策計画の策
定・進捗管理・検証等への支援を行うことができるよう、
指定調査研究等法人による研修等を通じて地域自殺対
策推進センターを支援する。また、地域自殺対策推進セ
ンターが地域自殺対策の牽引役として自殺対策を進めら
れるよう、地域自殺対策推進センター長の設置及び全国
の地域自殺対策推進センター長による会議の開催に向け
た支援を行う。【厚生労働省】

（６）自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の
促進

　国は、地方公共団体が自殺対策と他の施策等とのコー
ディネート役を担う自殺対策の専任職員を配置したり専
任部署を設置したりするなどして、自殺対策を地域づくり
として総合的に推進することを促す。【厚生労働省】

２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
　平成28年４月、基本法の改正により、その基本理念に
おいて、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として
実施されるべきことが明記されるとともに、こうした自殺
対策の趣旨について国民の理解と関心を深めるため、国
民の責務の規定も改正された。また、国及び地方公共団
体としても、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう
必要な措置を講ずることが必要であることから、自殺予
防週間及び自殺対策強化月間について規定されている。
　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得
る危機」であるが、危機に陥った人の心情や背景が理解
されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を
深めることも含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの
問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題
であることについて国民の理解の促進を図る必要があ
る。
　また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮
らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが
適当であるということの理解を促進することを通じて、自
分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在
に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話を聞き、必要に
応じて専門家につなぎ、見守っていくという自殺対策にお
ける国民一人ひとりの役割等についての意識が共有され
るよう、教育活動、広報活動等を通じた啓発事業を展開
する。

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施
　基本法第７条に規定する自殺予防週間（９月10日から
16日まで）及び自殺対策強化月間（３月）において、国、地

方公共団体、関係団体、民間団体等が連携して「いのち支
える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、
その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、
生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含
めて啓発活動を推進する。あわせて、啓発活動によって援
助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受け
られるよう、支援策を重点的に実施する。また、自殺予防
週間や自殺対策強化月間について、国民の約３人に２人
以上が聞いたことがあるようにすることを目指す。【厚生
労働省、関係府省】

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】
さらに、メディアリテラシー教育とともに、情報モラル教
育を推進する。【内閣府、総務省、文部科学省、消費者
庁】

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普
及

　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】
　また、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている
性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景に
ある社会的要因の一つであると捉えて、理解促進の取組
を推進する。【法務省、文部科学省、厚生労働省、関係府
省】
　自殺は、その多くが追い込まれた末の死であるが、その

一方で、中には、病気などにより衝動的に自殺で亡くなる
人がいることも、併せて周知する。【厚生労働省】
　ゲートキーパーの養成を通じて、自殺や自殺対策に関
する正しい理解促進の取組を推進する。【厚生労働省】

（４）うつ病等についての普及啓発の推進
　ライフステージ別の抑うつ状態やうつ病等の精神疾患
に対する正しい知識の普及・啓発、心のサポーターの養
成を通じたメンタルヘルスの正しい知識の普及を行うこ
とにより、早期休息・早期相談・早期受診を促進する。
【厚生労働省】

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推
進する

　自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺総合
対策の推進に資する調査研究等を疫学的研究や科学的
研究も含め多角的に実施するとともに、その結果を自殺
対策の実務的な視点からも検証し、検証による成果等を
速やかに地域自殺対策の実践に還元する。

（１）自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調
査研究及び検証

　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
を多角的に把握し、保健、医療、福祉、教育、労働等の領
域における個別的対応や制度の改善を充実させるための
調査や、自殺未遂者を含む自殺念慮者の地域における継
続的支援に関する調査等を実施する。【厚生労働省】
　指定調査研究等法人においては、自殺対策全体の
PDCAサイクルの各段階の政策過程に必要な調査及び働
きかけを通じて、自殺対策を実践するとともに、必要な
データや科学的エビデンスの収集のため、研究のグラン
ドデザインに基づき「革新的自殺研究推進プログラム」を
推進する。【厚生労働省】
　また、地方公共団体、関係団体、民間団体等が実施す
る自殺の実態解明のための調査の結果等を施策に生かせ
るよう、情報の集約、提供等を進める。さらに、相談機関
等に集約される情報も、実態解明や対策検討・実施に当
たり重要なものとなることから、相談機関等の意向も十
分踏まえながら、集約し、活用することを検討する。【厚
生労働省】

（２）調査研究及び検証による成果の活用
　国、地方公共団体等における自殺対策の企画、立案に
資するため、指定調査研究等法人における自殺の実態、
自殺に関する内外の調査研究等自殺対策に関する情報の
収集・整理・分析の結果を速やかに活用する。【厚生労働
省】

（３）先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
　地方公共団体が自殺の実態、地域の実情に応じた対策

を企画、立案、実施できるよう、指定調査研究等法人にお
ける、自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッ
ケージ等の必要な情報の提供（地方公共団体の規模等、
特徴別の先進事例の提供を含む。）を推進する。【厚生労
働省】

（４）子ども・若者及び女性等の自殺等についての調査
　学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのあ
る事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を
行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考
えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主
体としたより詳細な調査を行う。【文部科学省】
　さらに、国においては、詳細な調査の結果を収集し、児
童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しな
がら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策の検討を行う。【文
部科学省、厚生労働省】
　若年層及び女性等の自殺対策が課題となっていること
を踏まえ、若者、女性及び性的マイノリティの自殺や生き
づらさに関する支援一体型の調査を支援する。【厚生労
働省、内閣府、文部科学省】

（５）コロナ禍における自殺等についての調査
　令和２年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなど
により、「子ども」や「若年女性」等の自殺が急増し、自殺
者数の総数が11年ぶりに前年を上回った。背景の要因と
しては、社会生活の変化や、過度に繰り返したり、セン
セーショナルな見出しを付けたりといった自殺報道の影
響、配偶者からの暴力（DV）、育児、介護疲れ、雇用問題
といった自殺につながりかねない問題の深刻化等が考え
られるが、引き続き、情報の収集・整理・分析を進める。
【厚生労働省、内閣府、文部科学省】

（６）死因究明制度との連動における自殺の実態解明
　社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過
等、自殺の実態の多角的な把握に当たっては、「死因究明
等推進計画」（令和３年６月１日閣議決定）に基づく、死
因究明により得られた情報の活用推進を含む死因究明等
推進施策との連動性を強化する。【厚生労働省】
　地域自殺対策推進センターにおける、「死因究明等推
進計画」に基づき都道府県に設置される死因究明等推進
地方協議会、保健所等との地域の状況に応じた連携、統
計法第33条の規定に基づく死亡小票の精査・分析、地域
の自殺の実態把握への活用を推進する。【厚生労働省】
　「予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とした
予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review; 
CDR）」については、令和２年度からモデル事業を実施し
ており、地方公共団体においては子どもの自殺例も検証
対象としているところ、モデル事業により具体的な事例を

積み上げ、課題等を踏まえて体制整備に向けた検討を進
めていく。【厚生労働省】

（７）うつ病等の精神疾患の病態解明、治療法の開発
及び地域の継続的ケアシステムの開発につながる
学際的研究

　自殺対策を推進する上で必要なうつ病等の精神疾患の
病態解明や治療法の開発を進めるとともに、うつ病等の
患者が地域において継続的にケアが受けられるようなシ
ステムの開発につながる学際的研究を推進し、その結果
について普及を図る。【厚生労働省】

（８）既存資料の利活用の促進
　警察や消防、学校や教育委員会等が保有する自殺統計
及びその関連資料を始め関係機関が保有する資料につい
て、地域自殺対策の推進に生かせるようにするため情報
を集約し、提供を推進する。【警察庁、総務省、文部科学
省、厚生労働省】
　国、地方公共団体等における根拠に基づく自殺対策の
企画、立案に資するため、指定調査研究等法人における
自殺の実態、自殺に関する内外の調査研究等とともに、
自殺対策に資する既存の政府統計ミクロデータ、機密性
の高い行政記録情報を安全に集積・整理・分析するオン
サイト施設を形成し、分析結果の政策部局・地方公共団
体への提供を推進するとともに、地域における自殺の実
態、地域の実情に応じた取組が進められるよう、地方公
共団体や地域民間団体が保有する関連データの収集とそ
の分析結果の提供やその利活用の支援、地域における先
進的な取組の全国への普及等を推進する。【総務省、厚
生労働省】

（９）海外への情報発信の強化を通じた国際協力の推
進

　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質
の向上を図る

　自殺対策の専門家として直接的に自殺対策に関わる人
材の確保、養成、資質の向上を図ることはもちろん、様々
な分野において生きることの包括的な支援に関わってい
る専門家や支援者等を自殺対策に関わる人材として確
保、養成することが重要となっていることを踏まえて、幅
広い分野で自殺対策教育や研修等を実施する。また、自
殺や自殺関連事象に関する正しい知識を普及したり、自
殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞き、必
要に応じて専門家につなぎ、見守ったりする、「ゲート

キーパー」の役割を担う人材等を養成する。自殺予防週
間、自殺対策強化月間における集中的な広報を含め、年
間を通じて広く周知を進めることにより、国民の約３人に
１人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるよ
うにすることを目指す。また、これら地域の人的資源の連
携を調整し、包括的な支援の仕組みを構築する役割を担
う人材を養成する。

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推
進

　生きることの包括的な支援として自殺対策を推進する
に当たっては、自殺対策や自殺のリスク要因への対応に
係る人材の確保、養成及び資質の向上が重要であること
から、医療、保健福祉、心理等に関する専門家等を養成す
る大学、専修学校、関係団体等と連携して自殺対策教育
を推進する。【文部科学省、厚生労働省】

（２）自殺対策の連携調整を担う人材の養成
　地域における関係機関、関係団体、民間団体、専門家、
その他のゲートキーパー等の連携を促進するため、関係
者間の連携調整を担う人材の養成及び配置を推進する。
【厚生労働省】
　自殺リスクを抱えている人に寄り添いながら、地域に
おける関係機関や専門家等と連携した課題解決などを通
して相談者の自殺リスクが低下するまで伴走型の支援を
担う人材の養成を推進する。【厚生労働省】

（３）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】

（４）教職員に対する普及啓発等
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する

教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】

（５）地域保健スタッフや産業保健スタッフの資質の
向上

　国は、地方公共団体が精神保健福祉センター、保健所
等における心の健康問題に関する相談機能を向上させる
ため、保健師等の地域保健スタッフに対する心の健康づ
くりや当該地域の自殺対策についての資質向上のための
研修を地域自殺対策推進センターと協力して実施するこ
とを支援する。【厚生労働省】
　また、職域におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、産業保健スタッフの資質向上のための研修等を充実
する。【厚生労働省】

（６）介護支援専門員等に対する研修
　介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士等の介護事
業従事者の研修等の機会を通じ、心の健康づくりや自殺
対策に関する知識の普及を図る。【厚生労働省】

（７）民生委員・児童委員等への研修
　住民主体の見守り活動を支援するため、民生委員・児
童委員等に対する心の健康づくりや自殺対策に関する施
策についての研修を実施する。【厚生労働省】

（８）社会的要因に関連する相談員の資質の向上
　消費生活センター、地方公共団体等の多重債務相談窓
口、商工会・商工会議所等の経営相談窓口、ハローワー
クの相談窓口等の相談員、福祉事務所のケースワーカー、
生活困窮者自立相談支援事業における支援員に対し、地
域の自殺対策やメンタルヘルスについての正しい知識の
普及を促進する。【金融庁、消費者庁、厚生労働省、経済
産業省、関係府省】

（９）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（10）様々な分野でのゲートキーパーの養成
　弁護士、司法書士等、多重債務問題等の法律問題に関
する専門家、調剤、医薬品販売等を通じて住民の健康状
態等に関する情報に接する機会が多い薬剤師、定期的か
つ一定時間顧客に接する機会が多いことから顧客の健康
状態等の変化に気付く可能性のある理容師、児童生徒と
日々接している教職員等、業務の性質上、ゲートキーパー

としての役割が期待される職業について、地域の自殺対
策やメンタルヘルスに関する知識の普及に資する情報提
供等、関係団体に必要な支援を行うこと等を通じ、ゲート
キーパー養成の取組を促進する。【厚生労働省、関係府
省】
　若者を含め、国民一人ひとりが、周りの人の異変に気付
いた場合には身近なゲートキーパーとして適切に行動す
ることができるよう、必要な基礎的知識の普及を図る。そ
のため、全国的にゲートキーパー養成の取組を促進すべ
く、行政機関や各地域におけるゲートキーパー研修の受
講の取組を進める。【厚生労働省、文部科学省】

（11）自殺対策従事者への心のケアの推進
　地方公共団体の業務や民間団体の活動に従事する人も
含む自殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至っ
た場合も含めて自殺対策従事者の心の健康を維持するた
めの仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に関す
る知見を生かした支援方法の普及を図る。また、相談窓
口が逼迫する中で、継続的に相談員が相談者に寄り添い
ながら適切に相談にあたることができるよう、各相談機
関において、スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等の組織的なフォローができるよう支援する。【厚生労
働省】

（12）家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者
への支援

　悩みを抱える者だけでなく、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が孤立せ
ずに済むよう、支援する団体とも連携しながら、これらの
家族等に対する支援を推進する。【厚生労働省】

（13）研修資材の開発等
　国、地方公共団体等が開催する自殺対策に関する様々
な人材の養成、資質の向上のための研修を支援するた
め、研修資材の開発を推進するとともに、指定調査研究
等法人における公的機関や民間団体の研修事業を推進す
る。【厚生労働省】

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づ
くりを推進する

　自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレ
ス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など心の健康の
保持・増進に加えて、過重労働やハラスメントの対策など
職場環境の改善のための、職場、地域、学校における体
制整備を進める。

（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究

等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし
も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】
　さらに、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働
き方改革実現会議決定）や「健康・医療戦略」（平成26年
７月22日閣議決定）に基づき、産業医・産業保健機能の強
化、長時間労働の是正、法規制の執行の強化、健康経営
の普及促進等をそれぞれ実施するとともに、それらを連
動させて一体的に推進する。【厚生労働省、経済産業省】
　また、パワーハラスメント対策については、引き続き、
ポータルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民
及び労使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体
的な取組の促進を図る。【厚生労働省】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備
　精神保健福祉センター、保健所等における心の健康問
題やその背景にある社会的問題等に関する相談対応機能
を向上させるとともに、心の健康づくりにおける地域保健
と産業保健及び関連する相談機関等との連携を推進す
る。【厚生労働省】
　また、公民館等の社会教育施設の活動を充実すること
により、様々な世代が交流する地域の居場所づくりを進
める。【文部科学省】
　さらに、心身の健康の保持・増進に配慮した公園整備
など、地域住民が集い、憩うことのできる場所の整備を
進める。【国土交通省】
　農山漁村において高齢者が安心して活動し、暮らせる
よう、高齢者の生きがい発揮のための施設整備を行うな
ど、快適で安心な生産環境・生活環境づくりを推進する。
【農林水産省】

（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配
置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】
　また、学校と地域が連携して、児童生徒がSOSを出し
たときにそれを受け止めることのできる身近な大人を地
域に増やすための取組を推進する。【文部科学省、厚生
労働省】
　さらに、事業場としての学校の労働安全衛生対策を推
進する。【文部科学省】

（４）大規模災害における被災者の心のケア、生活再
建等の推進

　大規模災害の被災者は様々なストレス要因を抱えるこ
ととなるため、孤立防止や心のケアに加えて、生活再建等
の復興関連施策を、発災直後から復興の各段階に応じて
中長期にわたり講ずることが必要である。また、支援者の
心のケアも必要である。そのため、東日本大震災におけ
る被災者の心の健康状態や自殺の原因の把握及び対応
策の検討・実施を引き続き進めるとともに、そこで得られ
た知見を今後の防災対策へ反映する。【内閣府、復興庁、
厚生労働省】
　東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の被災
者等について、復興のステージの進展に伴う生活環境の
変化や避難に伴う差別・偏見等による様々なストレス要
因を軽減するため、国、地方公共団体、民間団体等が連携

して、被災者の見守り活動等の孤立防止や心のケア、人権
相談のほか、生活再建等の復興関連施策を引き続き実施
する。【法務省、文部科学省、復興庁、厚生労働省】
　また、心のケアについては、被災者の心のケア支援事
業の充実・改善や調査研究の拡充を図るとともに、各種
の生活上の不安や悩みに対する相談や実務的な支援と専
門的な心のケアとの連携強化等を通じ、支援者も含めた
被災者へのきめ細かな心のケアを実施する。【復興庁、厚
生労働省】
　大規模災害の発災リスクが高まる中、被災地域におい
て適切な災害保健医療活動が行えるよう、平成28年熊本
地震での課題を踏まえた災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の体制整備と人材育成の強化、災害拠点精神
科病院の整備を早急に進める。また、災害現場で活動す
るDPAT隊員等の災害支援者が惨事ストレスを受けるお
それがあるため、惨事ストレス対策を含めた支援の方策
について、地方公共団体とDPATを構成する関係機関と
の事前の取決め等の措置を講じる。【厚生労働省】

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
るようにする

　自殺の危険性の高い人の早期発見に努め、必要に応じ
て精神科医療につなぐ取組が進められている状況を踏ま
え、これらの人々が適切な精神科医療を確実に受けられ
るよう精神科医療体制を充実する。また、必ずしも精神
科医療につなぐだけでは対応が完結しない事例も少なく
ないと考えられ、精神科医療につながった後も、その人が
抱える悩み、すなわち自殺の危険性を高めた背景にある
経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な
問題に対して包括的に対応する必要がある。そのため、精
神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰も
が適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるように
する。

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の
向上

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。
【厚生労働省】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】

（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成な

ど精神科医療体制の充実
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　心理職等の精神科医療従事者に対し、精神疾患に対す
る適切な対処等に関する研修を実施し、精神科医をサ
ポートできる心理職等の養成を図るとともに、うつ病の改
善に効果の高い認知行動療法などの治療法を普及し、そ
の実施によるうつ病患者の減少を図るため、主に精神科
医療において専門的にうつ病患者の治療に携わる者に対
し研修を実施する。【厚生労働省】
　これらの心理職等のサポートを受けて精神科医が行う
認知行動療法などの診療の更なる普及、均てん化を図る
ため、認知行動療法研修事業の充実・強化、人材育成や
連携体制の構築、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】
　また、適切な薬物療法の普及や過量服薬対策を徹底す
るとともに、環境調整についての知識の普及を図る。【厚
生労働省】

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高めるた
めの専門職の配置

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体等のネットワークの構築を促進す
る。特に、精神科医療、保健、福祉の連動性を高める。さ
らに、これらの施策の連動性を高めるため、精神保健福
祉士等の専門職を、医療機関等に配置するなどの取組を
進める。【厚生労働省】【一部再掲】

（４）かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応
技術等に関する資質の向上

　うつ病等の精神疾患患者は身体症状が出ることも多
く、かかりつけの医師等を受診することも多いことから、
将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を
身に付けるための医師臨床研修制度において、精神科研
修を必修とし、うつ病を経験すべき疾病・病態に位置付け
ている。また、生涯教育等の機会を通じ、かかりつけの医
師等のうつ病等の精神疾患の理解と対応及び患者の社
会的な背景要因を考慮して自殺リスクを的確に評価でき
る技術の向上並びに地域における自殺対策や様々な分野
の相談機関や支援策に関する知識の普及を図る。【厚生
労働省】【再掲】

（５）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提
供体制の整備

　成人とは異なる診療モデルについての検討を進め、子

どもの心の問題に対応できる医療系関係専門職や子ども
の心の診療に専門的に関わる医師等の養成を推進するな
ど子どもの心の診療体制の整備を推進する。【厚生労働
省】
　子どもに対して緊急入院も含めた医療に対応可能な医
療機関を拡充し、またそのための人員を確保する。【厚生
労働省】
　児童相談所や市町村の子どもの相談に関わる機関等
の機能強化を図るとともに、精神保健福祉センターや市
町村の障害福祉部局等の療育に関わる関係機関との連
携の強化を図る。【厚生労働省】
　さらに、療育に関わる関係機関と学校及び医療機関等
との連携を通して、どのような家庭環境にあっても、全て
の子どもが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられ
る環境を整備する。【厚生労働省】

（６）うつ等のスクリーニングの実施
　保健所、市町村の保健センター等による訪問指導や住
民健診、健康教育・健康相談の機会を活用することによ
り、地域における、うつ病の懸念がある人の把握を推進す
る。【厚生労働省】
　特に高齢者については、閉じこもりやうつ状態になるこ
とを予防することが、介護予防の観点からも必要であり、
地域の中で生きがい・役割を持って生活できる地域づく
りを推進することが重要である。このため、市町村が主体
となって高齢者の介護予防や社会参加の推進等のための
多様な通いの場の整備など、地域の実情に応じた効果
的・効率的な介護予防の取組を推進する。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に
おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】

（７）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対
策の推進

　うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者におい
て、例えば、依存症においては関連法令に基づく取組、借
金や家族問題等との関連性も踏まえて、調査研究を推進
するとともに、継続的に治療・援助を行うための体制の
整備、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、
労働、法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構
築、自助活動に対する支援等を行う。【厚生労働省】
　また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者、

自傷行為を繰り返す者や過去のいじめや被虐待経験など
により深刻な生きづらさを抱える者については、とりわけ
若者の職業的自立の困難さや生活困窮などの生活状況
等の環境的な要因も十分に配慮しつつ、地域の救急医療
機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含め
た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークの構築により適切な医療機関や相
談機関を利用できるよう支援するなど、要支援者の早期
発見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

（８）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援
　がん患者について、必要に応じ専門的、精神心理的な
ケアにつなぐことができるよう、がん相談支援センターを
中心とした体制の構築と周知を行う。【厚生労働省】
　重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に受
けることができる看護師等を養成するなど、心理的ケア
が実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる
　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自
殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体
の自殺リスクを低下させる方向で実施する必要がある。
そのため、様々な分野において、「生きることの阻害要
因」を減らし、併せて「生きることの促進要因」を増やす
取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓
口情報等の分かりやすい発信

　地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲載
した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる人たち
のニーズに即して作成・配布されるよう支援し、併せて地
域の相談窓口が住民にとって相談しやすいものになるよ
う体制の整備を促進する。【厚生労働省】
　また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適
切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自
殺防止のための24時間365日の無料電話相談を設置し、
併せて地方公共団体による電話相談について全国共通ダ
イヤル（こころの健康相談統一ダイヤル）を設定し、引き
続き当該電話相談を利用に供するとともに、民間団体に
よる電話相談窓口の支援を行う。さらに多様な相談ニー
ズに対応するため、SNSや新たなコミュニケーション
ツールを活用した相談事業支援を拡充し、相談者が必要
とするときに効果的な対応が可能となるよう仕組みの構
築を進める。【厚生労働省】
　電話、SNS等を活用した相談について、自殺予防週間
や自殺対策強化月間等の機会を捉え、広く周知を進める
ことにより、国民の約３人に２人以上が当該電話相談及
びSNS等相談について聞いたことがあるようにすること
を目指す。【厚生労働省】

　さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支援
策に係る情報を得ることができるようにするため、イン
ターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用
した検索等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情
報発信など、生きることの包括的な支援に関する情報の
集約、提供を強化し、その周知を徹底する。【厚生労働
省】
　地域共生社会の実現に向けた施策として、制度の狭間
にある人、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困
難な人などを地域において早期に発見し、確実に支援し
ていくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包
括的な支援体制づくりを進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット
融資の充実

　「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債務者
に対するカウンセリング体制の充実、セーフティネット貸
付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等
　失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を
推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてきめ
細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際に生
じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関する相談
に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連携を通し
て失業者への包括的な支援を推進する。【厚生労働省】
　また、「地域若者サポートステーション」において、地域
の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個
別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等
　商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面し
た個人事業主や中小企業の経営者等を対象とした相談事
業、中小企業の一般的な経営相談に対応する相談事業を
引き続き推進する。【経済産業省】
　また、全都道府県に設置している中小企業活性化協議
会において、財務上の問題を抱える中小企業者に対し、窓
口における相談対応や金融機関との調整を含めた再生計
画の策定支援など、事業再生に向けた支援を行う。【経
済産業省】
　さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証を
原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底する
よう求めていくとともに、経営者の個人保証によらない融
資をより一層促進するため「経営者保証に関するガイドラ
イン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実
　日本弁護士連合会・弁護士会と連携しつつ、日本司法
支援センター（法テラス）の法的問題解決のための情報
提供の充実及び国民への周知を図る。【法務省】

　また、司法書士会と連携し、司法書士会のホームページ
等を通じて、相談事業の国民への周知を図る。【法務省】

（６）危険な場所における安全確保、薬品等の規制等
　自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報
等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整備の
促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】
　また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知の
徹底を図るとともに、従来から行っている自殺するおそれ
のある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続し
て実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ICTを活用した自殺対策の強化
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な
ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自
殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識
を浸透させることや、自殺や自殺関連事象に関する誤っ
た社会通念から脱却し国民一人ひとりの危機遭遇時の対
応能力（援助希求技術）を高めるため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積極的に活用
して正しい知識の普及を推進する。【厚生労働省】【再
掲】
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進
　SNSによる集団自殺の呼び掛け等、インターネット上
の自殺の誘引・勧誘等に係る情報については、警察とイン
ターネット・ホットラインセンターが通報を受け、また、警
察とサイバーパトロールセンターがサイバーパトロールを
行うなどして把握に努め、警察とインターネット・ホットラ
インセンターが、プロバイダ等と連携してサイト管理者等
に削除を依頼するなど、自殺防止のための必要な措置を
講じる。【警察庁】
　また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等
を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へのフィ
ルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、文部科
学省、経済産業省】
　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、同法に
基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用

して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする
ためにフィルタリングの普及を図るとともに、インター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
を行う。【内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省】

（９）インターネット上の自殺予告事案及び誹謗中傷
への対応等

　インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切
な対応を継続して実施する。【警察庁】
　また、インターネットにおける自殺予告サイトへの書き
込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフト
の普及、プロバイダにおける自主的措置への支援等を実
施する。【総務省、経済産業省】
　加えて、電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き
込み等の違法・有害情報について、プロバイダにおける自
主的措置への支援、速やかな書き込みの削除の支援及び
人権相談等を実施する。【総務省、法務省】
　侮辱罪の法定刑の引上げ（令和４年７月７日施行）の
趣旨・内容を踏まえ、検察当局においては、誹謗中傷の事
案についても、法と証拠に基づき、事案の内容等に応じ
て、処罰すべき悪質な行為については厳正な処分を行い、
適切に対処を行う。【法務省】

（10）介護者への支援の充実
　高齢者や日常生活に支障を来す状態の者への介護者
負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係
機関等との連携協力体制の整備や介護者に対する相談
等が円滑に実施されるよう、相談業務等に従事する職員
の確保や資質の向上などに関し、必要な支援の実施に努
める。【厚生労働省】

（11）ひきこもりの方への支援の充実
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】

（12）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の
充実

　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児童虐待
の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援まで一連
の対策の更なる強化を図るため、市町村及び児童相談所
の相談支援体制を強化するとともに、社会的養護の充実
を図る。【厚生労働省】
　また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけた

ときなどに、ためらわずに児童相談所に通告・相談ができ
るよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはや
く）」について、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」を
中心に、積極的な広報・啓発を実施する。【厚生労働省】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ
ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害者
の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警察
庁、厚生労働省】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】
　性犯罪・性暴力の被害者において、PTSD等精神疾患
の有病率が高い背景として、PTSD対策における医療と
保健との連携の不十分さが指摘されている。このため性
犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観点から、性犯
罪・性暴力の被害者や犯罪被害者支援に特化したPTSD
研修を継続していく。【厚生労働省】

（13）生活困窮者への支援の充実
　複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスクを
抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困窮者
自立支援法に基づく自立相談支援事業において包括的な
支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関等とも緊
密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。また、地域
の現場でそうした連携が進むよう、連携の具体的な実践
例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた生活困窮者を
必要な施策につなげるための方策を検討するなど、政策
的な連携の枠組みを推進する。【厚生労働省】
　さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を含む
合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度における関
係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活用するな
どして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度の連動性を
高めるための仕組みを構築する。【厚生労働省】

（14）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

　子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱え
ている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方公共
団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援
員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育て・生活に
関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相
談に応じるとともに、必要に応じて、他の支援機関につな
げることにより、総合的・包括的な支援を推進する。【厚
生労働省】

（15）性的マイノリティへの支援の充実
　法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所
において相談に応じる。人権相談等で、性的マイノリティ
等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じる。【法務省】
　性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等の
社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあり、大学
等において、本人の同意なく、その人の性的指向・性自認
に関する情報を第三者に暴露すること（アウティング）も
問題になっていることから、性的マイノリティに関する正
しい理解を広く関係者に促進するとともに、学校におけ
る適切な教育相談の実施等を促す。【文部科学省】
　性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的なつ
ながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口（よりそいホットライン）を設置するととも
に、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的
な解決につなげる寄り添い支援を行う。【厚生労働省】
　性的指向・性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の
了解を得ずに性的指向・性自認などの機微な個人情報を
他の労働者に暴露することが職場におけるパワーハラス
メントに該当し得ること、職場におけるセクシュアルハラ
スメントは相手の性的指向・性自認にかかわらず該当し
得ること等について、引き続きパンフレット等を活用して
周知を行う。その他、公正な採用選考についての事業主
向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特定の人
を排除しない」旨を記載し周知する。【厚生労働省】

（16）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化
　国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい
て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難な
場合であっても、可能な限り相談ができるよう、FAX、
メール、SNS等の多様な意思疎通の手段の確保を図る。
【厚生労働省】
　地方公共団体による取組を支援するなど、子どもに対
するSNSを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学
省】
性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性への
支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支
援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支
援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

（17）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み
の周知

　地域における多様な支え手による生きることの包括的
な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人の意
思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談者に係
る情報を共有することができるよう、関係機関の連携に
必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収集し、地方
公共団体等に周知する。【厚生労働省】
　また、自殺の危険性の高い人や自殺未遂者への支援に
関して、生活困窮者自立支援制度における支援会議の活
用など、個人情報の適正な取扱いに関する体制の整備を
推進する。【厚生労働省】

（18）自殺対策に資する居場所づくりの推進
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】

（19）報道機関に対するWHOの手引き等の周知等
　報道機関に適切な自殺報道を呼び掛けるため、WHO
の自殺予防の手引きのうち「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」及び「自殺対策を推進するために映画制作者と舞
台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識（WHO作
成）」を報道各社に周知し、それらを遵守するよう要請す
る。また、国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等の活用を呼び掛ける。【厚生労働
省】
　マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、自殺
報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を行うと
ともに、ウェルテル効果（報道が自殺者を増加させる効
果）を防ぐための取組や、パパゲーノ効果（報道が自殺を
抑止する効果）を高めるための取組や報道における扱い

について、報道関係者やニュースサイト及びSNS等事業
者と協力して理解を深めていくための取組を推進する。
【厚生労働省】

（20）自殺対策に関する国際協力の推進
　海外の様々な知見等を我が国の自殺対策に活用すべ
く、海外の自殺対策関係団体等との交流を推進する。
【厚生労働省】
　日本においては、国を挙げて自殺対策が総合的に推進
された結果、自殺者数が３万人台から２万人台に減少し
たところであり、こうした日本における取組について国際
的に発信し、国際的な自殺対策の推進への貢献を行う。
【厚生労働省】【再掲】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
　救急医療機関に搬送された自殺未遂者への複合的ケー
スマネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の
連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展開
された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、自
殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化す
る。また、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援
を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

　自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療機関に
搬送された自殺未遂者に退院後も含めて精神科又は心療
内科につなぐなど、継続的に適切に介入するほか、対応困
難例の事例検討や地域の医療従事者への研修等を通じ
て、地域の自殺未遂者支援の対応力を高める拠点となる
医療機関が必要であり、これらの取組に対する支援を強
化するとともに、モデル的取組の横展開を図る。【厚生労
働省】
　かかりつけの医師や救急医療機関等が、自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者を精神科医療につなげようとする
際、精神科医療機関がこれらの緊急性を踏まえて確実に
対応できるよう、診療報酬での取扱いを踏まえた精神科
医療体制の充実の方策を検討する。【厚生労働省】【再
掲】

（２）救急医療機関における精神科医による診療体制
等の充実

　精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救急
センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事者
等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の精神
科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神科医に
よる診療や精神保健医療従事者によるケアが受けられる
救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
　また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、自
殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについて、救

急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。【厚生
労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支
援の強化

　各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画等
における精神保健福祉施策を踏まえつつ、地域の精神科
医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等
の関係機関・関係団体のネットワークの構築を促進す
る。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への支援を連
携して行うことにより、切れ目のない継続的かつ包括的な
自殺未遂者支援を推進する。また、自殺の危険性の高い
人や自殺未遂者への支援に関して、生活困窮者自立支援
制度における支援会議の活用など、個人情報の適正な取
扱いに関する体制の整備を推進する。さらに、この連携
を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、医療機
関等に配置するなどの取組を進める。【厚生労働省】【一
部再掲】
　また、地域において、かかりつけの医師等がうつ病と診
断した人や救急医療機関に搬送された自殺未遂者につい
て、生活上の課題等の確認をする体制、退院後に円滑に
精神科医療につなげるための医療連携体制及び様々な分
野の相談機関につなげる多機関連携体制の整備を推進す
る。【厚生労働省】【再掲】
　自殺未遂者は、再度の自殺を図る可能性が高いこと、
また、自殺対策を講じる上で、その原因の究明や把握が必
要であることから、自殺未遂者から得られた実態を分析
し、有効な自殺対策につなげるため、匿名でデータベース
化する取組を進めていく。【厚生労働省】

（４）居場所づくりとの連動による支援
　生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配偶
者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失した中
高年男性、性的マイノリティの方等、孤立のリスクを抱え
るおそれのある人が、孤立する前に、地域とつながり、支
援につながるよう、オンラインでの取組も含めて、孤立を
防ぐための居場所づくり等を推進する。【厚生労働省、関
係府省】【再掲】
　相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きること
の阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な支援
と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの促進要因
（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通じた支援
とを連動させた包括的な生きる支援を推進する。【厚生
労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援
　自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関と
のネットワークを構築することにより精神保健福祉セン
ターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対する相談
体制を充実するとともに、地域の精神科医療機関を含め

た保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関・関
係団体のネットワークを構築するなど継続的なケアがで
きる体制の整備を一層進めることなどにより、退院後の
家族や知人等の身近な支援者による見守りへの支援を充
実する。【厚生労働省】
　また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を受
けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感、自殺未
遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善したとの報告
があることを踏まえ、自殺未遂者の日常的な支援者とし
ての家族や知人等、自殺未遂者のことで悩んでいる家族
や知人等の支えになりたいと考える者を対象とした研修
を開催するとともに、身近な人を支えるための傾聴スキ
ルを学べる動画等を作成して一般に公開し、自殺予防週
間や自殺対策強化月間等の機会を捉えて啓発を行う。
【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自傷行為や自殺未遂を把握した場合に、
その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行わ
れるよう自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学
校の教職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応
を促す。【文部科学省、厚生労働省】
　また、学校においては、自殺未遂に至った事例について
関係者による再発防止に向けた検討の実施を促す。【文
部科学省】

９．遺された人への支援を充実する
　基本法では、その目的規定において、自殺対策の総合
的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自殺者の
親族等の支援の充実を図ることが掲げられている。自殺
により遺された人等に対する迅速な支援を行うととも
に、全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を
得ることができるよう情報提供を推進するなど、支援を
充実する。また、遺族の自助グループ等の地域における活
動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援
　地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関
の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福祉セ
ンターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制
を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進
　学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの
人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺後の
職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料
の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設ける等により
遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った
適切な事後対応を促す。【文部科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供
の推進等

　遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援
情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人を中
心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持
つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて役立つ情報
を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響
と留意点、諸手続に関する情報、自助グループ等の活動
情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要
な情報を掲載したパンフレットの作成と、遺族等と接す
る機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺
者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、遺族等が必要と
する支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働
省】
　遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行
政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとりまとめ
「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺
族等を支えるために～総合的支援の手引き」（平成30年
11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の
整理及び提供を行う。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上
　警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務
に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえつつ、
遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知
識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再掲】

（５）遺児等への支援
　地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその
保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生
徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児
童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等に
よる遺児等に関する相談体制を充実する。【文部科学
省、厚生労働省】
　遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員
の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】
【再掲】
　また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自
身がヤングケアラーとならざるを得ない可能性があるが、
そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等
を含めた支援を受けられるよう、適切な情報の周知や支
援を強化する。【厚生労働省】

10．民間団体との連携を強化する
　国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に重
要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、組織
運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えている。
そうした現状を踏まえ、平成28年４月、基本法の改正によ
り、国及び地方公共団体は、民間団体の活動を支援する

ため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる
ものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援
　民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す
コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】
　活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資材
の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援等によ
り、民間団体における人材養成を支援する。【厚生労働
省】

（２）地域における連携体制の確立
　地域において、自殺対策を行っている公的機関、民間
団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、連携
体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報提供等
の支援を行う。【厚生労働省】
　消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前察
知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラブル
に遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害経験者
等）の消費者被害の防止のための見守りネットワークの
構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援
　民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対す
る支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行うな
どの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】
　民間団体による電話相談窓口の支援を行うとともに、
多様な相談ニーズに対応するため、SNSや新たなコミュ
ニケーションツールを活用した相談事業支援を拡充し、
相談者が必要とするときに効果的な対応が可能となるよ
う仕組みの構築を進める。【厚生労働省】【再掲】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域
における取組に対する支援

　国及び地域における取組を推進するため、民間団体の
実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援す
る。【厚生労働省】
　また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り組
みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。【厚
生労働省】
　自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労
働省】

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向に
あるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和３年
には小中高生の自殺者数が過去２番目の水準となった。
また、若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の
自殺対策が課題となっている。さらに、基本法に学校にお

けるSOSの出し方に関する教育の推進が盛り込まれてい
ることなどから、特に若者の自殺対策を更に推進する。
　支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広
くとることは重要であるが、ライフステージ（学校の各段
階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置
かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている
事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれて
いる状況に沿った施策を実施することが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）等
に定める取組を推進するとともに、いじめは決して許され
ないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり
得る」ものであることを周知徹底し、全ての教育関係者
がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応するこ
と、またその際、いじめの問題を隠さず、学校・教育委員
会と家庭・地域が連携して対処していくべきことを指導す
る。【文部科学省】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【一部再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】
　いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた
め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺で
亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校において、
子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努める。
【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実
　児童生徒の自殺は、長期休業明け前後に多い傾向があ
ることから、長期休業前から長期休業期間中、長期休業
明けの時期にかけて、児童生徒向けの自殺予防の取組に
関する周知徹底の強化を実施したり、GIGAスクール構想
で配布されているPCやタブレット端末の活用等による自
殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進し
たりするなど、小学校、中学校、高等学校等における早期
発見・見守り等の取組を推進する。【文部科学省】【再
掲】
　保健室やカウンセリングルーム等をより開かれた場とし
て、養護教諭等の行う健康相談を推進するとともに、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配

置及び常勤化に向けた取組を進めるなど学校における相
談体制の充実を図る。また、相談の際にプライバシーが守
られる環境を整備するとともに、これらの教職員の資質
向上のための研修を行う。さらに、大学等においては、学
生の心の問題・成長支援に関する課題やニーズへの理解
を深め、心の悩みを抱える学生を必要な支援につなぐた
めの教職員向けの取組の推進を図る。【文部科学省】【再
掲】
　児童生徒の精神不調等の早期発見や、児童生徒の自殺
の実態解明について、ITツールの活用を通じた取組を検
討する。【文部科学省】
　自殺リスクが高い子どもがいる場合、迅速かつ適切に
対応できるよう、子どもの自殺危機に対応していくチーム
として学校、教育委員会、地方公共団体の自殺対策担当
者、児童相談所、福祉施設、医療機関、警察等の関係機関
及び地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあた
ることができる仕組みの設置や運営に関する支援を行う
とともに、自殺リスクが高い子どもへの緊急対応につい
て教職員等が専門家や関係機関へ迅速な相談を行えるよ
うな体制を構築する。【厚生労働省、文部科学省】
　いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基
本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、いじめ
は決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの
学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全て
の教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、迅速
に対応すること、またその際、いじめの問題を隠さず、学
校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処していくべき
ことを指導する。【文部科学省】【再掲】
　子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるような
24時間の全国統一ダイヤル（24時間子供SOSダイヤル）
によるいじめなどの問題に関する電話相談体制について
地方公共団体を支援するとともに、学校、地域、家庭が連
携して、いじめを早期に発見し、適切に対応できる地域ぐ
るみの体制整備を促進する。また、地方公共団体による
取組を支援するなど、子どもに対するSNSを活用した相
談体制の実現を図る。【文部科学省】【再掲】
　また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通じ
て子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権SOSミニレ
ター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き実施す
る。【法務省】【再掲】
　不登校の子どもへの支援について、学校内外における
居場所の確保を含めた早期からの支援につながる効果的
な取組等を、民間団体を含めた関係機関等と連携しなが
ら推進するとともに、学校内外における相談体制の充実
を図る。【文部科学省】
　高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中途
退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有に努
め、ハローワーク、地域若者サポートステーション、学校
等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を行う。【文
部科学省、厚生労働省】

（３）SOSの出し方に関する教育等の推進
　学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代間
交流及び心理・福祉の専門家や自殺対策に資する取組を
行う関係団体との連携などを通した児童生徒が命の大切
さ・尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する定
期的な教育を含めた社会において直面する可能性のある
様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教
育、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の
健康の保持に係る教育を更に推進するとともに、自尊感
情や自己有用感が得られ、児童生徒の生きることの促進
要因を増やすことを通じて自殺対策に資する教育の実施
に向けた環境づくりを進める。【文部科学省】【再掲】
　児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の教
職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、SOS
の出し方を教えるだけではなく、子どもがSOSを出しや
すい環境を整えることの重要性を伝え、また、大人が子ど
ものSOSを察知し、それをどのように受け止めて適切な
支援につなげるかなどについて普及啓発を実施するた
め、研修に資する教材の作成・配布等により取組の支援
を行う。遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する
教職員の資質向上のための研修等を実施する。また、自
殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノ
リティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会
的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。
【文部科学省】【再掲】

（４）子どもへの支援の充実
　貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺の
リスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策の推
進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対策との
連携を深める。【内閣府、厚生労働省】
　生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子ど
もを対象に、学習支援や居場所づくりに加え、生活習慣・
育成環境の改善に関する助言等を行う学習・生活支援事
業を実施するとともに、親との離別・死別等により精神面
や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子ど
もを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の
習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。【厚
生労働省】
　児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重大
な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受けた
子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を図るた
め、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強化すると
ともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働省】【再
掲】
　また、社会的養護の下で育った子どもは、施設などを
退所し自立するに当たって、保護者などから支援を受けら
れない場合が多く、その結果、様々な困難を抱えることが
多い。そのため、子どもの自立支援を効果的に進めるため
に、例えば進学や就職などのタイミングで支援が途切れ

ることのないよう、退所した後も引き続き子どもを受け
止め、支えとなるような支援の充実を図る。【厚生労働
省】【再掲】

（５）若者への支援の充実
　「地域若者サポートステーション」において、地域の関
係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を個別
的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再掲】
　保健、医療、福祉、教育、労働等の分野の関係機関と連
携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口としての
機能を有する「ひきこもり地域支援センター」において、
本人・家族に対する早期からの相談・支援等を行い、ひき
こもり支援を推進する。このほか、精神保健福祉センター
や保健所、児童相談所において、医師や保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士等による相談・支援を、本人や家族
に対して行う。【厚生労働省】【再掲】
　性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、被
害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援の連
携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実や被害
者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内閣府、警
察庁、厚生労働省】【再掲】
　また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策に
係る電話相談事業及びSNS相談事業を行う民間支援団
体による支援の連携を強めるとともに、オンラインでの
取組も含めた居場所づくりの充実を推進する。【厚生労
働省】【再掲】
　さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える
女性への支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関
と民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり
などの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自傷
行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生きづ
らさを抱える者について、地域の救急医療機関、精神保
健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた保健、医
療、福祉、教育、労働等の関係機関・関係団体のネット
ワークの構築により適切な医療機関や相談機関を利用で
きるよう支援するなど、精神疾患の早期発見、早期介入の
ための取組を推進する。【厚生労働省】【一部再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実
　若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾向
がある一方で、インターネットやSNS上で自殺をほのめか
したり、自殺の手段等を検索したりする傾向もあると言わ
れている。そのため、自宅への訪問や街頭での声掛け活
動だけではなく、ICT（情報通信技術）も活用した若者へ
のアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る
情報を得ることができるようにするため、インターネット
（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用した検索
等の仕組みや検索連動広告及びプッシュ型の情報発信な

ど、支援策情報の集約、提供を強化する。【厚生労働省】
【再掲】
　若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、
若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を支
援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援
　若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつな
がりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると言わ
れている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受けた身近
な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められていたり、希
死念慮を抱えていたりする可能性がある。そのため、民間
団体の活動に従事する人や、悩みを抱える者を支援する
家族や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者も含む自
殺対策従事者について、相談者が自殺既遂に至った場合
も含めて心の健康を維持するための仕組みづくりを推進
するとともに、心の健康に関する知見を生かした支援方
法の普及を図る。【厚生労働省】【一部再掲】

（８）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制
整備

　令和５年４月１日に設立が予定されているこども家庭
庁と連携し、喫緊の課題として子ども・若者の自殺対策を
更に強化するため、子ども・若者の自殺対策を推進するた
めの体制整備を検討する。【厚生労働省、文部科学省】

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正
　長時間労働の是正については、「働き方改革を推進す
るための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律
第71号）による改正後の労働基準法において、事業場で
使用者と過半数労働組合等が労働基準法第36条第１項に
基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労
働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則
として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできないこととすること
等を内容とする罰則付きの時間外労働の上限規制等を導
入した。【厚生労働省】
　また、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
するため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに、「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第323号）を定めた。【厚生労
働省】
　これらを踏まえ、いわゆる過労死・過労自殺を防止する
ため、過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労
働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など労
働基準監督署による監督指導を引き続き徹底していくと
ともに、これらの制度が円滑に施行されるよう、働き方改

革推進支援センターや都道府県労働局等において、相
談・支援を行う。【厚生労働省】
　また、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送るため、勤務間インターバル制度の導入促進を
図る。【厚生労働省】
　加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、「労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す
るガイドライン」の周知を行う。【厚生労働省】
　コロナ禍で進んだテレワークの適切な運用を含め、職
場のメンタルヘルス対策を更に推進する。【厚生労働省】
　さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康
で充実して働き続けることのできる社会の実現のため、
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ
き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推進
する。【厚生労働省】【再掲】
　昨今増加している副業・兼業を行う方については、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知を行う。
【厚生労働省】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進
　過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の実現のため、「過労死等
の防止のための対策に関する大綱」に基づき、調査研究
等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する
支援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚
生労働省】【再掲】
　また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進
するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法
の改正により平成27年12月に創設されたストレスチェッ
ク制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタル
ヘルス対策の更なる普及を図る。あわせて、ストレス
チェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負
荷のチェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支
援関係といった質的負荷のチェックの視点も踏まえて、
職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレスチェッ
ク結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係
る取組の優良事例の収集・共有、職場環境改善の実施等
に対する助成措置等の支援を通じて、事業場におけるメ
ンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
　加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおい
て、総合的な情報提供や電話・メール・SNS相談を実施
するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援セン
ターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労
務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業場への個別
訪問による若年労働者や管理監督者に対するメンタルヘ
ルス不調の予防に関する研修等を実施する。【厚生労働
省】【再掲】
　小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずし

も十分でないことから、産業保健総合支援センターの地
域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘルス不調を
感じている労働者に対する相談対応等を実施するととも
に、メンタルヘルス対策等の取組に対する助成措置等を
通じて、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強
化する。【厚生労働省】【再掲】
　また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に
基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働の是
正、法規制の執行の強化、健康経営の普及促進等をそれ
ぞれ実施するとともに、それらを連動させて一体的に推
進する。【経済産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策
　パワーハラスメント対策については、引き続き、ポータ
ルサイトや企業向けセミナー等を通じて、広く国民及び労
使に向けた周知・広報を行うとともに、労使の具体的な
取組の促進を図る。【厚生労働省】【再掲】
　さらに、全ての事業所においてパワーハラスメント、セ
クシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラス
メントがあってはならないという方針の明確化や、その周
知・啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、ま
た、これらのハラスメント事案が生じた事業所に対して
は、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行わ
れるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指
導の徹底を図る。【厚生労働省】【再掲】

13．女性の自殺対策を更に推進する
　我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾向
にあるものの、女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに
増加し、令和３年も更に前年を上回った。女性の自殺対策
は、妊産婦への支援を始め、女性特有の視点も踏まえ、講
じていく必要がある。

（１）妊産婦への支援の充実
　予期せぬ妊娠などにより身体的・精神的な悩みや不安
を抱えた若年妊婦等が、相談支援等を受けられるように
する支援等を含め、性と健康の相談センター事業等によ
り、妊娠初期の方や予期せぬ妊娠をした方等の支援を推
進する。【厚生労働省】
　妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健
診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への
支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、特定
妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生労働
省】
　また、出産後間もない時期の産婦については、産後う
つの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の健康
状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階におけ
る支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」に

おいて、子育て支援に関する必要な情報提供等を行うと
ともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な家庭を
把握した場合には、適切な支援に結びつける。【厚生労働
省】【再掲】
　産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対し
ては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制を確保する。【厚生労働省】

（２）コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援
　やむを得ず職を失った方への支援として、ハローワーク
における非正規雇用労働者等に対する相談支援や、マ
ザーズハローワーク事業として、子育て中の女性等を対象
にきめ細かな就職支援を実施する。【厚生労働省】
　コロナ禍において女性の雇用問題が深刻化し、各種支
援策が十分に届いていない状況があるとの指摘を踏ま
え、コロナ禍に限らず日頃から、政府が実施している雇用
に関する支援策の効果的なPR方法等も含めて、困難な問
題を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡るように取
組を推進する。【厚生労働省】
　配偶者等からの暴力の相談件数が高水準で推移してい
ることも踏まえ、多様なニーズに対応できる相談体制の
整備を進めるなど、被害者支援の更なる充実を図る。【内
閣府】
　また、新型コロナウイルスの感染拡大による望まない
孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直面する女性
を始め様々な困難・課題を抱える女性に寄り添ったきめ
細かい相談支援等の地方公共団体による取組を支援す
る。【内閣府】

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　性犯罪・性暴力被害者等、困難な問題を抱える女性へ
の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間
支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの
支援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】
　なお、令和６年４月から「困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律」が施行されることも踏まえ、今後策定
する「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に
関する基本的な方針」に基づき、必要な取組を推進する。
【厚生労働省】

第５　自殺対策の数値目標

　平成28年４月、基本法の改正により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して対処していく
ことが重要な課題であるとされた。したがって、最終的に
目指すべきはそうした社会の実現であるが、前大綱にお
いて、当面の目標として、先進諸国の現在の水準まで減少
させることを目指し、令和８年までに、自殺死亡率を平成
27年と比べて30％以上減少させることとされた。本大綱

においても、引き続き、同様の数値目標を設定することと
する。
　なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努めるも
のとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し期間に
かかわらず、そのあり方も含めて数値目標を見直すものと
する。
注）先進諸国の自殺死亡率は、WHO Mortality Database 
および各国の国勢調査によると、米国14.9（2019）、フラ
ンス13.1（2016）、カナダ11.3（2016）、ドイツ11.1（2020）、
英国8.4（2019）、イタリア6.5（2017）となっており、日本に
おいては16.4（2020）である。
　平成27年の自殺死亡率は18.5であり、それを30％以上
減少させると13.0以下となる。我が国の総人口は、国立社
会保障・人口問題研究所の中位推計（平成29年推計）に
よると、令和７年には約１億2300万人になると見込まれて
おり、目標を達成するためには自殺者数は約１万6000人
以下となる必要がある。

第６　推進体制等

１．国における推進体制
　大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の構
成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生労働
大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の緊密な
連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を
図る。
　さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省に
おいて、関係府省が行う対策を支援、促進するとともに、
地域自殺対策計画策定ガイドラインの改訂版を作成し、
地方公共団体の地域自殺対策計画の策定及び見直しを
支援し、国を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。
特異事案の発生時等の通報体制を整備するとともに、関
係府省緊急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応す
る。
　また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働するため
の仕組みを設ける。
　さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同参画、
高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、犯罪被害者
等支援、地域共生社会、生活困窮者支援その他の関連施
策など関連する分野とも緊密に連携しつつ、施策を推進
する。
　また、指定調査研究等法人は、関係者が連携して自殺
対策のPDCAサイクルに取り組むための拠点として、精神
保健的な視点に加え、社会学、経済学、応用統計学等の
学際的な視点から、国がPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援を行い、併せて地域レベルの
取組を支援する視点から、民間団体を含む基礎自治体レ
ベルの取組の実務的・実践的支援の強化及び地域が実情

に応じて取り組むための情報提供や仕組みづくり（人材
育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進
　自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に
深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するために
は、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつつ、地
域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していくこと
が重要である。
　このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、自
殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供すると
ともに、都道府県や政令指定都市において、地域自殺対
策推進センターにより管内の市町村の地域自殺対策計画
の策定・進捗管理・検証等が行われるよう支援する。ま
た、都道府県及び政令指定市において、様々な分野の関
係機関・団体によって構成される自殺対策連絡協議会等
の自殺対策の検討の場の設置と同協議会等による地域自
殺対策計画の策定・見直し等が推進されるよう、積極的
に働きかけるとともに、情報の提供等適切な支援を行う
こととする。また、市町村においても自殺対策の専任部署
の設置や、自殺対策と他の施策等とのコーディネート役を
担う自殺対策の専任職員の配置がなされるよう、積極的
に働きかける。さらに、複数の地方公共団体による連携の
取組についても、情報の提供等適切な支援を行うことと
する。また、これらの地域における取組への民間団体等
の参画が一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理
　自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実施
状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評価す
るとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め
る。
　このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場から
本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検
証し、施策の効果等を評価するための仕組みを設けると
ともに、ICTの活用により効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し
　本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指針
としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる
諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達
成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行
う。
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福岡市自殺対策協議会設置要綱

（目的）

第１条　福岡市における自殺対策に関して、各関係機関・団体等が緊密な連携を図るとともに、自殺対策を

総合的かつ効果的に推進するため、福岡市自殺対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条　協議会は、次の事項について協議する。

（１）自殺の実態に関する事項

（２）自殺予防対策に関する事項

（３）危機介入等に関する事項

（４）自死遺族支援に関する事項

（５）その他自殺対策の推進に関して必要な事項

（構成）

第３条　協議会は、別表に定める基準により、市長が委嘱または任命した委員をもって構成する。

　２　協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

　３　会長は、会務を総理し協議会を代表する。また、副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは

その職務を代行する。

　４　前条の活動にあたり、会長が必要と認めるときは専門部会及び専門委員を置くことができる。

　５　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第４条　協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。

　２　会長は、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。

　３　協議会は、原則として公開とする。ただし、福岡市情報公開条例に規定する非公開にできる理由が

ある場合は、この限りではない。

（事務局）

第５条　協議会の事務局は、福岡市精神保健福祉センターに置く。

（その他）

第６条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

　　附則

　この要綱は、平成18年11月14日から施行する。

　　附則

　この要綱は、平成19年６月26日から施行する。

 

　　附則

　この要綱は、平成27年５月14日から施行する。現在、選任されている委員の任期は、第３条の規定に関

わらず、平成29年３月31日までとする。

　　附則

　　この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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福岡市自殺対策協議会設置要綱
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地域自殺対策推進センター運営事業実施要綱

１．事業の目的
　本事業は、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）が地域自殺対策推進センター（以下

「センター」という。）を設置し、保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関（以下「関係機関」とい

う。）と連携を図りながら、市町村等に対し適切な助言や情報提供等を行うとともに、地域における自殺

対策関係者等に対し研修等を行うことにより、全ての市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が

総合的かつ効率的に推進されることで、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを

目的とする。

２．実施主体
　本事業の実施主体は、都道府県等とし、知事又は市長が指定した機関（本庁、精神保健福祉センター、

保健所等）で事業を行うものとする。

３．事業の内容等
　センターにおいては、市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進さ

れるよう、その支援に必要な体制の整備を推進し、市町村等への適切な助言や情報提供等を行うため、

次に定める事業を実施する。

（１）職員の配置

　次の（２）から（７）の事業を実施するため、専門的知識を有する職員を配置する。

（２）情報の収集等

　地域における自殺の実態把握を行うとともに、自殺対策計画に基づき実施する事業等に関する情

報の収集、分析、提供を行う。

（３）自殺対策計画支援

　都道府県等の自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行うとともに、管内市町村の市町

村自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行う。

（４）管内の連絡調整

　自殺に関する管内の連絡調整に携わる自殺対策連携推進員を設置し、現在設置されている地域に

おける関係機関により構成される連絡調整会議を開催するほか、管内関係機関・自殺防止や自死遺

族等支援に積極的な地域ボランティア等と緊密な連携を図り、地域の自殺対策ネットワーク強化に

努める。

（５）市町村及び民間団体への支援

　市町村及び地域の民間団体が行う自殺対策に資する事業に対する相談支援、技術的助言を行う。

（６）人材育成研修

　関係機関において、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自死遺族等の支援に携わる者等に対し

て、適切な支援手法等に関する研修を実施する。

なお、実施に当たっては、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討　会報告書（平成20年３

月）」における「２ 自殺未遂者のケアに関して」、「３ 自殺者親族等のケアに関して」を参考とされた

い。

（７）市町村等における自殺未遂者及び自死遺族支援に対する指導等

　自死遺族等が必要とする様々な支援情報を収集し、その提供について市町村等を指導するとも

に、自殺未遂者及び自死遺族等支援について市町村等から対応困難な事例の相談があった場合に

は、必要に応じて専門家等と連携しながら当該市町村等に対して適切な指導又は助言等の支援を行

う。

４．指定調査研究等法人との連携
　指定調査研究等法人において、地域自殺対策推進センター等連絡会議を開催し、自殺対策に関する

意見交換・指導助言等を行い、国と地方の自殺対策の緊密な連携を図ることとしているので、センター

の事業の実施に当たっては、指定調査研究等法人と緊密な連携を図ること。

５．国の助成
　都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める「自殺対

策費補助金交付要綱（地域自殺対策推進センター運営事業）」に基づき、毎年度予算の範囲内で国庫補

助を行うことができるものとする。

６．秘密の保持
　本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自殺者

の親族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報

（相談内容等）の秘密を漏らしてはならない。

参考とした主な調査・報告等

１　自殺総合対策大綱
　　　厚生労働省

　　　令和４年10月

２　令和３年度自殺対策に関する意識調査
　　　厚生労働省

　　　令和３年８月

３　自殺対策白書（平成22年、令和３～４年版）
　　　厚生労働省

　　　※特に参考にした年度を記載しています。
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地域自殺対策推進センター運営事業実施要綱

１．事業の目的
　本事業は、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）が地域自殺対策推進センター（以下

「センター」という。）を設置し、保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関（以下「関係機関」とい

う。）と連携を図りながら、市町村等に対し適切な助言や情報提供等を行うとともに、地域における自殺

対策関係者等に対し研修等を行うことにより、全ての市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が

総合的かつ効率的に推進されることで、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを

目的とする。

２．実施主体
　本事業の実施主体は、都道府県等とし、知事又は市長が指定した機関（本庁、精神保健福祉センター、

保健所等）で事業を行うものとする。

３．事業の内容等
　センターにおいては、市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進さ

れるよう、その支援に必要な体制の整備を推進し、市町村等への適切な助言や情報提供等を行うため、

次に定める事業を実施する。

（１）職員の配置

　次の（２）から（７）の事業を実施するため、専門的知識を有する職員を配置する。

（２）情報の収集等

　地域における自殺の実態把握を行うとともに、自殺対策計画に基づき実施する事業等に関する情

報の収集、分析、提供を行う。

（３）自殺対策計画支援

　都道府県等の自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行うとともに、管内市町村の市町

村自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行う。

（４）管内の連絡調整

　自殺に関する管内の連絡調整に携わる自殺対策連携推進員を設置し、現在設置されている地域に

おける関係機関により構成される連絡調整会議を開催するほか、管内関係機関・自殺防止や自死遺

族等支援に積極的な地域ボランティア等と緊密な連携を図り、地域の自殺対策ネットワーク強化に

努める。

（５）市町村及び民間団体への支援

　市町村及び地域の民間団体が行う自殺対策に資する事業に対する相談支援、技術的助言を行う。

（６）人材育成研修

　関係機関において、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自死遺族等の支援に携わる者等に対し

て、適切な支援手法等に関する研修を実施する。

なお、実施に当たっては、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討　会報告書（平成20年３

月）」における「２ 自殺未遂者のケアに関して」、「３ 自殺者親族等のケアに関して」を参考とされた

い。

（７）市町村等における自殺未遂者及び自死遺族支援に対する指導等

　自死遺族等が必要とする様々な支援情報を収集し、その提供について市町村等を指導するとも

に、自殺未遂者及び自死遺族等支援について市町村等から対応困難な事例の相談があった場合に

は、必要に応じて専門家等と連携しながら当該市町村等に対して適切な指導又は助言等の支援を行

う。

４．指定調査研究等法人との連携
　指定調査研究等法人において、地域自殺対策推進センター等連絡会議を開催し、自殺対策に関する

意見交換・指導助言等を行い、国と地方の自殺対策の緊密な連携を図ることとしているので、センター

の事業の実施に当たっては、指定調査研究等法人と緊密な連携を図ること。

５．国の助成
　都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める「自殺対

策費補助金交付要綱（地域自殺対策推進センター運営事業）」に基づき、毎年度予算の範囲内で国庫補

助を行うことができるものとする。

６．秘密の保持
　本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自殺者

の親族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報

（相談内容等）の秘密を漏らしてはならない。

参考とした主な調査・報告等

１　自殺総合対策大綱
　　　厚生労働省

　　　令和４年10月

２　令和３年度自殺対策に関する意識調査
　　　厚生労働省

　　　令和３年８月

３　自殺対策白書（平成22年、令和３～４年版）
　　　厚生労働省

　　　※特に参考にした年度を記載しています。
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地域自殺対策推進センター運営事業実施要綱

１．事業の目的
　本事業は、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）が地域自殺対策推進センター（以下

「センター」という。）を設置し、保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関（以下「関係機関」とい

う。）と連携を図りながら、市町村等に対し適切な助言や情報提供等を行うとともに、地域における自殺

対策関係者等に対し研修等を行うことにより、全ての市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が

総合的かつ効率的に推進されることで、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを

目的とする。

２．実施主体
　本事業の実施主体は、都道府県等とし、知事又は市長が指定した機関（本庁、精神保健福祉センター、

保健所等）で事業を行うものとする。

３．事業の内容等
　センターにおいては、市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進さ

れるよう、その支援に必要な体制の整備を推進し、市町村等への適切な助言や情報提供等を行うため、

次に定める事業を実施する。

（１）職員の配置

　次の（２）から（７）の事業を実施するため、専門的知識を有する職員を配置する。

（２）情報の収集等

　地域における自殺の実態把握を行うとともに、自殺対策計画に基づき実施する事業等に関する情

報の収集、分析、提供を行う。

（３）自殺対策計画支援

　都道府県等の自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行うとともに、管内市町村の市町

村自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行う。

（４）管内の連絡調整

　自殺に関する管内の連絡調整に携わる自殺対策連携推進員を設置し、現在設置されている地域に

おける関係機関により構成される連絡調整会議を開催するほか、管内関係機関・自殺防止や自死遺

族等支援に積極的な地域ボランティア等と緊密な連携を図り、地域の自殺対策ネットワーク強化に

努める。

（５）市町村及び民間団体への支援

　市町村及び地域の民間団体が行う自殺対策に資する事業に対する相談支援、技術的助言を行う。

（６）人材育成研修

　関係機関において、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自死遺族等の支援に携わる者等に対し

て、適切な支援手法等に関する研修を実施する。

なお、実施に当たっては、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討　会報告書（平成20年３

月）」における「２ 自殺未遂者のケアに関して」、「３ 自殺者親族等のケアに関して」を参考とされた

い。

（７）市町村等における自殺未遂者及び自死遺族支援に対する指導等

　自死遺族等が必要とする様々な支援情報を収集し、その提供について市町村等を指導するとも

に、自殺未遂者及び自死遺族等支援について市町村等から対応困難な事例の相談があった場合に

は、必要に応じて専門家等と連携しながら当該市町村等に対して適切な指導又は助言等の支援を行

う。

４．指定調査研究等法人との連携
　指定調査研究等法人において、地域自殺対策推進センター等連絡会議を開催し、自殺対策に関する

意見交換・指導助言等を行い、国と地方の自殺対策の緊密な連携を図ることとしているので、センター

の事業の実施に当たっては、指定調査研究等法人と緊密な連携を図ること。

５．国の助成
　都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める「自殺対

策費補助金交付要綱（地域自殺対策推進センター運営事業）」に基づき、毎年度予算の範囲内で国庫補

助を行うことができるものとする。

６．秘密の保持
　本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自殺者

の親族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報

（相談内容等）の秘密を漏らしてはならない。

参考とした主な調査・報告等

１　自殺総合対策大綱
　　　厚生労働省

　　　令和４年10月

２　令和３年度自殺対策に関する意識調査
　　　厚生労働省

　　　令和３年８月

３　自殺対策白書（平成22年、令和３～４年版）
　　　厚生労働省

　　　※特に参考にした年度を記載しています。
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校
区
実
施
）
…
H
30
年
度
54
回
1,
15
4名
、
R
元
年
度
43
回
90
1名
、
R
２
年
度
19
回
25
4名
、
R
３

年
度
18
回
22
0名

A

関
係
団
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
市
民
に
自
殺
を
身
近
な
問
題
と

し
て
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
、
９
月
の
自
殺
予
防
週
間
（
９
月
10
日
か

ら
の
一
週
間
）
、
３
月
の
自
殺
対
策
強
化
月
間
に
あ
わ
せ
て
「
福
岡

市
自
殺
予
防
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
の
健
康
展
に
て
、
自
殺
予
防
対
策
や
う
つ
病
予
防
等
の
啓
発
コ
ー
ナ
ー
設
置
や
チ
ラ

シ
の
配
布
を
実
施

※
健
康
展
は
、
R
２
年
度
以
降
中
止

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
カ
ー
ド
、
ポ
ス
タ
ー
、
啓
発
グ
ッ
ズ
（
缶
バ
ッ
チ
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
横
断
幕
）
の
作
成

・
各
相
談
窓
口
や
救
急
車
へ
設
置

・
市
民
対
象
の
講
演
会
、
就
職
活
動
フ
ェ
ア
、
教
育
機
関
及
び
研
修
等
で
配
布
、
駅
構
内
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
お

よ
び
パ
ネ
ル
展
で
掲
示

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
毎
年
９
月
と
３
月
に
自
殺
予
防
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
普
及
啓
発

・
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
土
日
電
話
相
談
、
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
、
パ
ネ
ル
展
、
ス
ポ
ッ
ト
C
M
放

映
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
市
政
だ
よ
り
に
記
事
を
掲
載

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
98
名
、
R
２
年
度
81
名

・
う
つ
病
市
民
啓
発
講
演
会
…
H
30
年
度
11
6名
、
R
２
年
度
14
7名
、
R
３
年
度
18
5名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
市
民
対
象
）・
・
・
R
元
年
度
23
名
、
R
３
年
度
19
名

※
講
演
会
、
研
修
の
一
部
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

・
う
つ
病
家
族
教
室
…
H
30
年
度
38
名
、
R
元
年
度
32
名
、
R
２
年
度
16
名
、
R
３
年
度
16
名

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
う
つ
病
予
防
教
室
（
各
区
健
康
課
）
…
H
30
年
度
17
回
37
7名
、
R
元
年
度
17
回
43
6名
、
R
２
年
度
14
回
18
7名
、
R
３

年
度
16
回
13
4名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
…
R
元
年
度
１
回
89
名
、
R
２
年
度
１
回
23
名

A

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
県
立
大
学
）

・
H
30
年
度
　
「
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
講
師
派
遣
　

・
R
４
年
２
月
自
殺
予
防
啓
発
劇
の
シ
ナ
リ
オ
６
編
を
出
版
（
「
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
～
身
近
な
人
に
自
殺
の
危
険
が
迫
っ

た
ら
～
」（
翔
雲
社
）

・
今
後
は
、
自
殺
予
防
の
危
機
介
入
シ
ナ
リ
オ
の
朗
読
劇
及
び
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
用
い
た
研
修
・
講
演
会
の
実
施
を

検
討

A

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
ジ
ャ
パ
ン
（
M
H
FA
-J
）
実
務
者
お
よ
び
指
導
者
研
修
を
開
催

＜
指
導
者
研
修
＞
H
30
…
20
名
、
R
元
…
20
名
　
　
　
　

＜
実
施
者
研
修
＞
R
元
…
40
名

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
自
殺
の
誘
因
と
な
る
精
神
疾
患
の
啓
発
に
つ
い
て
は
、
医
師
会
主
催
の
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
及
び
運
営
に
関
し
て

の
会
議
へ
参
加

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
中
、
市
民
を
対
象
と
し
た
研
修
会
等
の
開
催
は
困
難
で
あ
っ
た

B

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
研
修
講
師
の
派
遣
…
R
２
年
度
１
回
１
名
、
R
３
年
度
３
回
４
名

A
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地域自殺対策推進センター運営事業実施要綱

１．事業の目的
　本事業は、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）が地域自殺対策推進センター（以下

「センター」という。）を設置し、保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関（以下「関係機関」とい

う。）と連携を図りながら、市町村等に対し適切な助言や情報提供等を行うとともに、地域における自殺

対策関係者等に対し研修等を行うことにより、全ての市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が

総合的かつ効率的に推進されることで、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを

目的とする。

２．実施主体
　本事業の実施主体は、都道府県等とし、知事又は市長が指定した機関（本庁、精神保健福祉センター、

保健所等）で事業を行うものとする。

３．事業の内容等
　センターにおいては、市町村等において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進さ

れるよう、その支援に必要な体制の整備を推進し、市町村等への適切な助言や情報提供等を行うため、

次に定める事業を実施する。

（１）職員の配置

　次の（２）から（７）の事業を実施するため、専門的知識を有する職員を配置する。

（２）情報の収集等

　地域における自殺の実態把握を行うとともに、自殺対策計画に基づき実施する事業等に関する情

報の収集、分析、提供を行う。

（３）自殺対策計画支援

　都道府県等の自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行うとともに、管内市町村の市町

村自殺対策計画の策定に必要な支援及び情報提供を行う。

（４）管内の連絡調整

　自殺に関する管内の連絡調整に携わる自殺対策連携推進員を設置し、現在設置されている地域に

おける関係機関により構成される連絡調整会議を開催するほか、管内関係機関・自殺防止や自死遺

族等支援に積極的な地域ボランティア等と緊密な連携を図り、地域の自殺対策ネットワーク強化に

努める。

（５）市町村及び民間団体への支援

　市町村及び地域の民間団体が行う自殺対策に資する事業に対する相談支援、技術的助言を行う。

（６）人材育成研修

　関係機関において、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自死遺族等の支援に携わる者等に対し

て、適切な支援手法等に関する研修を実施する。

なお、実施に当たっては、「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討　会報告書（平成20年３

月）」における「２ 自殺未遂者のケアに関して」、「３ 自殺者親族等のケアに関して」を参考とされた

い。

（７）市町村等における自殺未遂者及び自死遺族支援に対する指導等

　自死遺族等が必要とする様々な支援情報を収集し、その提供について市町村等を指導するとも

に、自殺未遂者及び自死遺族等支援について市町村等から対応困難な事例の相談があった場合に

は、必要に応じて専門家等と連携しながら当該市町村等に対して適切な指導又は助言等の支援を行

う。

４．指定調査研究等法人との連携
　指定調査研究等法人において、地域自殺対策推進センター等連絡会議を開催し、自殺対策に関する

意見交換・指導助言等を行い、国と地方の自殺対策の緊密な連携を図ることとしているので、センター

の事業の実施に当たっては、指定調査研究等法人と緊密な連携を図ること。

５．国の助成
　都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める「自殺対

策費補助金交付要綱（地域自殺対策推進センター運営事業）」に基づき、毎年度予算の範囲内で国庫補

助を行うことができるものとする。

６．秘密の保持
　本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自殺者

の親族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報

（相談内容等）の秘密を漏らしてはならない。

参考とした主な調査・報告等

１　自殺総合対策大綱
　　　厚生労働省

　　　令和４年10月

２　令和３年度自殺対策に関する意識調査
　　　厚生労働省

　　　令和３年８月

３　自殺対策白書（平成22年、令和３～４年版）
　　　厚生労働省

　　　※特に参考にした年度を記載しています。

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

福
岡
市
自
殺
対
策
総
合
計
画
関
係
事
業
取
組
状
況

１
　
計
画
策
定
時
に
「
引
き
続
き
取
り
組
む
」
と
し
た
事
項
の
状
況

１
 市
民
一
人

ひ
と
り
の
気

づ
き
と
見
守

り
を
促
す

市
民
を
対
象
と
し
た
自
殺
に
関
す
る
講
演
会
・
研
修
会
の
開
催
や
、

講
師
派
遣
を
継
続
し
、
自
殺
お
よ
び
う
つ
病
に
関
す
る
正
し
い
知
識

の
さ
ら
な
る
普
及
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・「
依
存
症
と
自
殺
予
防
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
毎
年
10
0名
以
上
参
加
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
（
H
30
～
R
２
年
度
）

A

自
殺
の
背
景
の
社
会
的
な
課
題
（
過
労
、
い
じ
め
、
貧
困
等
）
を
共

有
す
る
た
め
に
報
道
し
、
問
題
提
起
し
ま
す
。

報
道
機
関

・「
孤
独
・
孤
立
対
策
」「
拡
大
自
殺
」「
女
性
の
自
殺
急
増
」
な
ど
自
殺
対
策
の
必
要
性
を
取
り
上
げ
る
社
説
を
35
本

掲
載

・
そ
の
他
、
自
殺
が
増
加
す
る
背
景
や
課
題
を
探
る
記
事
を
随
時
掲
載

A

市
民
向
け
の
自
殺
予
防
を
目
的
と
し
て
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
、
教
室
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
配
布
す
る
こ
と
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
の
記
載
に
よ
り
、
自
殺
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
自
殺
予
防
に
関

す
る
相
談
窓
口
の
普
及
を
図
り
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
の
健
康
展
や
そ
の
他
の
事
業
の
際
に
、
う
つ
病
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を

チ
ェ
ッ
ク
！
」
を
施
設
内
常
時
設
置

※
健
康
展
は
、
R
２
年
度
以
降
中
止

・
心
の
健
康
相
談
（
希
死
念
慮
、
自
死
遺
族
（
件
数
）
）
…
H
30
年
度
33
件
、
R
元
年
度
74
件
、
R
２
年
度
49
件
、
R
３
年

度
72
件

A

区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
等
で
実
施
す
る
健
康
教
室
等
の

機
会
を
と
ら
え
て
、
自
殺
及
び
う
つ
病
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普

及
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
う
つ
病
予
防
教
室
（
校
区
実
施
）
…
H
30
年
度
54
回
1,
15
4名
、
R
元
年
度
43
回
90
1名
、
R
２
年
度
19
回
25
4名
、
R
３

年
度
18
回
22
0名

A

関
係
団
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
市
民
に
自
殺
を
身
近
な
問
題
と

し
て
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
、
９
月
の
自
殺
予
防
週
間
（
９
月
10
日
か

ら
の
一
週
間
）
、
３
月
の
自
殺
対
策
強
化
月
間
に
あ
わ
せ
て
「
福
岡

市
自
殺
予
防
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
の
健
康
展
に
て
、
自
殺
予
防
対
策
や
う
つ
病
予
防
等
の
啓
発
コ
ー
ナ
ー
設
置
や
チ
ラ

シ
の
配
布
を
実
施

※
健
康
展
は
、
R
２
年
度
以
降
中
止

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
カ
ー
ド
、
ポ
ス
タ
ー
、
啓
発
グ
ッ
ズ
（
缶
バ
ッ
チ
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
横
断
幕
）
の
作
成

・
各
相
談
窓
口
や
救
急
車
へ
設
置

・
市
民
対
象
の
講
演
会
、
就
職
活
動
フ
ェ
ア
、
教
育
機
関
及
び
研
修
等
で
配
布
、
駅
構
内
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
お

よ
び
パ
ネ
ル
展
で
掲
示

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
毎
年
９
月
と
３
月
に
自
殺
予
防
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
普
及
啓
発

・
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
土
日
電
話
相
談
、
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
、
パ
ネ
ル
展
、
ス
ポ
ッ
ト
C
M
放

映
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
市
政
だ
よ
り
に
記
事
を
掲
載

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
98
名
、
R
２
年
度
81
名

・
う
つ
病
市
民
啓
発
講
演
会
…
H
30
年
度
11
6名
、
R
２
年
度
14
7名
、
R
３
年
度
18
5名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
市
民
対
象
）・
・
・
R
元
年
度
23
名
、
R
３
年
度
19
名

※
講
演
会
、
研
修
の
一
部
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

・
う
つ
病
家
族
教
室
…
H
30
年
度
38
名
、
R
元
年
度
32
名
、
R
２
年
度
16
名
、
R
３
年
度
16
名

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
う
つ
病
予
防
教
室
（
各
区
健
康
課
）
…
H
30
年
度
17
回
37
7名
、
R
元
年
度
17
回
43
6名
、
R
２
年
度
14
回
18
7名
、
R
３

年
度
16
回
13
4名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
…
R
元
年
度
１
回
89
名
、
R
２
年
度
１
回
23
名

A

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
県
立
大
学
）

・
H
30
年
度
　
「
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
講
師
派
遣
　

・
R
４
年
２
月
自
殺
予
防
啓
発
劇
の
シ
ナ
リ
オ
６
編
を
出
版
（
「
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
～
身
近
な
人
に
自
殺
の
危
険
が
迫
っ

た
ら
～
」（
翔
雲
社
）

・
今
後
は
、
自
殺
予
防
の
危
機
介
入
シ
ナ
リ
オ
の
朗
読
劇
及
び
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
用
い
た
研
修
・
講
演
会
の
実
施
を

検
討

A

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
ジ
ャ
パ
ン
（
M
H
FA
-J
）
実
務
者
お
よ
び
指
導
者
研
修
を
開
催

＜
指
導
者
研
修
＞
H
30
…
20
名
、
R
元
…
20
名
　
　
　
　

＜
実
施
者
研
修
＞
R
元
…
40
名

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
自
殺
の
誘
因
と
な
る
精
神
疾
患
の
啓
発
に
つ
い
て
は
、
医
師
会
主
催
の
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
及
び
運
営
に
関
し
て

の
会
議
へ
参
加

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
中
、
市
民
を
対
象
と
し
た
研
修
会
等
の
開
催
は
困
難
で
あ
っ
た

B

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
研
修
講
師
の
派
遣
…
R
２
年
度
１
回
１
名
、
R
３
年
度
３
回
４
名

A
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る

市
民
を
対
象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
へ
ル
ス
啓
発
事
業
と
し
て
、
健
康
日

本
21
福
岡
市
計
画
に
お
い
て
、
睡
眠
の
重
要
性
や
心
の
健
康
づ
く
り

を
取
り
上
げ
、
様
々
な
年
代
に
情
報
が
届
く
よ
う
、
土
日
の
イ
ベ
ン
ト

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
情
報
発
信
等
の
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
心
の
健
康
づ
く
り
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
教
室
…
H
30
年
度
９
回
22
3名
、
R
元
年
度
７
回
23
3名
、
R
２
年
度
３
回
45

名
、
R
３
年
度
７
回
11
3名

・
健
康
づ
く
り
ス
ポ
ー
ツ
サ
イ
ト
に
う
つ
チ
ェ
ッ
ク
等
を
掲
載

A

多
重
債
務
、
事
業
不
振
、
失
業
な
ど
自
殺
の
背
景
と
な
り
得
る
社
会

的
要
因
の
相
談
に
従
事
す
る
消
費
生
活
相
談
員
に
対
し
て
、
相
談
者

の
追
い
つ
め
ら
れ
た
心
理
を
理
解
し
対
応
で
き
る
よ
う
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
り
ま
す
。

福
岡
商
工
会
議
所

・
企
業
経
営
者
や
従
業
員
向
け
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
検
定
を
実
施

　
福
岡
地
区
受
験
者
…
H
30
年
2,
20
0名
、
R
元
年
1,
20
0名
、
R
２
年
1,
80
0名
、
R
３
年
2,
00
0名

・
会
報
誌
、
H
P
や
セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
事
業
所
へ
の
周
知
説
明
を
実
施

A

自
殺
の
危
険
の
あ
る
方
の
支
援
者
を
法
律
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
自

死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
実
施

A

一
般
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
強
化
の
た
め
、
連
絡
協

議
会
や
研
修
会
の
実
施
、
連
携
体
制
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

福
岡
市
医
師
会

「
精
神
科
医
と
か
か
り
つ
け
医
・
病
院
主
治
医
と
の
連
携
体
制
」
研
修
会
…
H
30
年
度
37
8名
、
R
元
度
22
0名
、
R
２
年

度
70
名

A

ハ
イ
リ
ス
ク
者
に
対
応
し
た
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
が
相
談
す
る
窓
口
と

し
て
の
自
殺
予
防
相
談
を
充
実
さ
せ
、
適
切
な
支
援
機
関
等
に
つ
な

げ
、
連
携
し
て
支
援
す
る
体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
未
遂
者
の
家
族
や
そ
の
支
援
者
か
ら
の
電
話
及
び
面
接
相
談
を
実
施

　
必
要
な
医
療
機
関
や
社
会
資
源
等
の
情
報
提
供
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
自
殺
未
遂
者
本
人
の
支
援
に
つ
な

げ
て
い
る

A

ハ
イ
リ
ス
ク
者
等
を
支
援
す
る
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
師
、
生
活

保
護
の
担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
市
民
相
談
室
相
談
員
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
等
の
各
相
談
機
関
の
職

員
、
救
急
隊
員
や
救
急
病
院
職
員
等
へ
の
対
応
力
向
上
を
目
指
し
ま

す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
…
R
元
年
度
89
名
、
R
２
年
度
23
名

・
精
神
保
健
福
祉
基
礎
研
修
（
自
殺
対
策
に
つ
い
て
）
…
H
30
年
度
96
名
、
R
３
年
度
22
名

A

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

自
殺
の
危
険
の
高
い
方
や
自
殺
未
遂
者
、
自
死
遺
族
等
の
ハ
イ
リ
ス

ク
者
へ
の
対
応
力
向
上
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
福
岡
労
働
局
、
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
共
催
に
よ
る
事
業
所
の
管
理
者
・
産
業
保
健
担
当
者
を
対

象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

・
R
２
年
度
か
ら
講
演
会
等
の
動
画
配
信
を
実
施

・
R
２
年
度
う
つ
市
民
講
演
会
、
R
３
年
度
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ミ
ナ
ー
及
び
市
民
講
演
会
（
３
回
（
う
つ
、
依
存
症
、
ひ
き

こ
も
り
）
）
な
ど

A

福
岡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

・
相
談
員
に
対
す
る
多
重
債
務
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
等
に
関
す
る
研
修
の
実
施
…
R
元
年
度
９
名
、
R
２
年
度
１
名
、
R
３

年
度
１
名

・
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
作
成
の
「
多
重
債
務
者
相
談
の
手
引
き
」
や
、
福
岡
県
作
成
の
「
多
重
債
務
相
談
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
を
配
布
し
、
相
談
に
お
い
て
活
用

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
の
連
携
に
つ
い
て
の
検
討
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

B

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
精
神
科
診
療
所
と
精
神
科
病
院
の
連
携
の
み
な
ら
ず
、
精
神
科
以
外
の
医
療
機
関
と
の
顔
の
み
え
る
病
診
連
携
に
よ

り
、
各
医
療
機
関
が
自
殺
の
危
険
の
あ
る
患
者
に
対
し
円
滑
に
対
応

・
市
医
師
会
や
他
の
団
体
と
連
携
を
図
り
、
か
か
り
つ
け
医
や
地
域
住
民
に
対
し
、
う
つ
病
へ
の
知
識
を
深
化
さ
せ
る

た
め
の
研
修
等
に
協
力

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
相
談
支
援
担
当
職
員
対
象
）
…
H
30
年
度
～
R
３
年
度
　
計
８
回
25
7名

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
初
任
者
研
修
（
２
回
/年
）
…
約
30
名
/回

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
…
H
30
年
度
61
名

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
者
研
修
…
R
３
年
度
約
60
名

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
救
急
病
院
職
員
対
象
）
…
H
30
年
度
１
回
29
名
、
R
元
年
度
１
回
30
名

（
R
２
年
度
以
降
は
自
殺
予
防
関
連
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
や
相
談
窓
口
等
の
情
報
提
供
）

A

福
岡
県
警
察

・
匿
名
自
殺
企
図
者
の
早
期
特
定
等
、
迅
速
な
保
護
の
た
め
の
各
種
研
修
を
実
施
　

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

相
談
窓
口
や
講
演
会
、
様
々
な
機
関
の
取
り
組
み
を
市
民
に
伝
え
ま

す
。

報
道
機
関

・
著
名
人
等
の
自
殺
を
報
じ
る
際
、
必
ず
相
談
窓
口
を
掲
載

・
自
殺
に
関
す
る
講
演
会
な
ど
の
告
知
掲
載
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
優
先
的
に
掲
載

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
の
ほ
か
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
や
地
域
で
活
動
す
る
老
人
ク
ラ
ブ
や
自
治
協
議
会
の

役
員
等
に
対
し
て
、
地
域
で
住
民
主
体
の
気
づ
き
・
見
守
り
・
専
門

機
関
へ
つ
な
ぐ
等
の
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
自
殺
予
防
に
つ
な
が
る

研
修
会
等
を
実
施
し
ま
す
。

民
生
委
員・
児
童
委
員
協
議
会

（
福
岡
市
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
の
ほ
か
、
生
活
困
窮
者
や
困
難
を
抱
え
る
若
者
へ
の
支
援
研
修
等
を
実
施

A

自
殺
未
遂
者
支
援
の
基
礎
と
な
る
、
救
急
医
療
機
関
に
お
け
る
自
殺

未
遂
者
の
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

・
自
殺
未
遂
者
の
搬
送
状
況
に
つ
い
て
、
自
殺
対
策
協
議
会
に
て
消
防
局
報
告
の
も
と
共
有

・
３
か
所
の
モ
デ
ル
救
急
病
院
を
選
定
し
、
自
殺
未
遂
者
搬
送
状
況
や
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
へ
の
連
携
事
例
の
情

報
共
有
等
を
行
っ
た
が
、
R
２
及
び
３
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
デ
ー
タ
収
集
不
可

B

自
殺
に
関
す
る
統
計
を
記
事
に
し
ま
す
。

報
道
機
関

・
政
府
や
行
政
な
ど
の
自
殺
に
関
す
る
統
計
発
表
に
合
わ
せ
記
事
を
掲
載

・
デ
ー
タ
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
数
字
や
背
景
を
読
み
解
く
記
事
も
掲
載
し
て
分
か
り
や
す
い
報
道
を
展
開

A

国
の
動
向
や
自
殺
の
実
態
、福
岡
市
の
対
策
や
統
計
資
料
に
つ
い
て
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
や
研
修
・
講
演
会
等
で
、市
民
や
関
係
機
関
等
へ
の

提
供
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
統
計
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
自
殺
の
現
状
に
つ
い
て
研
修
や
自
殺
対
策
に
関
す
る
連
携
会
議
な
ど
で
共
有

A

３
次
救
急
医
療
機
関
で
の
自
殺
未
遂
患
者
全
例
に
対
す
る
精
神
科

的
評
価
と
心
理
社
会
的
支
援
の
実
施
及
び
デ
ー
タ
解
析
を
継
続
し

ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
３
次
救
急
お
よ
び
２
次
救
急
に
搬
送
さ
れ
た
自
殺
企
図
者
数
…
H
30
～
R
３
年
度
既
遂
及
び
未
遂
計
25
7名

調
査
・
研
究

・
R
２
年
（
-R
３
年
）
度
厚
生
労
働
省
　
特
別
研
究
「
日
本
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
下
で
の
自
殺

未
遂
者
の
背
景
因
子
の
分
析
」

・
R
２
年
よ
り
以
下
実
施

①
福
岡
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室
と
の
共
同
研
究
「
自
殺
既
遂
者
の
血
液
サ
ン
プ
ル
を
用
い
た
自
殺
企
図
に
関
わ
る

過
量
服
薬
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」
、
②
「
自
殺
未
遂
者
へ
の
ケ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
」

A

2
 自
殺
総
合

対
策
の
推
進

に
資
す
る
調

査
研
究
等
を

推
進
す
る

自
殺
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
に
配
慮
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
が
情
報
を
共
有
・
分
析
し
、
積
極
的
に
実
態
解
明
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
自
殺
統
計
値
等
、
統
計
資
料
の
各
関
係
機
関
へ
の
提
供

A

生
後
２
～
３
か
月
の
乳
児
の
い
る
家
庭
へ
の
保
健
師
等
に
よ
る
全

戸
訪
問
、
乳
児
と
そ
の
親
を
対
象
と
し
た
親
子
教
室
等
を
行
い
、
う

つ
病
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・【
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
】

＜
訪
問
数
＞
H
30
…
12
,6
83
名
、
R
元
…
12
,2
76
名
、
R
２
…
9,
58
7名

・【
低
月
齢
児
親
子
教
室
】

＜
延
参
加
者
数
＞
H
30
…
2,
26
4名
、
R
元
…
1,
86
4名
、
R
２
…
81
1名

A

１
 市
民
一
人

ひ
と
り
の
気

づ
き
と
見
守

り
を
促
す

高
齢
者
に
対
し
て
、
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
」
に
よ
り
う
つ
状
態
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
個
別
支
援
を
行

い
、
高
齢
者
の
う
つ
病
予
防
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
施
…
H
30
年
度
21
件
、
R
元
年
度
98
4件
、
R
２
年
度
57
3件
、

R
３
年
度
1,
06
2件

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
う
つ
）
の
項
目
に
該
当
…
H
30
年
度
４
件
、
R
元
年
度
42
8件
、
R
２
年
度
18
8件
、
R
３
年
度
29
8件

・
相
談
者
の
課
題
が
複
合
多
問
題
化
し
て
お
り
、
他
機
関
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
、
役
割
分
担
が
課
題

A

若
年
層
、
出
産
後
、
勤
労
世
代
、
高
齢
者
層
な
ど
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
の
特
性
に
合
わ
せ
た
う
つ
病
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
や
相

談
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

＜
勤
労
世
代
＞

・
働
き
盛
り
の
世
代
を
対
象
と
し
た
講
演
会
を
夜
間
帯
開
催
…
H
30
年
度
35
名
、
R
元
年
度
18
名

・
博
多
区
内
の
約
80
0企
業
へ
チ
ラ
シ
（
会
社
員
の
た
め
の
健
康
情
報
定
期
便
）
を
配
布

＜
高
齢
者
、
子
育
て
世
代
な
ど
＞

・
う
つ
病
予
防
教
室
（
校
区
実
施
）
…
H
30
年
度
54
回
1,
15
4名
、
R
元
年
度
43
回
90
1名
、
R
２
年
度
19
回
25
4名
、
R
３

年
度
16
回
19
7名

・
母
子
精
神
保
健
相
談
…
H
30
年
度
９
件
、
R
元
年
度
７
件
、
R
２
年
度
３
件
、
R
３
年
度
６
件

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
…
R
元
年
度
89
名
、
R
２
年
度
23
名

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）
…
R
元
年
度
２
回
11
4名
（
民
生
委
員
児
童
委
員
）
、
R
３
年
度
１
回
30
名
（
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

・
人
口
動
態
統
計
や
自
殺
統
計
な
ど
、
自
殺
関
係
の
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
い
関
係
機
関
と
共
有

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話
　

・
日
本
自
殺
予
防
学
会
へ
参
加
し
、福
岡
い
の
ち
の
電
話
の
自
殺
念
慮
の
強
い
事
例
等
の
統
計
発
表（
H
30
年
、R
元
年
）

・
引
き
続
き
関
係
機
関
と
の
情
報
分
析
及
び
共
有
を
行
う

・
災
害
発
生
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
あ
り
方
等
の
検
討
が
必
要

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
う
つ
市
民
講
演
会
に
て
H
30
年
度
「
母
子
関
係
」（
11
6名
）
、
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
R
元
年
度

「
産
前
産
後
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」（
10
8名
）
を
実
施

・
勤
労
世
代
に
つ
い
て
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ミ
ナ
ー
に
て
普
及
啓
発
（
福
岡
労
働
局
他
共
催
福
岡
ブ
ロ
ッ
ク
）
…

H
30
年
度
12
4名
、
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る

市
民
を
対
象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
へ
ル
ス
啓
発
事
業
と
し
て
、
健
康
日

本
21
福
岡
市
計
画
に
お
い
て
、
睡
眠
の
重
要
性
や
心
の
健
康
づ
く
り

を
取
り
上
げ
、
様
々
な
年
代
に
情
報
が
届
く
よ
う
、
土
日
の
イ
ベ
ン
ト

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
情
報
発
信
等
の
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
心
の
健
康
づ
く
り
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
教
室
…
H
30
年
度
９
回
22
3名
、
R
元
年
度
７
回
23
3名
、
R
２
年
度
３
回
45

名
、
R
３
年
度
７
回
11
3名

・
健
康
づ
く
り
ス
ポ
ー
ツ
サ
イ
ト
に
う
つ
チ
ェ
ッ
ク
等
を
掲
載

A

多
重
債
務
、
事
業
不
振
、
失
業
な
ど
自
殺
の
背
景
と
な
り
得
る
社
会

的
要
因
の
相
談
に
従
事
す
る
消
費
生
活
相
談
員
に
対
し
て
、
相
談
者

の
追
い
つ
め
ら
れ
た
心
理
を
理
解
し
対
応
で
き
る
よ
う
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
り
ま
す
。

福
岡
商
工
会
議
所

・
企
業
経
営
者
や
従
業
員
向
け
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
検
定
を
実
施

　
福
岡
地
区
受
験
者
…
H
30
年
2,
20
0名
、
R
元
年
1,
20
0名
、
R
２
年
1,
80
0名
、
R
３
年
2,
00
0名

・
会
報
誌
、
H
P
や
セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
事
業
所
へ
の
周
知
説
明
を
実
施

A

自
殺
の
危
険
の
あ
る
方
の
支
援
者
を
法
律
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
自

死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
実
施

A

一
般
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
強
化
の
た
め
、
連
絡
協

議
会
や
研
修
会
の
実
施
、
連
携
体
制
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

福
岡
市
医
師
会

「
精
神
科
医
と
か
か
り
つ
け
医
・
病
院
主
治
医
と
の
連
携
体
制
」
研
修
会
…
H
30
年
度
37
8名
、
R
元
度
22
0名
、
R
２
年

度
70
名

A

ハ
イ
リ
ス
ク
者
に
対
応
し
た
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
が
相
談
す
る
窓
口
と

し
て
の
自
殺
予
防
相
談
を
充
実
さ
せ
、
適
切
な
支
援
機
関
等
に
つ
な

げ
、
連
携
し
て
支
援
す
る
体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
未
遂
者
の
家
族
や
そ
の
支
援
者
か
ら
の
電
話
及
び
面
接
相
談
を
実
施

　
必
要
な
医
療
機
関
や
社
会
資
源
等
の
情
報
提
供
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
自
殺
未
遂
者
本
人
の
支
援
に
つ
な

げ
て
い
る

A

ハ
イ
リ
ス
ク
者
等
を
支
援
す
る
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健
師
、
生
活

保
護
の
担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
市
民
相
談
室
相
談
員
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
等
の
各
相
談
機
関
の
職

員
、
救
急
隊
員
や
救
急
病
院
職
員
等
へ
の
対
応
力
向
上
を
目
指
し
ま

す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
…
R
元
年
度
89
名
、
R
２
年
度
23
名

・
精
神
保
健
福
祉
基
礎
研
修
（
自
殺
対
策
に
つ
い
て
）
…
H
30
年
度
96
名
、
R
３
年
度
22
名

A

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

自
殺
の
危
険
の
高
い
方
や
自
殺
未
遂
者
、
自
死
遺
族
等
の
ハ
イ
リ
ス

ク
者
へ
の
対
応
力
向
上
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
福
岡
労
働
局
、
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
共
催
に
よ
る
事
業
所
の
管
理
者
・
産
業
保
健
担
当
者
を
対

象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

・
R
２
年
度
か
ら
講
演
会
等
の
動
画
配
信
を
実
施

・
R
２
年
度
う
つ
市
民
講
演
会
、
R
３
年
度
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ミ
ナ
ー
及
び
市
民
講
演
会
（
３
回
（
う
つ
、
依
存
症
、
ひ
き

こ
も
り
）
）
な
ど

A

福
岡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

・
相
談
員
に
対
す
る
多
重
債
務
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
等
に
関
す
る
研
修
の
実
施
…
R
元
年
度
９
名
、
R
２
年
度
１
名
、
R
３

年
度
１
名

・
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
作
成
の
「
多
重
債
務
者
相
談
の
手
引
き
」
や
、
福
岡
県
作
成
の
「
多
重
債
務
相
談
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
を
配
布
し
、
相
談
に
お
い
て
活
用

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
の
連
携
に
つ
い
て
の
検
討
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

B

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
精
神
科
診
療
所
と
精
神
科
病
院
の
連
携
の
み
な
ら
ず
、
精
神
科
以
外
の
医
療
機
関
と
の
顔
の
み
え
る
病
診
連
携
に
よ

り
、
各
医
療
機
関
が
自
殺
の
危
険
の
あ
る
患
者
に
対
し
円
滑
に
対
応

・
市
医
師
会
や
他
の
団
体
と
連
携
を
図
り
、
か
か
り
つ
け
医
や
地
域
住
民
に
対
し
、
う
つ
病
へ
の
知
識
を
深
化
さ
せ
る

た
め
の
研
修
等
に
協
力

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
相
談
支
援
担
当
職
員
対
象
）
…
H
30
年
度
～
R
３
年
度
　
計
８
回
25
7名

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
初
任
者
研
修
（
２
回
/年
）
…
約
30
名
/回

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
…
H
30
年
度
61
名

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
者
研
修
…
R
３
年
度
約
60
名

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
救
急
病
院
職
員
対
象
）
…
H
30
年
度
１
回
29
名
、
R
元
年
度
１
回
30
名

（
R
２
年
度
以
降
は
自
殺
予
防
関
連
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
や
相
談
窓
口
等
の
情
報
提
供
）

A

福
岡
県
警
察

・
匿
名
自
殺
企
図
者
の
早
期
特
定
等
、
迅
速
な
保
護
の
た
め
の
各
種
研
修
を
実
施
　

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

相
談
窓
口
や
講
演
会
、
様
々
な
機
関
の
取
り
組
み
を
市
民
に
伝
え
ま

す
。

報
道
機
関

・
著
名
人
等
の
自
殺
を
報
じ
る
際
、
必
ず
相
談
窓
口
を
掲
載

・
自
殺
に
関
す
る
講
演
会
な
ど
の
告
知
掲
載
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
優
先
的
に
掲
載

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
の
ほ
か
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
や
地
域
で
活
動
す
る
老
人
ク
ラ
ブ
や
自
治
協
議
会
の

役
員
等
に
対
し
て
、
地
域
で
住
民
主
体
の
気
づ
き
・
見
守
り
・
専
門

機
関
へ
つ
な
ぐ
等
の
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
自
殺
予
防
に
つ
な
が
る

研
修
会
等
を
実
施
し
ま
す
。

民
生
委
員・
児
童
委
員
協
議
会

（
福
岡
市
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
の
ほ
か
、
生
活
困
窮
者
や
困
難
を
抱
え
る
若
者
へ
の
支
援
研
修
等
を
実
施

A

自
殺
未
遂
者
支
援
の
基
礎
と
な
る
、
救
急
医
療
機
関
に
お
け
る
自
殺

未
遂
者
の
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

・
自
殺
未
遂
者
の
搬
送
状
況
に
つ
い
て
、
自
殺
対
策
協
議
会
に
て
消
防
局
報
告
の
も
と
共
有

・
３
か
所
の
モ
デ
ル
救
急
病
院
を
選
定
し
、
自
殺
未
遂
者
搬
送
状
況
や
自
殺
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
へ
の
連
携
事
例
の
情

報
共
有
等
を
行
っ
た
が
、
R
２
及
び
３
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
デ
ー
タ
収
集
不
可

B

自
殺
に
関
す
る
統
計
を
記
事
に
し
ま
す
。

報
道
機
関

・
政
府
や
行
政
な
ど
の
自
殺
に
関
す
る
統
計
発
表
に
合
わ
せ
記
事
を
掲
載

・
デ
ー
タ
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
数
字
や
背
景
を
読
み
解
く
記
事
も
掲
載
し
て
分
か
り
や
す
い
報
道
を
展
開

A

国
の
動
向
や
自
殺
の
実
態
、福
岡
市
の
対
策
や
統
計
資
料
に
つ
い
て
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
や
研
修
・
講
演
会
等
で
、市
民
や
関
係
機
関
等
へ
の

提
供
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
統
計
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
自
殺
の
現
状
に
つ
い
て
研
修
や
自
殺
対
策
に
関
す
る
連
携
会
議
な
ど
で
共
有

A

３
次
救
急
医
療
機
関
で
の
自
殺
未
遂
患
者
全
例
に
対
す
る
精
神
科

的
評
価
と
心
理
社
会
的
支
援
の
実
施
及
び
デ
ー
タ
解
析
を
継
続
し

ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
３
次
救
急
お
よ
び
２
次
救
急
に
搬
送
さ
れ
た
自
殺
企
図
者
数
…
H
30
～
R
３
年
度
既
遂
及
び
未
遂
計
25
7名

調
査
・
研
究

・
R
２
年
（
-R
３
年
）
度
厚
生
労
働
省
　
特
別
研
究
「
日
本
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
下
で
の
自
殺

未
遂
者
の
背
景
因
子
の
分
析
」

・
R
２
年
よ
り
以
下
実
施

①
福
岡
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室
と
の
共
同
研
究
「
自
殺
既
遂
者
の
血
液
サ
ン
プ
ル
を
用
い
た
自
殺
企
図
に
関
わ
る

過
量
服
薬
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」
、
②
「
自
殺
未
遂
者
へ
の
ケ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
」

A

2
 自
殺
総
合

対
策
の
推
進

に
資
す
る
調

査
研
究
等
を

推
進
す
る

自
殺
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
に
配
慮
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
が
情
報
を
共
有
・
分
析
し
、
積
極
的
に
実
態
解
明
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
自
殺
統
計
値
等
、
統
計
資
料
の
各
関
係
機
関
へ
の
提
供

A

生
後
２
～
３
か
月
の
乳
児
の
い
る
家
庭
へ
の
保
健
師
等
に
よ
る
全

戸
訪
問
、
乳
児
と
そ
の
親
を
対
象
と
し
た
親
子
教
室
等
を
行
い
、
う

つ
病
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・【
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
】

＜
訪
問
数
＞
H
30
…
12
,6
83
名
、
R
元
…
12
,2
76
名
、
R
２
…
9,
58
7名

・【
低
月
齢
児
親
子
教
室
】

＜
延
参
加
者
数
＞
H
30
…
2,
26
4名
、
R
元
…
1,
86
4名
、
R
２
…
81
1名

A

１
 市
民
一
人

ひ
と
り
の
気

づ
き
と
見
守

り
を
促
す

高
齢
者
に
対
し
て
、
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
」
に
よ
り
う
つ
状
態
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
個
別
支
援
を
行

い
、
高
齢
者
の
う
つ
病
予
防
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
施
…
H
30
年
度
21
件
、
R
元
年
度
98
4件
、
R
２
年
度
57
3件
、

R
３
年
度
1,
06
2件

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
う
つ
）
の
項
目
に
該
当
…
H
30
年
度
４
件
、
R
元
年
度
42
8件
、
R
２
年
度
18
8件
、
R
３
年
度
29
8件

・
相
談
者
の
課
題
が
複
合
多
問
題
化
し
て
お
り
、
他
機
関
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
、
役
割
分
担
が
課
題

A

若
年
層
、
出
産
後
、
勤
労
世
代
、
高
齢
者
層
な
ど
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
の
特
性
に
合
わ
せ
た
う
つ
病
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
や
相

談
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

＜
勤
労
世
代
＞

・
働
き
盛
り
の
世
代
を
対
象
と
し
た
講
演
会
を
夜
間
帯
開
催
…
H
30
年
度
35
名
、
R
元
年
度
18
名

・
博
多
区
内
の
約
80
0企
業
へ
チ
ラ
シ
（
会
社
員
の
た
め
の
健
康
情
報
定
期
便
）
を
配
布

＜
高
齢
者
、
子
育
て
世
代
な
ど
＞

・
う
つ
病
予
防
教
室
（
校
区
実
施
）
…
H
30
年
度
54
回
1,
15
4名
、
R
元
年
度
43
回
90
1名
、
R
２
年
度
19
回
25
4名
、
R
３

年
度
16
回
19
7名

・
母
子
精
神
保
健
相
談
…
H
30
年
度
９
件
、
R
元
年
度
７
件
、
R
２
年
度
３
件
、
R
３
年
度
６
件

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講
座
…
R
元
年
度
89
名
、
R
２
年
度
23
名

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）
…
R
元
年
度
２
回
11
4名
（
民
生
委
員
児
童
委
員
）
、
R
３
年
度
１
回
30
名
（
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

・
人
口
動
態
統
計
や
自
殺
統
計
な
ど
、
自
殺
関
係
の
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
い
関
係
機
関
と
共
有

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話
　

・
日
本
自
殺
予
防
学
会
へ
参
加
し
、福
岡
い
の
ち
の
電
話
の
自
殺
念
慮
の
強
い
事
例
等
の
統
計
発
表（
H
30
年
、R
元
年
）

・
引
き
続
き
関
係
機
関
と
の
情
報
分
析
及
び
共
有
を
行
う

・
災
害
発
生
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
あ
り
方
等
の
検
討
が
必
要

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
う
つ
市
民
講
演
会
に
て
H
30
年
度
「
母
子
関
係
」（
11
6名
）
、
身
近
な
自
殺
問
題
福
岡
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て
R
元
年
度

「
産
前
産
後
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」（
10
8名
）
を
実
施

・
勤
労
世
代
に
つ
い
て
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ミ
ナ
ー
に
て
普
及
啓
発
（
福
岡
労
働
局
他
共
催
福
岡
ブ
ロ
ッ
ク
）
…

H
30
年
度
12
4名
、
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

高
齢
者
に
対
し
て
、
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
」
、
ま
た
出
産
後
２
～
３
か
月
の
産
婦
に
対
し
て
エ
ジ
ン
バ
ラ

産
後
う
つ
病
質
問
票
を
実
施
し
、
う
つ
状
態
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、

専
門
医
紹
介
な
ど
個
別
支
援
を
行
い
ま
す
。

福
岡
市

【
母
親
の
心
の
支
援
事
業
】

＜
エ
ジ
ン
バ
ラ
産
後
う
つ
病
質
問
票
（
E
P
D
S
）
調
査
数
（
実
数
）
＞
H
30
…
10
,3
74
、
R
元
…
10
,3
75
、
R
２
…
7,
60
5

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

自
殺
問
題
に
関
す
る
相
談
に
お
い
て
、
2
4
時
間
年
中
無
休
の
相
談

対
応
、
専
門
機
関
で
の
相
談
支
援
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
、
多
職
種
に
よ

る
相
談
会
、
自
殺
問
題
に
携
わ
る
支
援
者
の
相
談
な
ど
相
談
体
制

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
へ
の
相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図

り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
L
G
B
T
無
料
電
話
法
律
相
談
実
施
中
（
H
30
年
４
月
以
降
「
福
岡
市
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
支
援
事
業
（
福
岡
市
と
協

定
）
」
と
し
て
実
施
、
毎
月
第
２
木
曜
と
第
４
土
曜
日
）

A

犯
罪
被
害
に
関
す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
電
話
及
び
面
談
相
談
実
施
（
毎
週
月
曜
～
金
曜
：
午
後
４
時
～
午
後
７
時
）

A

相
談
窓
口
や
講
演
会
な
ど
を
紹
介
す
る
記
事
を
は
じ
め
、
様
々
な
機

関
の
取
組
み
を
市
民
に
伝
え
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
主
催
の
う
つ
病
予
防
教
室
等
市
政
だ
よ
り
で
周
知
す
る
ほ
か
、
関
係
イ
ベ
ン
ト
の
名
義
後
援
を
行
っ
て
い
る

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
電
話
相
談
（
24
時
間
体
制
）

（
H
30
年
12
,3
10
件
、
R
元
年
13
,1
34
件
、
R
２
年
12
,0
42
件
、
R
３
年
13
,1
97
件
）

・
自
殺
予
防
い
の
ち
の
電
話
（
毎
月
10
日
）

（
H
30
年
49
0件
、
R
元
年
48
9件
、
R
２
年
62
5件
、
R
３
年
69
4件
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
性
同
一
性
障
害
の
専
門
相
談
…
H
30
年
度
16
件
、
R
元
年
度
10
件
、
R
２
年
度
５
件
、
R
３
年
度
８
件

A

福
岡
県
警
察

・
犯
罪
被
害
相
談
「
心
の
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
相
談
…
H
30
年
度
78
9件
、
R
元
年
度
61
6件
、
R
２
年
度
64
1件
、

R
３
年
度
62
3件

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
市
政
だ
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
地
下
鉄
掲
示
板
、
福
岡
市
メ
ル
マ
ガ
等
に
よ
り
広
く
広
報
を
行
っ
た

・
自
殺
予
防
週
間
や
強
調
月
間
に
あ
わ
せ
て
、
パ
ネ
ル
展
や
市
政
だ
よ
り
に
記
事
を
掲
載

・
市
民
講
演
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
等
に
取
り
組
ん
だ

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
相
談
…
H
30
年
度
2,
18
9件
、
R
元
年
度
2,
30
9件
、
R
２
年
度
2,
74
7件
、
R
３
年
度
2,
92
4件

・
自
殺
予
防
週
間
、
自
殺
対
策
強
調
月
間
に
は
以
下
開
催

①
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
臨
床
心
理
士
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
会
と
の
共
催
で
、
こ
こ
ろ
と

法
律
の
相
談
会
を
毎
年
９
月
及
び
３
月
に
実
施

②
土
日
の
自
殺
予
防
電
話
相
談
を
実
施

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
自
殺
対
策
に
お
け
る
相
談
会
へ
の
人
材
派
遣

・
自
殺
対
策
関
連
の
研
修
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
へ
の
参
加
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動

・
福
岡
県
業
務
委
託
「
福
岡
県
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
へ
の
人
材
派
遣
（
週
１
回
、
各
市
町
村
庁
舎
や
社
会
福
祉
協

議
会
に
て
開
催
）

・
公
益
社
団
法
人
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
業
務
委
託
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
の
派
遣
（
月
～

水
　
18
時
半
～
22
時
半
）

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

福
岡
市

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
施
…
H
30
年
度
21
件
、
R
元
年
度
98
4件
、
R
２
年
度
57
3件
、

R
３
年
度
1,
06
2件

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
う
つ
）
の
項
目
に
該
当
…
H
30
年
度
４
件
、
R
元
年
度
42
8件
、
R
２
年
度
18
8件
、
R
３
年
度
29
8件

A

う
つ
病
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
に
つ
い
て
は
、
適
切
な

相
談
窓
口
に
設
置
し
た
り
、
健
康
教
育
の
際
に
活
用
し
、
状
況
に
応

じ
て
適
切
な
相
談
機
関
等
へ
引
き
継
ぎ
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
会
員
薬
局
へ
行
政
作
成
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
配
布
し
、
薬
局
窓
口
に
て
啓
発

・
ポ
ス
タ
ー
掲
示
継
続

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
う
つ
病
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
作
成
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
、
各
窓
口
に
設
置
し
、
H
P
に
掲
載

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
の
健
康
展
に
て
、
う
つ
病
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
チ
ェ
ッ
ク
！
」
を
施
設

内
常
時
設
置

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
臨
床
心
理
士
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
会
と
の
共
催
で
、
こ
こ
ろ
と
法

律
の
相
談
会
を
毎
年
９
月
及
び
３
月
に
実
施
…
H
30
年
度
６
件
、
R
元
年
度
３
件
、
R
２
年
度
９
件
、
R
３
年
度
16
件

・
講
師
…
弁
護
士
会
の
自
殺
予
防
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
R
２
年
度
）、
自
殺
未
遂
者
支
援
者
研
修
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
R
３
年

度
）

A

保
健
、医
療
、福
祉
、法
律
等
の
関
係
機
関
・
団
体
で
の
共
同
の
相
談
会

や
研
修
会
・
講
演
会
等
の
開
催
、各
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
自
殺
対
策

の
支
援
者
へ
の
支
援
等
に
よ
り
、各
分
野
の
連
動
性
を
高
め
、ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
理
解
と
認

識
を
深
め
、
人
権
尊
重
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
庁
内
関
係
課
連
絡

会
議
を
開
催
し
て
お
り
、
今
後
も
、
情
報
共
有
や
意
見
交
換
会
の
ほ

か
、
当
事
者
を
招
い
て
の
講
演
会
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
市

・
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
庁
内
関
係
課
連
絡
会
議
開
催

・
上
記
連
絡
会
議
内
講
演
会
…
H
30
年
度
26
名
、
R
元
年
度
21
名
　

・
L
G
B
T
電
話
相
談
（
第
２
木
及
び
第
４
土
（
12
時
～
16
時
）
、
福
岡
県
弁
護
士
会
２
名
）

・
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
交
流
事
業
：
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
や
家
族
な
ど
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
悩
み
や
情
報
を
共

有
し
、
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
居
場
所
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
機
会
を
提
供
（
月
１
回
開
催
）

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

内
科
等
の
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
強
化
の
た
め
連

絡
協
議
会
や
研
修
会
の
実
施
、
連
携
体
制
の
構
築
を
は
か
り
ま

す
。

【
３
-１
と
の
重
複
あ
り
】

福
岡
市
医
師
会

「
精
神
科
医
と
か
か
り
つ
け
医
・
病
院
主
治
医
と
の
連
携
体
制
」
研
修
会
…
H
30
年
度
37
8名
、
R
元
度
22
0名
、
R
２
年

度
70
名

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

保
健
、
医
療
、
福
祉
、
法
律
等
の
関
係
機
関
・
団
体
で
の
共
同
の
相

談
会
や
研
修
会
・
講
演
会
等
の
開
催
、
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
自

殺
対
策
の
支
援
者
へ
の
支
援
等
に
よ
り
、
各
分
野
の
連
動
性
を
高

め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
東
区
第
３
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
研
修
、
意
見
交
換
会
実
施
（
R
２
年
度
）

B

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
講
師
派
遣

　
福
岡
県
医
師
会
か
か
り
つ
け
医
心
の
健
康
対
応
力
向
上
研
修
（
R
元
年
度
）
 

　
福
岡
市
薬
剤
師
会
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
会
（
R
３
年
度
）

・
自
殺
未
遂
者
の
受
け
入
れ
を
優
先
的
に
行
う
精
神
科
外
来
実
施

　
福
岡
大
学
博
多
駅
ク
リ
ニ
ッ
ク
自
殺
予
防
外
来
（
H
29
年
４
月
～
R
３
年
２
月
）

　
福
岡
大
学
病
院
自
殺
予
防
外
来
（
R
３
年
４
月
～
）
）

A

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
当
セ
ン
タ
ー
主
催
の
労
働
衛
生
管
理
研
修
会
の
ほ
か
、
労
働
局
主
催
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
や
労
働
基

準
協
会
等
が
開
催
す
る
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
に
共
催
と
し
て
参
画
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
演
を
毎
年
継
続

的
に
多
数
開
催

・
開
催
実
績
H
30
～
R
３
年
度
　
計
約
10
0回

・
産
業
医
、
産
業
保
健
師
等
に
対
す
る
資
質
向
上
を
目
的
と
し
た
研
修
会
等
の
実
施
に
よ
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

の
重
要
性
を
産
業
保
健
関
係
者
に
対
し
周
知
し
実
効
性
を
あ
げ
て
い
く

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
自
殺
未
遂
に
よ
る
救
急
搬
送
や
、
病
院
受
診
の
統
計
デ
ー
タ
を
、
関
係
機
関
へ
積
極
的
に
提
供

B

福
岡
県
精
神
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
他
の
団
体
と
連
携
を
図
り
、
か
か
り
つ
け
医
や
地
域
住
民
に
対
し
、
う
つ
病
へ
の
知
識
を
深
化
さ
せ
る
た
め
の
研
修

等
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
研
修
会
等
開
催
断
念

B

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
県
司
法
書
士
会
と
の
合
同
研
修
会
開
催

・
福
岡
県
弁
護
士
会
事
業
（
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
）
へ
の
人
材
協
力

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
会
員
向
け
研
修
会
（
多
重
債
務
）
…
H
30
年
度
３
回
22
2名
、
R
元
年
度
２
回
89
名

・
会
員
向
け
研
修
会
（
多
重
債
務
以
外
）
…
H
30
年
度
２
回
21
名
、
R
元
年
度
１
回
29
名
、
R
２
年
度
３
回
59
名
、
R
３
年

度
２
回
77
名

・
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
と
の
合
同
学
習
会
…
H
30
年
度
１
回
会
員
13
名
参
加
、
R
元
年
度
１
回
会
員
12
名
参
加

・
日
本
社
会
精
神
医
学
会
発
表
（
R
２
年
度
）

B

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
院
内
で
は
、
自
殺
企
図
後
や
希
死
念
慮
を
含
む
精
神
的
問
題
を
抱
え
る
全
患
者
を
対
象
に
、
診
療
科
横
断
的
に
精
神

科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
が
多
職
種
で
早
期
に
介
入
し
適
切
な
精
神
科
医
療
の
開
始
や
、
専
門
家
へ
の
繋
ぎ
、
退
院
後
も

継
続
し
て
精
神
科
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
調
整

・
病
院
全
体
と
し
て
自
殺
企
図
後
の
患
者
に
対
す
る
専
門
的
な
支
援
で
あ
る
「
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
料
」
の
診

療
報
酬
に
合
致
す
る
体
制
を
整
備

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
の
連
携
に
つ
い
て
の
検
討
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
県
司
法
書
士
会
と
の
合
同
研
修
会
開
催

・
福
岡
県
弁
護
士
会
事
業
（
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
）
へ
の
人
材
協
力

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
多
く
の
精
神
科
病
院
が
輪
番
制
精
神
科
救
急
シ
ス
テ
ム
に
参
画
し
、
夜
間
・
時
間
外
に
急
患
の
受
け
入
れ
体
制
を
維
持

・
一
部
の
医
療
機
関
で
は
医
師
や
そ
の
他
の
職
員
の
配
置
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
輪
番
以
外
で
も
休
日
・
時
間

外
に
入
院
受
け
入
れ
可
能
な
体
制
の
整
備

A

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
窓
口
の
周
知
の
徹
底
と
相
談
窓
口
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
「
こ
こ
ろ
の
健
康
ガ
イ
ド
」
を
毎
年
作
成
の
上
、
福
岡
市
医
師
会
、
薬
剤
師
会
及
び
歯
科
医
師
会
会
員
（
各
医
療
機

関
）
へ
配
布
掲
示
を
依
頼
し
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
て
掲
示

※
配
布
数
（
R
４
年
度
版
）
…
医
師
会
1,
35
0部
、
薬
剤
師
会
73
1部
、
歯
科
医
師
会
85
0部

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た
心
の
ケ
ア
相
談
を
開
設
…
R
２
年
度
48
0名
、
R
３
年
度
66
3名

・
相
談
窓
口
を
掲
載
し
た
ポ
ス
タ
ー
及
び
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布

A

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

高
齢
者
に
対
し
て
、
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
」
、
ま
た
出
産
後
２
～
３
か
月
の
産
婦
に
対
し
て
エ
ジ
ン
バ
ラ

産
後
う
つ
病
質
問
票
を
実
施
し
、
う
つ
状
態
が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、

専
門
医
紹
介
な
ど
個
別
支
援
を
行
い
ま
す
。

福
岡
市

【
母
親
の
心
の
支
援
事
業
】

＜
エ
ジ
ン
バ
ラ
産
後
う
つ
病
質
問
票
（
E
P
D
S
）
調
査
数
（
実
数
）
＞
H
30
…
10
,3
74
、
R
元
…
10
,3
75
、
R
２
…
7,
60
5

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

自
殺
問
題
に
関
す
る
相
談
に
お
い
て
、
2
4
時
間
年
中
無
休
の
相
談

対
応
、
専
門
機
関
で
の
相
談
支
援
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
、
多
職
種
に
よ

る
相
談
会
、
自
殺
問
題
に
携
わ
る
支
援
者
の
相
談
な
ど
相
談
体
制

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
へ
の
相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図

り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
L
G
B
T
無
料
電
話
法
律
相
談
実
施
中
（
H
30
年
４
月
以
降
「
福
岡
市
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
支
援
事
業
（
福
岡
市
と
協

定
）
」
と
し
て
実
施
、
毎
月
第
２
木
曜
と
第
４
土
曜
日
）

A

犯
罪
被
害
に
関
す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
電
話
及
び
面
談
相
談
実
施
（
毎
週
月
曜
～
金
曜
：
午
後
４
時
～
午
後
７
時
）

A

相
談
窓
口
や
講
演
会
な
ど
を
紹
介
す
る
記
事
を
は
じ
め
、
様
々
な
機

関
の
取
組
み
を
市
民
に
伝
え
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
主
催
の
う
つ
病
予
防
教
室
等
市
政
だ
よ
り
で
周
知
す
る
ほ
か
、
関
係
イ
ベ
ン
ト
の
名
義
後
援
を
行
っ
て
い
る

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
電
話
相
談
（
24
時
間
体
制
）

（
H
30
年
12
,3
10
件
、
R
元
年
13
,1
34
件
、
R
２
年
12
,0
42
件
、
R
３
年
13
,1
97
件
）

・
自
殺
予
防
い
の
ち
の
電
話
（
毎
月
10
日
）

（
H
30
年
49
0件
、
R
元
年
48
9件
、
R
２
年
62
5件
、
R
３
年
69
4件
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
性
同
一
性
障
害
の
専
門
相
談
…
H
30
年
度
16
件
、
R
元
年
度
10
件
、
R
２
年
度
５
件
、
R
３
年
度
８
件

A

福
岡
県
警
察

・
犯
罪
被
害
相
談
「
心
の
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
相
談
…
H
30
年
度
78
9件
、
R
元
年
度
61
6件
、
R
２
年
度
64
1件
、

R
３
年
度
62
3件

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
市
政
だ
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
地
下
鉄
掲
示
板
、
福
岡
市
メ
ル
マ
ガ
等
に
よ
り
広
く
広
報
を
行
っ
た

・
自
殺
予
防
週
間
や
強
調
月
間
に
あ
わ
せ
て
、
パ
ネ
ル
展
や
市
政
だ
よ
り
に
記
事
を
掲
載

・
市
民
講
演
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
等
に
取
り
組
ん
だ

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
相
談
…
H
30
年
度
2,
18
9件
、
R
元
年
度
2,
30
9件
、
R
２
年
度
2,
74
7件
、
R
３
年
度
2,
92
4件

・
自
殺
予
防
週
間
、
自
殺
対
策
強
調
月
間
に
は
以
下
開
催

①
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
臨
床
心
理
士
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
会
と
の
共
催
で
、
こ
こ
ろ
と

法
律
の
相
談
会
を
毎
年
９
月
及
び
３
月
に
実
施

②
土
日
の
自
殺
予
防
電
話
相
談
を
実
施

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
自
殺
対
策
に
お
け
る
相
談
会
へ
の
人
材
派
遣

・
自
殺
対
策
関
連
の
研
修
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
へ
の
参
加
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動

・
福
岡
県
業
務
委
託
「
福
岡
県
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
へ
の
人
材
派
遣
（
週
１
回
、
各
市
町
村
庁
舎
や
社
会
福
祉
協

議
会
に
て
開
催
）

・
公
益
社
団
法
人
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
業
務
委
託
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
の
派
遣
（
月
～

水
　
18
時
半
～
22
時
半
）

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
福
岡
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
「
こ
こ
ろ
と
法
律
の
相
談
会
」
に
参
加

A

福
岡
市

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
施
…
H
30
年
度
21
件
、
R
元
年
度
98
4件
、
R
２
年
度
57
3件
、

R
３
年
度
1,
06
2件

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
う
つ
）
の
項
目
に
該
当
…
H
30
年
度
４
件
、
R
元
年
度
42
8件
、
R
２
年
度
18
8件
、
R
３
年
度
29
8件

A

う
つ
病
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
に
つ
い
て
は
、
適
切
な

相
談
窓
口
に
設
置
し
た
り
、
健
康
教
育
の
際
に
活
用
し
、
状
況
に
応

じ
て
適
切
な
相
談
機
関
等
へ
引
き
継
ぎ
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
会
員
薬
局
へ
行
政
作
成
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
配
布
し
、
薬
局
窓
口
に
て
啓
発

・
ポ
ス
タ
ー
掲
示
継
続

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
う
つ
病
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
作
成
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
、
各
窓
口
に
設
置
し
、
H
P
に
掲
載

A

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催
の
健
康
展
に
て
、
う
つ
病
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
チ
ェ
ッ
ク
！
」
を
施
設

内
常
時
設
置

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
弁
護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
臨
床
心
理
士
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
会
と
の
共
催
で
、
こ
こ
ろ
と
法

律
の
相
談
会
を
毎
年
９
月
及
び
３
月
に
実
施
…
H
30
年
度
６
件
、
R
元
年
度
３
件
、
R
２
年
度
９
件
、
R
３
年
度
16
件

・
講
師
…
弁
護
士
会
の
自
殺
予
防
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
R
２
年
度
）、
自
殺
未
遂
者
支
援
者
研
修
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
R
３
年

度
）

A

保
健
、医
療
、福
祉
、法
律
等
の
関
係
機
関
・
団
体
で
の
共
同
の
相
談
会

や
研
修
会
・
講
演
会
等
の
開
催
、各
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
自
殺
対
策

の
支
援
者
へ
の
支
援
等
に
よ
り
、各
分
野
の
連
動
性
を
高
め
、ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
理
解
と
認

識
を
深
め
、
人
権
尊
重
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
庁
内
関
係
課
連
絡

会
議
を
開
催
し
て
お
り
、
今
後
も
、
情
報
共
有
や
意
見
交
換
会
の
ほ

か
、
当
事
者
を
招
い
て
の
講
演
会
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
市

・
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
庁
内
関
係
課
連
絡
会
議
開
催

・
上
記
連
絡
会
議
内
講
演
会
…
H
30
年
度
26
名
、
R
元
年
度
21
名
　

・
L
G
B
T
電
話
相
談
（
第
２
木
及
び
第
４
土
（
12
時
～
16
時
）
、
福
岡
県
弁
護
士
会
２
名
）

・
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
交
流
事
業
：
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
や
家
族
な
ど
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
悩
み
や
情
報
を
共

有
し
、
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
居
場
所
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
機
会
を
提
供
（
月
１
回
開
催
）

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

内
科
等
の
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
と
の
連
携
強
化
の
た
め
連

絡
協
議
会
や
研
修
会
の
実
施
、
連
携
体
制
の
構
築
を
は
か
り
ま

す
。

【
３
-１
と
の
重
複
あ
り
】

福
岡
市
医
師
会

「
精
神
科
医
と
か
か
り
つ
け
医
・
病
院
主
治
医
と
の
連
携
体
制
」
研
修
会
…
H
30
年
度
37
8名
、
R
元
度
22
0名
、
R
２
年

度
70
名

A

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

保
健
、
医
療
、
福
祉
、
法
律
等
の
関
係
機
関
・
団
体
で
の
共
同
の
相

談
会
や
研
修
会
・
講
演
会
等
の
開
催
、
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
自

殺
対
策
の
支
援
者
へ
の
支
援
等
に
よ
り
、
各
分
野
の
連
動
性
を
高

め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
市
東
区
第
３
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
研
修
、
意
見
交
換
会
実
施
（
R
２
年
度
）

B

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
講
師
派
遣

　
福
岡
県
医
師
会
か
か
り
つ
け
医
心
の
健
康
対
応
力
向
上
研
修
（
R
元
年
度
）
 

　
福
岡
市
薬
剤
師
会
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
会
（
R
３
年
度
）

・
自
殺
未
遂
者
の
受
け
入
れ
を
優
先
的
に
行
う
精
神
科
外
来
実
施

　
福
岡
大
学
博
多
駅
ク
リ
ニ
ッ
ク
自
殺
予
防
外
来
（
H
29
年
４
月
～
R
３
年
２
月
）

　
福
岡
大
学
病
院
自
殺
予
防
外
来
（
R
３
年
４
月
～
）
）

A

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
当
セ
ン
タ
ー
主
催
の
労
働
衛
生
管
理
研
修
会
の
ほ
か
、
労
働
局
主
催
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
や
労
働
基

準
協
会
等
が
開
催
す
る
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
に
共
催
と
し
て
参
画
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
演
を
毎
年
継
続

的
に
多
数
開
催

・
開
催
実
績
H
30
～
R
３
年
度
　
計
約
10
0回

・
産
業
医
、
産
業
保
健
師
等
に
対
す
る
資
質
向
上
を
目
的
と
し
た
研
修
会
等
の
実
施
に
よ
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

の
重
要
性
を
産
業
保
健
関
係
者
に
対
し
周
知
し
実
効
性
を
あ
げ
て
い
く

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
自
殺
未
遂
に
よ
る
救
急
搬
送
や
、
病
院
受
診
の
統
計
デ
ー
タ
を
、
関
係
機
関
へ
積
極
的
に
提
供

B

福
岡
県
精
神
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
他
の
団
体
と
連
携
を
図
り
、
か
か
り
つ
け
医
や
地
域
住
民
に
対
し
、
う
つ
病
へ
の
知
識
を
深
化
さ
せ
る
た
め
の
研
修

等
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
研
修
会
等
開
催
断
念

B

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
県
司
法
書
士
会
と
の
合
同
研
修
会
開
催

・
福
岡
県
弁
護
士
会
事
業
（
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
）
へ
の
人
材
協
力

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
会
員
向
け
研
修
会
（
多
重
債
務
）
…
H
30
年
度
３
回
22
2名
、
R
元
年
度
２
回
89
名

・
会
員
向
け
研
修
会
（
多
重
債
務
以
外
）
…
H
30
年
度
２
回
21
名
、
R
元
年
度
１
回
29
名
、
R
２
年
度
３
回
59
名
、
R
３
年

度
２
回
77
名

・
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
と
の
合
同
学
習
会
…
H
30
年
度
１
回
会
員
13
名
参
加
、
R
元
年
度
１
回
会
員
12
名
参
加

・
日
本
社
会
精
神
医
学
会
発
表
（
R
２
年
度
）

B

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
院
内
で
は
、
自
殺
企
図
後
や
希
死
念
慮
を
含
む
精
神
的
問
題
を
抱
え
る
全
患
者
を
対
象
に
、
診
療
科
横
断
的
に
精
神

科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
が
多
職
種
で
早
期
に
介
入
し
適
切
な
精
神
科
医
療
の
開
始
や
、
専
門
家
へ
の
繋
ぎ
、
退
院
後
も

継
続
し
て
精
神
科
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
調
整

・
病
院
全
体
と
し
て
自
殺
企
図
後
の
患
者
に
対
す
る
専
門
的
な
支
援
で
あ
る
「
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
料
」
の
診

療
報
酬
に
合
致
す
る
体
制
を
整
備

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
か
か
り
つ
け
医
と
精
神
科
医
の
連
携
に
つ
い
て
の
検
討
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
市
自
殺
対
策
協
議
会
へ
の
委
員
紹
介
及
び
派
遣

・
福
岡
県
司
法
書
士
会
と
の
合
同
研
修
会
開
催

・
福
岡
県
弁
護
士
会
事
業
（
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
）
へ
の
人
材
協
力

A

福
岡
県
精
神
神
経
科
診
療
所
協
会

・
３
連
休
第
１
日
目
の
待
機
指
定
医
業
務
委
託
を
継
続

・
自
殺
予
防
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
事
業
へ
の
講
師
等
の
派
遣

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
多
く
の
精
神
科
病
院
が
輪
番
制
精
神
科
救
急
シ
ス
テ
ム
に
参
画
し
、
夜
間
・
時
間
外
に
急
患
の
受
け
入
れ
体
制
を
維
持

・
一
部
の
医
療
機
関
で
は
医
師
や
そ
の
他
の
職
員
の
配
置
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
輪
番
以
外
で
も
休
日
・
時
間

外
に
入
院
受
け
入
れ
可
能
な
体
制
の
整
備

A

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
窓
口
の
周
知
の
徹
底
と
相
談
窓
口
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
「
こ
こ
ろ
の
健
康
ガ
イ
ド
」
を
毎
年
作
成
の
上
、
福
岡
市
医
師
会
、
薬
剤
師
会
及
び
歯
科
医
師
会
会
員
（
各
医
療
機

関
）
へ
配
布
掲
示
を
依
頼
し
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
て
掲
示

※
配
布
数
（
R
４
年
度
版
）
…
医
師
会
1,
35
0部
、
薬
剤
師
会
73
1部
、
歯
科
医
師
会
85
0部

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た
心
の
ケ
ア
相
談
を
開
設
…
R
２
年
度
48
0名
、
R
３
年
度
66
3名

・
相
談
窓
口
を
掲
載
し
た
ポ
ス
タ
ー
及
び
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布

A

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
、
臨
床
心

理
士
、
精
神
科
医
な
ど
の
多
職
種
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
自
殺
未
遂

者
支
援
連
携
会
議
に
お
い
て
、
関
係
団
体
の
自
殺
未
遂
者
支
援
の

取
組
み
や
課
題
に
つ
い
て
共
有
し
、
地
域
の
実
情
に
合
っ
た
連
携
体

制
の
構
築
に
努
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
H
30
年
12
月
自
殺
未
遂
者
支
援
連
携
会
議
開
催

・
連
携
会
議
内
容
の
検
討
が
必
要

B

自
殺
未
遂
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
、
支
援
困
難

な
事
例
に
つ
い
て
支
援
者
と
の
事
例
検
討
等
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
高
齢
者
、
子
育
て
支
援
、
生
活
困
窮
、
教
育
関
係
、
医
療
機
関
な
ど
の
関
連
部
署
と
の
情
報
共
有
と
事
例
検
討
等
を

行
っ
て
い
る

A

各
相
談
機
関
や
救
急
車
内
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
設
置
し
、
自
殺
未
遂

者
と
そ
の
家
族
へ
必
要
な
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
犯
罪
被
害
相
談
「
心
の
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン
」
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
各
警
察
署
相
談
窓
口
を
は
じ
め
、
行
政
機
関
等
に
設
置

　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
部
数
…
H
30
年
度
55
,0
00
部
、
R
元
年
度
47
,0
00
部
、
R
２
年
度
40
,0
00
部
、
R
３
年
度

32
,7
00
部

A

自
殺
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
た
方
の
周
囲
の
支
援
者
を
法
律
的
に

サ
ポ
ー
ト
す
る
「
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま

す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
実
施

A

「
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
」
を
周
知
・
浸
透
を
適
切
に
図
る
こ
と
で

必
要
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
訪
問
型
の
相
談
支
援
を
継
続
し
ま
す
。

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
（
医
療
機
関
）
…
H
30
年
度
11
件
、
R
元
年
度
11
件
、
R
２
年
度
10
件
、
R
３
年
度
５
件

・
今
後
も
司
法
書
士
の
役
割
や
ベ
ッ
ト
サ
イ
ド
法
律
相
談
に
つ
い
て
P
R
を
進
め
て
い
く
予
定

・
勉
強
会
や
研
修
会
を
通
じ
た
関
係
機
関
と
の
連
携
も
進
め
て
い
く

A

自
殺
未
遂
者
が
抱
え
る
経
済
問
題
・
健
康
問
題
・
家
庭
問
題
な
ど

様
々
な
問
題
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
継
続

し
た
支
援
体
制
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
精
神
保
健
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
入
院
（
自
傷
他
害
（
自
殺
未
遂
者
含
）
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
）
し
た
患
者
で
、
本

人
の
同
意
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
連
携
協
力
し
、
退
院
後
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
各
相
談
機
関
や
救
急
車
両
内
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
設
置
し
、
未
遂
者
搬
送
時
に
本
人
及
び
家
族
に
配
布

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
会
員
医
療
機
関
の
各
種
窓
口
等
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
設
置

・
会
員
医
療
機
関
内
で
、
自
殺
未
遂
者
等
の
希
死
念
慮
・
自
殺
願
望
が
あ
る
患
者
へ
相
談
窓
口
等
を
案
内
す
る
声
掛
け

を
実
施

A

消
防
局

・
自
損
行
為
に
よ
る
救
急
出
動
（
H
30
：
77
0件
、
R
元
：
76
7件
、
R
２
：
87
2件
、
R
３
：
93
9件
）
時
な
ど
に
、
状
況
に
応

じ
て
傷
病
者
等
に
対
し
必
要
な
情
報
を
提
供

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
自
殺
対
策
関
連
の
研
修
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
へ
の
参
加
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動

・
福
岡
県
業
務
委
託
「
福
岡
県
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
へ
の
人
材
派
遣
（
週
１
回
、
各
市
町
村
庁
舎
や
社
会
福
祉
協

議
会
に
て
開
催
）

・
公
益
社
団
法
人
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
業
務
委
託
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
の
派
遣
（
月
～

水
　
18
時
半
～
22
時
半
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
モ
デ
ル
医
療
機
関
と
の
連
携
会
議
４
回
開
催
（
H
30
年
度
）

・
救
急
医
療
機
関
か
ら
の
緊
急
案
件
に
つ
い
て
の
相
談
11
件
（
状
況
に
応
じ
精
神
科
医
へ
の
連
携
）

A

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
福
岡
P
E
E
C
コ
ー
ス
実
施

　
H
30
年
度
受
講
者
23
名
、
R
元
年
度
受
講
者
30
名

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
臨
床
現
場
で
、
い
ち
早
く
患
者
の
精
神
状
態
の
異
常
を
察
知
し
、
精
神
科
や
相
談
機
関
等
を
介
し
た
専
門
治
療
に
つ

な
げ
る
橋
渡
し
を
行
っ
た

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
特
に
リ
ス
ク
の
高
い
相
談
者
に
対
し
て
は
、
継
続
的
な
面
談
、
電
話
相
談
を
定
期
的
に
実
施

・
市
外
転
出
者
は
当
該
都
市
に
支
援
継
続
を
依
頼

A

P
E
E
C（
救
急
医
療
に
お
け
る
精
神
症
状
評
価
と
初
期
診
療
）
コ
ー

ス
、「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
搬
送
さ
れ
た
自
殺
未
遂
者
の
自
殺
企

図
の
再
発
防
止
に
対
す
る
複
合
的
ケ
ー
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関

す
る
研
修
会
」
な
ど
支
援
者
の
自
殺
問
題
に
対
す
る
研
修
等
を
実

施
し
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
の
体
制
整
備
（
H
28
～
）

「
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
料
（
H
28
～
）
」
の
算
定
と
、
こ
れ
に
関
連
し
た
日
本
自
殺
予
防
学
会
主
催
の
「
救
急
患

者
継
続
支
援
研
修
会
」
の
講
師
及
び
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
支
援
（
精
神
科
医
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
看
護
師
）

　
実
績
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）：
R
２
年
度
１
回
、
R
３
年
度
３
回

・
自
殺
未
遂
者
等
支
援
拠
点
医
療
機
関
整
備
事
業
（
国
）

　
H
30
年
度
自
殺
未
遂
者
支
援
連
絡
協
議
会
２
回
、
自
殺
未
遂
者
対
策
研
修
４
回

　
R
元
年
度
同
会
１
回
、
同
研
修
７
回

　
R
２
年
度
同
会
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
３
回
、
同
研
修
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
４
回

　
R
３
年
度
同
会
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
３
回
、
同
研
修
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
７
回

・
日
本
臨
床
救
急
医
学
会
P
E
E
C
研
修
会

　
H
30
年
第
４
回
福
岡
P
E
E
C
20
名
、
R
元
年
第
６
回
福
岡
P
E
E
C
７
名

・
R
２
年
第
74
回
九
州
精
神
神
経
学
会
P
E
E
C（
※
九
州
大
学
病
院
と
共
同
）
37
名

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

引
き
こ
も
り
の
本
人
・
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
及
び
、
関
係
機
関

と
の
連
携
体
制
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
中
学
校
卒
業
後
か
ら
20
歳
く
ら
い
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
気
味
の
方
を
対
象
に
相
談
支
援
、
集
団
支
援
事
業
と
し
て
居

場
所
を
開
設

・
思
春
期
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

　
相
談
件
数
…
H
30
年
度
66
4件
、
R
元
年
度
1,
59
2件
、
R
２
年
度
65
6件
、
R
３
年
度
64
0件

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
3回
39
5名
、
R
元
年
度
11
9回
55
2名
、
R
２
年
度
14
6回
50
4名
、
R
３
年
度
14
0回
49
8名

・
え
が
お
館
内

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
9回
62
3名
、
R
元
年
度
12
7回
68
0名
、
R
２
年
度
11
8回
63
4名
、
R
３
年
度
12
6回
54
0名

A

産
後
の
手
伝
い
が
な
い
家
庭
へ
の
産
後
ケ
ア
・
産
後
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

事
業
に
よ
り
産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
ま

す
。

福
岡
市

・【
産
後
ケ
ア
事
業
】
H
28
年
度
開
始

＜
延
利
用
日
数
＞
H
30
…
53
6日
、
R
元
…
93
7日
、
R
２
…
1,
20
1日

・【
産
後
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業
】
H
28
年
度
開
始

＜
延
利
用
回
数
＞
H
30
…
1,
96
1回
、
R
元
…
2,
22
6回
、
R
２
…
2,
08
5回

A

産
科
医
療
機
関
と
福
岡
市
と
の
連
携
に
よ
り
、
妊
娠
期
か
ら
の
妊
産

婦
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

【
産
科
医
療
機
関
と
行
政
が
連
携
し
た
妊
娠
時
期
か
ら
の
支
援
事
業
】
H
26
年
度
開
始

＜
情
報
提
供
書
受
理
件
数
＞
H
30
…
42
1件
、
R
元
…
31
7件
、
R
２
…
29
4件

＜
妊
婦
家
庭
訪
問
数
＞
H
30
…
31
2件
、
R
元
…
27
4件
、
R
２
…
20
4件

【
産
婦
健
康
診
査
事
業
】
R
２
年
度
開
始

＜
受
診
状
況
＞
R
２
…
3,
82
9名

A

高
齢
者
の
閉
じ
こ
も
り
予
防
や
地
域
住
民
と
の
交
流
を
図
る
た
め
の

「
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
や
介
護

職
員
等
に
よ
る
高
齢
者
等
の
見
守
り
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

・
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
…
H
30
年
度
：
9,
32
3名
、
R
元
年
度
：
8,
95
8名
、
R
２
年
度
：
9,
08
7名
、
R
３
年
度
：
7,
96
9名

A

高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子
ど
も
な
ど
支
援
が
必
要
な
人
の
見
守
り
活

動
を
継
続
し
ま
す
。

福
岡
市

（
民
生
委
員・
児
童
委
員
協
議
会
）

・
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子
ど
も
な
ど
支
援
が
必
要
な
人
の
見
守
り
活
動
を
実
施

A

多
重
債
務
、
失
業
者
等
、
経
営
者
等
の
相
談
、
法
的
問
題
の
相
談
を

継
続
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
多
重
債
務
無
料
法
律
相
談
実
施

・
中
小
企
業
法
律
支
援
セ
ン
タ
ー
（
初
回
相
談
を
無
料
で
実
施
）

A

複
合
的
に
課
題
を
抱
え
る
生
活
困
窮
者
を
包
括
的
に
支
援
す
る
と

と
も
に
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

福
岡
市
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

・
支
援
対
象
者
数
…
H
30
年
度
1,
23
5名
、
R
元
年
度
1,
16
6名
、
R
２
年
度
1,
79
9名
、
R
３
年
度
1,
26
6名

・
関
係
機
関
と
の
連
携
…
H
30
年
度
28
8名
、
R
元
年
度
27
9名
、
R
２
年
度
20
3名
、
R
３
年
度
25
6名

A

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
生
活
保
護
11
0番
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
よ
か
よ
か
ル
ー
ム
（
ひ
き
こ
も
り
成
年
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
中
心
に
相
談
支
援
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
を
推
進

・
相
談
数
…
H
30
年
度
2,
23
4件
、
R
元
年
度
2,
10
2件
、
R
２
年
度
1,
74
0件
、
R
３
年
度
1,
98
8件

・
福
岡
市
ひ
き
こ
も
り
支
援
者
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催
（
年
２
回
）

・
成
年
グ
ル
ー
プ
s
tu
d
u
o
u
s
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
「
と
ろ
っ
こ
」
な
ど
居
場
所
を
開
設

A

福
岡
商
工
会
議
所

・
相
談
窓
口
（
中
小
企
業
の
主
に
経
営
者
を
対
象
）
…
H
30
：
15
,5
00
件
、
R
元
：
12
,5
00
件
、
R
２
：
13
,0
00
件
、
R
３
：

10
,5
00
件

A

福
岡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

・
多
重
債
務
相
談
件
数
…
H
30
年
度
74
件
、
R
元
年
度
61
件
、
R
２
年
度
46
件

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
返
済
に
お
困
り
の
方
の
た
め
の
電
話
相
談
会
…
R
２
年
度
１
回
15
件
（
相
談
者
13
名
）

・
ホ
ー
ム
レ
ス
・
ニ
ア
ホ
ー
ム
レ
ス
向
け
相
談
会
…
H
30
年
度
１
回
８
件
、
R
元
年
度
１
回
14
件
、
R
２
年
度
３
回
23
件
、
R

３
年
度
１
回
20
件

・
司
法
書
士
の
職
務
に
関
す
る
周
知
が
課
題

B

医
薬
品
の
適
正
な
取
り
扱
い
の
啓
発
及
び
教
育
を
引
き
続
き
実
施

し
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
薬
剤
師
向
け
医
薬
品
乱
用
薬
物
に
関
す
る
研
修
会
…
H
30
年
度
２
回
 
、
R
元
年
度
２
回
、
R
２
年
度
44
回
、
R
３
年
度

２
回
　
 

A

学
校
薬
剤
師
活
動
で
の
「
薬
物
乱
用
防
止
お
よ
び
薬
物
教
育
」
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
命
の
大
切
さ
を
啓
発
し
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
学
校
薬
剤
師
活
動
で
の
「
薬
物
乱
用
及
び
薬
物
教
育
」
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
に
命
の
大
切
さ
を
啓
発

　
実
績
…
H
30
年
度
10
4回
、
R
元
年
度
61
回
、
R
２
年
度
44
回
、
R
３
年
度
66
回

A



104　　資料編 資料編　　105

資料編

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

資
料
編

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

資
料
編

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
、
臨
床
心

理
士
、
精
神
科
医
な
ど
の
多
職
種
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
自
殺
未
遂

者
支
援
連
携
会
議
に
お
い
て
、
関
係
団
体
の
自
殺
未
遂
者
支
援
の

取
組
み
や
課
題
に
つ
い
て
共
有
し
、
地
域
の
実
情
に
合
っ
た
連
携
体

制
の
構
築
に
努
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
H
30
年
12
月
自
殺
未
遂
者
支
援
連
携
会
議
開
催

・
連
携
会
議
内
容
の
検
討
が
必
要

B

自
殺
未
遂
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
、
支
援
困
難

な
事
例
に
つ
い
て
支
援
者
と
の
事
例
検
討
等
を
行
い
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
高
齢
者
、
子
育
て
支
援
、
生
活
困
窮
、
教
育
関
係
、
医
療
機
関
な
ど
の
関
連
部
署
と
の
情
報
共
有
と
事
例
検
討
等
を

行
っ
て
い
る

A

各
相
談
機
関
や
救
急
車
内
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
設
置
し
、
自
殺
未
遂

者
と
そ
の
家
族
へ
必
要
な
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
犯
罪
被
害
相
談
「
心
の
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン
」
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
各
警
察
署
相
談
窓
口
を
は
じ
め
、
行
政
機
関
等
に
設
置

　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
部
数
…
H
30
年
度
55
,0
00
部
、
R
元
年
度
47
,0
00
部
、
R
２
年
度
40
,0
00
部
、
R
３
年
度

32
,7
00
部

A

自
殺
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
た
方
の
周
囲
の
支
援
者
を
法
律
的
に

サ
ポ
ー
ト
す
る
「
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま

す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
問
題
支
援
者
法
律
相
談
実
施

A

「
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
」
を
周
知
・
浸
透
を
適
切
に
図
る
こ
と
で

必
要
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
訪
問
型
の
相
談
支
援
を
継
続
し
ま
す
。

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
（
医
療
機
関
）
…
H
30
年
度
11
件
、
R
元
年
度
11
件
、
R
２
年
度
10
件
、
R
３
年
度
５
件

・
今
後
も
司
法
書
士
の
役
割
や
ベ
ッ
ト
サ
イ
ド
法
律
相
談
に
つ
い
て
P
R
を
進
め
て
い
く
予
定

・
勉
強
会
や
研
修
会
を
通
じ
た
関
係
機
関
と
の
連
携
も
進
め
て
い
く

A

自
殺
未
遂
者
が
抱
え
る
経
済
問
題
・
健
康
問
題
・
家
庭
問
題
な
ど

様
々
な
問
題
に
対
し
て
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
継
続

し
た
支
援
体
制
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
精
神
保
健
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
入
院
（
自
傷
他
害
（
自
殺
未
遂
者
含
）
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
）
し
た
患
者
で
、
本

人
の
同
意
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
連
携
協
力
し
、
退
院
後
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
各
相
談
機
関
や
救
急
車
両
内
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
設
置
し
、
未
遂
者
搬
送
時
に
本
人
及
び
家
族
に
配
布

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
会
員
医
療
機
関
の
各
種
窓
口
等
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
設
置

・
会
員
医
療
機
関
内
で
、
自
殺
未
遂
者
等
の
希
死
念
慮
・
自
殺
願
望
が
あ
る
患
者
へ
相
談
窓
口
等
を
案
内
す
る
声
掛
け

を
実
施

A

消
防
局

・
自
損
行
為
に
よ
る
救
急
出
動
（
H
30
：
77
0件
、
R
元
：
76
7件
、
R
２
：
87
2件
、
R
３
：
93
9件
）
時
な
ど
に
、
状
況
に
応

じ
て
傷
病
者
等
に
対
し
必
要
な
情
報
を
提
供

A

福
岡
県
精
神
保
健
福
祉
士
協
会

・
自
殺
対
策
関
連
の
研
修
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
へ
の
参
加
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動

・
福
岡
県
業
務
委
託
「
福
岡
県
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
へ
の
人
材
派
遣
（
週
１
回
、
各
市
町
村
庁
舎
や
社
会
福
祉
協

議
会
に
て
開
催
）

・
公
益
社
団
法
人
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
業
務
委
託
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
の
派
遣
（
月
～

水
　
18
時
半
～
22
時
半
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
モ
デ
ル
医
療
機
関
と
の
連
携
会
議
４
回
開
催
（
H
30
年
度
）

・
救
急
医
療
機
関
か
ら
の
緊
急
案
件
に
つ
い
て
の
相
談
11
件
（
状
況
に
応
じ
精
神
科
医
へ
の
連
携
）

A

大
学
等
研
究
機
関（
九
州
大
学
）

・
福
岡
P
E
E
C
コ
ー
ス
実
施

　
H
30
年
度
受
講
者
23
名
、
R
元
年
度
受
講
者
30
名

A

福
岡
市
救
急
病
院
協
会

・
臨
床
現
場
で
、
い
ち
早
く
患
者
の
精
神
状
態
の
異
常
を
察
知
し
、
精
神
科
や
相
談
機
関
等
を
介
し
た
専
門
治
療
に
つ

な
げ
る
橋
渡
し
を
行
っ
た

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
特
に
リ
ス
ク
の
高
い
相
談
者
に
対
し
て
は
、
継
続
的
な
面
談
、
電
話
相
談
を
定
期
的
に
実
施

・
市
外
転
出
者
は
当
該
都
市
に
支
援
継
続
を
依
頼

A

P
E
E
C（
救
急
医
療
に
お
け
る
精
神
症
状
評
価
と
初
期
診
療
）
コ
ー

ス
、「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
搬
送
さ
れ
た
自
殺
未
遂
者
の
自
殺
企

図
の
再
発
防
止
に
対
す
る
複
合
的
ケ
ー
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関

す
る
研
修
会
」
な
ど
支
援
者
の
自
殺
問
題
に
対
す
る
研
修
等
を
実

施
し
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
の
体
制
整
備
（
H
28
～
）

「
救
急
患
者
精
神
科
継
続
支
援
料
（
H
28
～
）
」
の
算
定
と
、
こ
れ
に
関
連
し
た
日
本
自
殺
予
防
学
会
主
催
の
「
救
急
患

者
継
続
支
援
研
修
会
」
の
講
師
及
び
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
支
援
（
精
神
科
医
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
看
護
師
）

　
実
績
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）：
R
２
年
度
１
回
、
R
３
年
度
３
回

・
自
殺
未
遂
者
等
支
援
拠
点
医
療
機
関
整
備
事
業
（
国
）

　
H
30
年
度
自
殺
未
遂
者
支
援
連
絡
協
議
会
２
回
、
自
殺
未
遂
者
対
策
研
修
４
回

　
R
元
年
度
同
会
１
回
、
同
研
修
７
回

　
R
２
年
度
同
会
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
３
回
、
同
研
修
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
４
回

　
R
３
年
度
同
会
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
３
回
、
同
研
修
＜
オ
ン
ラ
イ
ン
＞
７
回

・
日
本
臨
床
救
急
医
学
会
P
E
E
C
研
修
会

　
H
30
年
第
４
回
福
岡
P
E
E
C
20
名
、
R
元
年
第
６
回
福
岡
P
E
E
C
７
名

・
R
２
年
第
74
回
九
州
精
神
神
経
学
会
P
E
E
C（
※
九
州
大
学
病
院
と
共
同
）
37
名

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

引
き
こ
も
り
の
本
人
・
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
及
び
、
関
係
機
関

と
の
連
携
体
制
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
中
学
校
卒
業
後
か
ら
20
歳
く
ら
い
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
気
味
の
方
を
対
象
に
相
談
支
援
、
集
団
支
援
事
業
と
し
て
居

場
所
を
開
設

・
思
春
期
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

　
相
談
件
数
…
H
30
年
度
66
4件
、
R
元
年
度
1,
59
2件
、
R
２
年
度
65
6件
、
R
３
年
度
64
0件

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
3回
39
5名
、
R
元
年
度
11
9回
55
2名
、
R
２
年
度
14
6回
50
4名
、
R
３
年
度
14
0回
49
8名

・
え
が
お
館
内

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
9回
62
3名
、
R
元
年
度
12
7回
68
0名
、
R
２
年
度
11
8回
63
4名
、
R
３
年
度
12
6回
54
0名

A

産
後
の
手
伝
い
が
な
い
家
庭
へ
の
産
後
ケ
ア
・
産
後
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

事
業
に
よ
り
産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
ま

す
。

福
岡
市

・【
産
後
ケ
ア
事
業
】
H
28
年
度
開
始

＜
延
利
用
日
数
＞
H
30
…
53
6日
、
R
元
…
93
7日
、
R
２
…
1,
20
1日

・【
産
後
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業
】
H
28
年
度
開
始

＜
延
利
用
回
数
＞
H
30
…
1,
96
1回
、
R
元
…
2,
22
6回
、
R
２
…
2,
08
5回

A

産
科
医
療
機
関
と
福
岡
市
と
の
連
携
に
よ
り
、
妊
娠
期
か
ら
の
妊
産

婦
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

【
産
科
医
療
機
関
と
行
政
が
連
携
し
た
妊
娠
時
期
か
ら
の
支
援
事
業
】
H
26
年
度
開
始

＜
情
報
提
供
書
受
理
件
数
＞
H
30
…
42
1件
、
R
元
…
31
7件
、
R
２
…
29
4件

＜
妊
婦
家
庭
訪
問
数
＞
H
30
…
31
2件
、
R
元
…
27
4件
、
R
２
…
20
4件

【
産
婦
健
康
診
査
事
業
】
R
２
年
度
開
始

＜
受
診
状
況
＞
R
２
…
3,
82
9名

A

高
齢
者
の
閉
じ
こ
も
り
予
防
や
地
域
住
民
と
の
交
流
を
図
る
た
め
の

「
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
や
介
護

職
員
等
に
よ
る
高
齢
者
等
の
見
守
り
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

・
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
…
H
30
年
度
：
9,
32
3名
、
R
元
年
度
：
8,
95
8名
、
R
２
年
度
：
9,
08
7名
、
R
３
年
度
：
7,
96
9名

A

高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子
ど
も
な
ど
支
援
が
必
要
な
人
の
見
守
り
活

動
を
継
続
し
ま
す
。

福
岡
市

（
民
生
委
員・
児
童
委
員
協
議
会
）

・
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子
ど
も
な
ど
支
援
が
必
要
な
人
の
見
守
り
活
動
を
実
施

A

多
重
債
務
、
失
業
者
等
、
経
営
者
等
の
相
談
、
法
的
問
題
の
相
談
を

継
続
し
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
多
重
債
務
無
料
法
律
相
談
実
施

・
中
小
企
業
法
律
支
援
セ
ン
タ
ー
（
初
回
相
談
を
無
料
で
実
施
）

A

複
合
的
に
課
題
を
抱
え
る
生
活
困
窮
者
を
包
括
的
に
支
援
す
る
と

と
も
に
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な

ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

福
岡
市
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

・
支
援
対
象
者
数
…
H
30
年
度
1,
23
5名
、
R
元
年
度
1,
16
6名
、
R
２
年
度
1,
79
9名
、
R
３
年
度
1,
26
6名

・
関
係
機
関
と
の
連
携
…
H
30
年
度
28
8名
、
R
元
年
度
27
9名
、
R
２
年
度
20
3名
、
R
３
年
度
25
6名

A

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
生
活
保
護
11
0番
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
よ
か
よ
か
ル
ー
ム
（
ひ
き
こ
も
り
成
年
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
中
心
に
相
談
支
援
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
を
推
進

・
相
談
数
…
H
30
年
度
2,
23
4件
、
R
元
年
度
2,
10
2件
、
R
２
年
度
1,
74
0件
、
R
３
年
度
1,
98
8件

・
福
岡
市
ひ
き
こ
も
り
支
援
者
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催
（
年
２
回
）

・
成
年
グ
ル
ー
プ
s
tu
d
u
o
u
s
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
「
と
ろ
っ
こ
」
な
ど
居
場
所
を
開
設

A

福
岡
商
工
会
議
所

・
相
談
窓
口
（
中
小
企
業
の
主
に
経
営
者
を
対
象
）
…
H
30
：
15
,5
00
件
、
R
元
：
12
,5
00
件
、
R
２
：
13
,0
00
件
、
R
３
：

10
,5
00
件

A

福
岡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

・
多
重
債
務
相
談
件
数
…
H
30
年
度
74
件
、
R
元
年
度
61
件
、
R
２
年
度
46
件

A

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
返
済
に
お
困
り
の
方
の
た
め
の
電
話
相
談
会
…
R
２
年
度
１
回
15
件
（
相
談
者
13
名
）

・
ホ
ー
ム
レ
ス
・
ニ
ア
ホ
ー
ム
レ
ス
向
け
相
談
会
…
H
30
年
度
１
回
８
件
、
R
元
年
度
１
回
14
件
、
R
２
年
度
３
回
23
件
、
R

３
年
度
１
回
20
件

・
司
法
書
士
の
職
務
に
関
す
る
周
知
が
課
題

B

医
薬
品
の
適
正
な
取
り
扱
い
の
啓
発
及
び
教
育
を
引
き
続
き
実
施

し
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
薬
剤
師
向
け
医
薬
品
乱
用
薬
物
に
関
す
る
研
修
会
…
H
30
年
度
２
回
 
、
R
元
年
度
２
回
、
R
２
年
度
44
回
、
R
３
年
度

２
回
　
 

A

学
校
薬
剤
師
活
動
で
の
「
薬
物
乱
用
防
止
お
よ
び
薬
物
教
育
」
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
命
の
大
切
さ
を
啓
発
し
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
学
校
薬
剤
師
活
動
で
の
「
薬
物
乱
用
及
び
薬
物
教
育
」
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
に
命
の
大
切
さ
を
啓
発

　
実
績
…
H
30
年
度
10
4回
、
R
元
年
度
61
回
、
R
２
年
度
44
回
、
R
３
年
度
66
回

A
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
「
命
の
大
切
さ
」
を
実
感
で
き
る
教
育
と

「
S
O
S
の
出
し
方
」
教
育
を
推
進
し
、
心
の
病
気
や
相
談
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
理
解
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
が
連
携
し
て
取
り
組
む

環
境
を
整
え
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で
、
教
職
員
を
対
象
に
「
自
殺
予
防
教
育
の
推
進
の
た
め
の
指
導
者
研
修
会
」
の

実
施

　
R
元
、
３
、
４
年
度
各
１
回
実
施

・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
各
小
中
学
校
に
お
い
て
自
殺
予
防
研
修
の
推
進
と
啓
発
資
料
配
布
　

A

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
支
援
、
生
活
の
支
援
、

保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
総
合

的
に
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

福
岡
市

・
本
市
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
、
関
係
部
局
が
相
互
に
連
携
を
図
り
総
合
的
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
情
報

共
有
や
意
見
交
換
を
行
う
会
議
を
毎
年
度
開
催

A

「
子
ど
も
の
権
利
11
0番
」
と
い
う
子
ど
も
の
悩
み
に
直
接
答
え
る

相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
毎
週
土
曜
日
に
「
子
ど
も
の
権
利
11
0番
」
実
施

A

家
族
に
自
殺
者
・
未
遂
者
が
い
る
子
ど
も
へ
の
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
と

な
る
よ
う
、
現
行
通
り
継
続
し
、
取
り
組
み
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
子
ど
も
に
関
す
る
様
々
な
相
談
を
受
け
る
中
で
、
子
ど
も
の
心
理
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
た
め
、
子
ど
も
の
抱
え
て
い

る
背
景
を
踏
ま
え
て
、
子
ど
も
や
そ
の
家
族
へ
の
直
接
的
な
支
援
（
面
接
や
電
話
に
よ
る
相
談
）
の
他
、
関
係
機
関
と

の
連
絡
調
整
等
に
取
り
組
ん
で
い
る

A

24
時
間
電
話
相
談
を
実
施
し
、
子
ど
も
本
人
や
そ
の
家
族
・
関
係
者

の
相
談
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
殺
予
防
に
取
り
組
み
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
助
言
や
他
機
関
紹
介
の
ほ
か
、
必
要
な
場
合
は
セ
ン
タ
ー
で
の
来
所
面
談
な
ど
を
実
施

・
電
話
相
談
…
H
30
年
度
13
,1
20
件
、
R
元
年
度
13
,0
02
件
、
R
２
年
度
11
,3
13
件
、
R
３
年
度
11
,3
03
件

A

大
学
等
の
新
入
生
や
就
職
活
動
中
の
高
校
生
・
大
学
生
等
に
対
し

て
、
自
殺
予
防
に
関
す
る
相
談
窓
口
等
の
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
に
関
す
る
相
談
窓
口
等
の
情
報
を
以
下
の
方
法
で
提
供

　
ス
ポ
ッ
ト
C
M
の
放
映
（
中
央
区
天
神
地
区
、
博
多
駅
筑
紫
口
）

　
ポ
ス
タ
ー
掲
示
（
掲
示
箇
所
：
駅
構
内
、
地
下
通
路
、
コ
ン
ビ
ニ
、
高
校
、
大
学
、
専
門
学
校
構
内
）

　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
自
殺
予
防
カ
ー
ド
（
配
布
箇
所
：
市
内
の
大
学
、
専
門
学
校
、
高
校
、
学
生
が
の
利
用
が
多
い
駅
、
若

者
の
就
労
相
談
窓
口
等
）

A

楽
し
い
学
校
生
活
を
送
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
Q
U
ア
ン
ケ
ー
ト
）

や
教
育
相
談
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
、
児
童
生
徒
を
対
象
に
し
た
教

育
相
談
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
い
じ
め
・
不
登
校
ひ
き
こ
も
り
対
策
支
援
事
業

　
Q
-U
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
（
H
30
～
R
４
）
…
全
市
小
４
～
中
３
　
年
１
回
実
施

・
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト

（
H
30
～
R
４
）
全
小
・
中
・
高
等
学
校
で
毎
月
１
回
実
施

A

児
童
生
徒
の
心
の
相
談
に
応
じ
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
配

置
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
も
い
じ
め
・
不
登
校
相
談
事
業
に
お

い
て
、
い
じ
め
・
不
登
校
に
悩
む
子
ど
も
や
保
護
者
に
対
し
て
面
接

や
電
話
相
談
等
を
行
い
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
相
談
…
H
30
年
度
12
,9
48
件
、
R
元
年
度
11
,8
47
件
、
R
２
年
度
9,
19
2件
、
R
３
年
度
9,
71
4件

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
相
談
…
H
30
年
度
26
,6
75
件
、
R
元
年
度
26
,0
37
件
、
R
２
年
度
32
,1
72
件
、
R
３
年
度

41
,7
38
件

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
す
べ
て
の
市
立
学
校
に
週
２
日
（
小
呂
・
玄
界
小
中
は
、
週
１
日
）
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
事
業
に
関
し
て
、
全
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
専
任
の
教
育
相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
周
り
に
相
談
で
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
に
、
S
N
S
を
活
用

し
た
相
談
事
業
を
実
施
（
R
元
年
度
～
）
…
R
元
年
度
87
7件
、
R
２
年
2,
25
7件
、
R
３
年
1,
49
1件

A

児
童
生
徒
の
身
近
な
存
在
で
あ
る
教
職
員
が
自
殺
予
防
に
関
す
る
知

識
を
高
め
る
こ
と
で
、
教
職
員
の
児
童
生
徒
へ
の
対
応
力
向
上
を
目

指
し
た
、
学
校
に
お
け
る
自
殺
予
防
研
修
を
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
教
職
員
対
象
「
学
校
に
お
け
る
自
殺
予
防
」
研
修
実
施
（
以
下
、
小
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
計
）
…
H
30
年
度
95

校
、
R
元
年
度
11
6校
、
R
２
年
度
10
3校
、
R
３
年
度
14
0校

A

命
を
大
切
に
す
る
教
育
、
S
O
S
の
出
し
方
教
育
、
教
育
相
談
、
い
じ
め

対
策
等
に
、
積
極
的
に
取
り
組
み
、
自
殺
の
危
険
要
素
や
自
殺
の
サ

イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
、
教
職
員
の
意
識
の
啓
発
を
図
り
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
各
小
中
学
校
に
お
い
て
、
い
じ
め
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

・
小
４
～
中
３
ま
で
の
全
て
の
児
童
生
徒
に
年
１
回
Q
-U
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

A

小
・
中
学
校
で
い
じ
め
問
題
等
を
テ
ー
マ
に
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

の
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
法
教
育
出
前
授
業
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
教
育
に
係
る
指
導
者
研
修
会
…
R
元
年
度
16
0名
、
R
３
年
度
22
0名

A

自
殺
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
た
子
ど
も
・
若
者
に
対
し
て
、
教
育
・
保

健
・
医
療
・
福
祉
・
法
律
等
の
様
々
な
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
解

決
に
向
け
て
支
援
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
10
代
の
相
談
…
27
9件
（
H
30
～
R
３
）

・
自
殺
予
防
教
育
に
係
る
指
導
者
研
修
会
…
R
元
年
度
16
0名
、
R
３
年
度
22
0名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）
…
R
30
年
度
３
回
15
1名
、
R
元
年
度
７
回
17
4名
、
R
２
年
度
11
回
33
9名

B

福
岡
大
学
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
若
年
者
（
10
歳
代
）
の
精
神
科
的

評
価
と
心
理
社
会
的
支
援
を
継
続
し
、
デ
ー
タ
の
解
析
か
ら
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、
関
係
機
関
の
連
携
体
制
強
化
を
図
り
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
３
次
救
急
及
び
２
次
救
急
に
搬
送
さ
れ
た
10
歳
代
の
自
殺
企
図
者
数
…
H
30
～
R
３
年
度
既
遂
及
び
未
遂
計
38
名

・
福
岡
大
学
博
多
駅
ク
リ
ニ
ッ
ク
自
殺
予
防
外
来
（
H
29
年
４
月
～
R
３
年
２
月
）

　
自
殺
未
遂
者
の
受
け
入
れ
を
優
先
的
に
行
う
精
神
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
診
療
を
行
っ
た
（
10
歳
代
27
名
）

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

9
 民
間
団
体

と
の
連
携
を

強
化
す
る

福
岡
い
の
ち
の
電
話
と
連
携
・
協
力
し
て
電
話
体
制
の
充
実
を
図
り

ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
市
民
向
け
「
自
殺
予
防
公
開
講
座
」（
朝
日
新
聞
厚
生
文
化
事
業
団
共
催
）
実
施
…
H
30
年
度
２
回
計
34
0名
、
R
元

年
度
１
回
15
0名
、
R
２
年
度
１
回
12
0名

・
引
き
続
き
様
々
な
団
体
と
連
携
が
必
要

C

8
 遺
さ
れ
た

人
へ
の
支
援

を
充
実
す
る

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
自
死
遺
族
の
集
い
を
継
続
し
て
開
催
し
ま
す
。
ま

た
、
集
い
に
関
す
る
リ
－
フ
レ
ッ
ト
、
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
－
ジ
集
を

活
用
し
、
遺
族
が
参
加
す
る
き
っ
か
け
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
の
集
い
…
H
30
年
度
６
回
10
2名
、
R
元
年
度
６
回
81
名
、
R
２
年
度
７
回
87
名
、
R
３
年
度
10
回
84
名

※
R
元
年
３
月
か
ら
R
２
年
５
月
ま
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
対
面
併
用
、
R
２
年
７
月
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
で
開
催

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
講
演
、
研
修
会
及
び
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
依
頼
が
あ
っ
た
自
治
体
に
年
間
約
10
0部
を
配
布

・
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
の
配
布

　
年
間
約
20
～
30
冊
程
度
を
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
介
し
て
の
配
布
希
望
者
へ
無
料
郵
送

A

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
と
連
携
し
て
、
自
死
遺
族
支
援
の
充
実
を
は
か
り

ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
の
集
い
…
H
30
年
度
６
回
10
2名
、
R
元
年
度
６
回
81
名
、
R
２
年
度
７
回
87
名
、
R
３
年
度
10
回
84
名

　
※
R
元
年
３
月
か
ら
R
２
年
５
月
ま
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
と
対
面
併
用
、
R
２
年
７
月
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
で
開
催

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
講
演
、
研
修
会
及
び
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
依
頼
が
あ
っ
た
自
治
体
に
年
間
約
10
0部
を
配
布

・
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
の
配
布

　
年
間
約
20
～
30
冊
程
度
を
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
介
し
て
の
配
布
希
望
者
へ
無
料
郵
送

A

自
死
遺
族
が
抱
え
る
深
刻
で
複
雑
な
問
題
に
対
す
る
「
自
死
遺
族

法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
遺
族
法
律
相
談
実
施

A

公
的
機
関
職
員
の
自
死
遺
族
へ
の
適
切
な
対
応
支
援
の
質
の
向
上

に
努
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
関
係
部
署
の
職
員
研
修
に
お
い
て
、
自
死
遺
族
支
援
に
関
す
る
内
容
を
組
み
込
ん
で
実
施

・
各
区
市
民
課
お
く
や
み
手
続
き
窓
口
職
員
へ
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
説
明
の
う
え
設
置
し
、
市
民
へ
情
報
案
内
を
お
こ
な
っ
た

A

自
死
遺
族
な
ど
の
支
援
や
そ
の
理
解
を
進
め
る
た
め
の
市
民
向
け

の
研
修
・
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
他
テ
ー
マ
の
講
演
時
、
自
死
遺
族
や
遺
族
の
集
い
に
関
す
る
内
容
を
組
み
込
ん
で
開
催

A

救
急
医
療
機
関
職
員
等
に
対
す
る
自
殺
未
遂
者
支
援
者
研
修
を
実

施
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
救
急
医
療
機
関
職
員
対
象
研
修
「
自
殺
の
危
険
か
ら
み
た
自
殺
予
防
の
基
礎
」
…
H
30
、
R
元
年
度
各
１
回
計
59
名

・
R
２
年
度
以
降
は
、
厚
労
省
や
自
殺
総
合
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
等
主
催
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
等
を
案
内

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
市
政
だ
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
広
報
お
よ
び
各
区
役
所
、
関
係
機
関
へ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布

・
行
政
職
員
、
支
援
者
等
の
研
修
等
で
、
自
死
遺
族
支
援
に
関
し
て
説
明
し
、
遺
族
か
ら
の
相
談
に
対
応

・
集
い
に
関
す
る
問
合
せ
事
務
局
と
し
て
対
応

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
へ
福
岡
い
の
ち
の
電
話
の
電
話
番
号
を
掲
載

・
相
談
内
容
に
応
じ
て
、
福
岡
い
の
ち
の
電
話
情
報
を
案
内

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
弁
護
士
会
と
の
共
催
に
よ
り
、
毎
月
「
自
死
遺
族
法
律
相
談
」
を
開
催
（
弁
護
士
及
び
臨
床
心
理
士
対
応
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
へ
の
支
援

　
奇
数
月
…
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
（
対
面
で
の
集
い
に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
（
R
２
年
度
～
）
）

　
偶
数
月
…
初
参
加
メ
ン
バ
ー
対
象
の
オ
ン
ラ
イ
ン
集
い
を
開
催
し
、
後
方
支
援
を
継
続

・
各
区
市
民
課
お
悔
や
み
手
続
き
窓
口
に
、
集
い
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
設
置

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
診
療
時
等
に
お
い
て
、
集
い
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用

A

社
会
全
体
で
自
殺
対
策
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
現
在
活
動
し
て
い

る
民
間
団
体
が
安
定
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
連
携
と

支
援
に
努
め
、今
後
も
関
係
民
間
団
体
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
研
修
等
や
活
動
報
告
書
な
ど
で
団
体
の
活
動
を
学
び
、
連
携
と
支
援
に
努
め
た

A

今
後
も
、
他
機
関
か
ら
の
研
修
講
師
依
頼
に
対
し
、
講
師
派
遣
を
行

い
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
研
修
講
師
の
派
遣
…
R
２
年
度
１
回
１
名
、
R
３
年
度
３
回
４
名

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
研
修
講
師
の
派
遣

（
派
遣
先
）
N
P
O
、
障
が
い
者
就
労
支
援
事
業
所
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
大
学
、
寺
社
、
企
業
な
ど

A

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
「
命
の
大
切
さ
」
を
実
感
で
き
る
教
育
と

「
S
O
S
の
出
し
方
」
教
育
を
推
進
し
、
心
の
病
気
や
相
談
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
理
解
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
が
連
携
し
て
取
り
組
む

環
境
を
整
え
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で
、
教
職
員
を
対
象
に
「
自
殺
予
防
教
育
の
推
進
の
た
め
の
指
導
者
研
修
会
」
の

実
施

　
R
元
、
３
、
４
年
度
各
１
回
実
施

・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
各
小
中
学
校
に
お
い
て
自
殺
予
防
研
修
の
推
進
と
啓
発
資
料
配
布
　

A

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
支
援
、
生
活
の
支
援
、

保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
総
合

的
に
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

福
岡
市

・
本
市
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
、
関
係
部
局
が
相
互
に
連
携
を
図
り
総
合
的
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
情
報

共
有
や
意
見
交
換
を
行
う
会
議
を
毎
年
度
開
催

A

「
子
ど
も
の
権
利
11
0番
」
と
い
う
子
ど
も
の
悩
み
に
直
接
答
え
る

相
談
窓
口
の
充
実
と
周
知
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
毎
週
土
曜
日
に
「
子
ど
も
の
権
利
11
0番
」
実
施

A

家
族
に
自
殺
者
・
未
遂
者
が
い
る
子
ど
も
へ
の
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
と

な
る
よ
う
、
現
行
通
り
継
続
し
、
取
り
組
み
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
子
ど
も
に
関
す
る
様
々
な
相
談
を
受
け
る
中
で
、
子
ど
も
の
心
理
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
た
め
、
子
ど
も
の
抱
え
て
い

る
背
景
を
踏
ま
え
て
、
子
ど
も
や
そ
の
家
族
へ
の
直
接
的
な
支
援
（
面
接
や
電
話
に
よ
る
相
談
）
の
他
、
関
係
機
関
と

の
連
絡
調
整
等
に
取
り
組
ん
で
い
る

A

24
時
間
電
話
相
談
を
実
施
し
、
子
ど
も
本
人
や
そ
の
家
族
・
関
係
者

の
相
談
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
殺
予
防
に
取
り
組
み
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
助
言
や
他
機
関
紹
介
の
ほ
か
、
必
要
な
場
合
は
セ
ン
タ
ー
で
の
来
所
面
談
な
ど
を
実
施

・
電
話
相
談
…
H
30
年
度
13
,1
20
件
、
R
元
年
度
13
,0
02
件
、
R
２
年
度
11
,3
13
件
、
R
３
年
度
11
,3
03
件

A

大
学
等
の
新
入
生
や
就
職
活
動
中
の
高
校
生
・
大
学
生
等
に
対
し

て
、
自
殺
予
防
に
関
す
る
相
談
窓
口
等
の
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
に
関
す
る
相
談
窓
口
等
の
情
報
を
以
下
の
方
法
で
提
供

　
ス
ポ
ッ
ト
C
M
の
放
映
（
中
央
区
天
神
地
区
、
博
多
駅
筑
紫
口
）

　
ポ
ス
タ
ー
掲
示
（
掲
示
箇
所
：
駅
構
内
、
地
下
通
路
、
コ
ン
ビ
ニ
、
高
校
、
大
学
、
専
門
学
校
構
内
）

　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
自
殺
予
防
カ
ー
ド
（
配
布
箇
所
：
市
内
の
大
学
、
専
門
学
校
、
高
校
、
学
生
が
の
利
用
が
多
い
駅
、
若

者
の
就
労
相
談
窓
口
等
）

A

楽
し
い
学
校
生
活
を
送
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
Q
U
ア
ン
ケ
ー
ト
）

や
教
育
相
談
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
、
児
童
生
徒
を
対
象
に
し
た
教

育
相
談
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
い
じ
め
・
不
登
校
ひ
き
こ
も
り
対
策
支
援
事
業

　
Q
-U
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
（
H
30
～
R
４
）
…
全
市
小
４
～
中
３
　
年
１
回
実
施

・
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト

（
H
30
～
R
４
）
全
小
・
中
・
高
等
学
校
で
毎
月
１
回
実
施

A

児
童
生
徒
の
心
の
相
談
に
応
じ
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
配

置
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
も
い
じ
め
・
不
登
校
相
談
事
業
に
お

い
て
、
い
じ
め
・
不
登
校
に
悩
む
子
ど
も
や
保
護
者
に
対
し
て
面
接

や
電
話
相
談
等
を
行
い
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
教
育
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
相
談
…
H
30
年
度
12
,9
48
件
、
R
元
年
度
11
,8
47
件
、
R
２
年
度
9,
19
2件
、
R
３
年
度
9,
71
4件

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
相
談
…
H
30
年
度
26
,6
75
件
、
R
元
年
度
26
,0
37
件
、
R
２
年
度
32
,1
72
件
、
R
３
年
度

41
,7
38
件

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
す
べ
て
の
市
立
学
校
に
週
２
日
（
小
呂
・
玄
界
小
中
は
、
週
１
日
）
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
事
業
に
関
し
て
、
全
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
専
任
の
教
育
相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
周
り
に
相
談
で
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
に
、
S
N
S
を
活
用

し
た
相
談
事
業
を
実
施
（
R
元
年
度
～
）
…
R
元
年
度
87
7件
、
R
２
年
2,
25
7件
、
R
３
年
1,
49
1件

A

児
童
生
徒
の
身
近
な
存
在
で
あ
る
教
職
員
が
自
殺
予
防
に
関
す
る
知

識
を
高
め
る
こ
と
で
、
教
職
員
の
児
童
生
徒
へ
の
対
応
力
向
上
を
目

指
し
た
、
学
校
に
お
け
る
自
殺
予
防
研
修
を
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
教
職
員
対
象
「
学
校
に
お
け
る
自
殺
予
防
」
研
修
実
施
（
以
下
、
小
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
計
）
…
H
30
年
度
95

校
、
R
元
年
度
11
6校
、
R
２
年
度
10
3校
、
R
３
年
度
14
0校

A

命
を
大
切
に
す
る
教
育
、
S
O
S
の
出
し
方
教
育
、
教
育
相
談
、
い
じ
め

対
策
等
に
、
積
極
的
に
取
り
組
み
、
自
殺
の
危
険
要
素
や
自
殺
の
サ

イ
ン
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
、
教
職
員
の
意
識
の
啓
発
を
図
り
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
各
小
中
学
校
に
お
い
て
、
い
じ
め
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

・
小
４
～
中
３
ま
で
の
全
て
の
児
童
生
徒
に
年
１
回
Q
-U
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

A

小
・
中
学
校
で
い
じ
め
問
題
等
を
テ
ー
マ
に
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

の
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
法
教
育
出
前
授
業
実
施

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
自
殺
予
防
教
育
に
係
る
指
導
者
研
修
会
…
R
元
年
度
16
0名
、
R
３
年
度
22
0名

A

自
殺
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
た
子
ど
も
・
若
者
に
対
し
て
、
教
育
・
保

健
・
医
療
・
福
祉
・
法
律
等
の
様
々
な
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
解

決
に
向
け
て
支
援
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
10
代
の
相
談
…
27
9件
（
H
30
～
R
３
）

・
自
殺
予
防
教
育
に
係
る
指
導
者
研
修
会
…
R
元
年
度
16
0名
、
R
３
年
度
22
0名

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）
…
R
30
年
度
３
回
15
1名
、
R
元
年
度
７
回
17
4名
、
R
２
年
度
11
回
33
9名

B

福
岡
大
学
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
若
年
者
（
10
歳
代
）
の
精
神
科
的

評
価
と
心
理
社
会
的
支
援
を
継
続
し
、
デ
ー
タ
の
解
析
か
ら
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、
関
係
機
関
の
連
携
体
制
強
化
を
図
り
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関（
福
岡
大
学
）

・
３
次
救
急
及
び
２
次
救
急
に
搬
送
さ
れ
た
10
歳
代
の
自
殺
企
図
者
数
…
H
30
～
R
３
年
度
既
遂
及
び
未
遂
計
38
名

・
福
岡
大
学
博
多
駅
ク
リ
ニ
ッ
ク
自
殺
予
防
外
来
（
H
29
年
４
月
～
R
３
年
２
月
）

　
自
殺
未
遂
者
の
受
け
入
れ
を
優
先
的
に
行
う
精
神
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
診
療
を
行
っ
た
（
10
歳
代
27
名
）

A

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

9
 民
間
団
体

と
の
連
携
を

強
化
す
る

福
岡
い
の
ち
の
電
話
と
連
携
・
協
力
し
て
電
話
体
制
の
充
実
を
図
り

ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
市
民
向
け
「
自
殺
予
防
公
開
講
座
」（
朝
日
新
聞
厚
生
文
化
事
業
団
共
催
）
実
施
…
H
30
年
度
２
回
計
34
0名
、
R
元

年
度
１
回
15
0名
、
R
２
年
度
１
回
12
0名

・
引
き
続
き
様
々
な
団
体
と
連
携
が
必
要

C

8
 遺
さ
れ
た

人
へ
の
支
援

を
充
実
す
る

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
自
死
遺
族
の
集
い
を
継
続
し
て
開
催
し
ま
す
。
ま

た
、
集
い
に
関
す
る
リ
－
フ
レ
ッ
ト
、
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
－
ジ
集
を

活
用
し
、
遺
族
が
参
加
す
る
き
っ
か
け
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
の
集
い
…
H
30
年
度
６
回
10
2名
、
R
元
年
度
６
回
81
名
、
R
２
年
度
７
回
87
名
、
R
３
年
度
10
回
84
名

※
R
元
年
３
月
か
ら
R
２
年
５
月
ま
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
対
面
併
用
、
R
２
年
７
月
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
で
開
催

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
講
演
、
研
修
会
及
び
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
依
頼
が
あ
っ
た
自
治
体
に
年
間
約
10
0部
を
配
布

・
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
の
配
布

　
年
間
約
20
～
30
冊
程
度
を
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
介
し
て
の
配
布
希
望
者
へ
無
料
郵
送

A

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
と
連
携
し
て
、
自
死
遺
族
支
援
の
充
実
を
は
か
り

ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
の
集
い
…
H
30
年
度
６
回
10
2名
、
R
元
年
度
６
回
81
名
、
R
２
年
度
７
回
87
名
、
R
３
年
度
10
回
84
名

　
※
R
元
年
３
月
か
ら
R
２
年
５
月
ま
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
と
対
面
併
用
、
R
２
年
７
月
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
で
開
催

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
講
演
、
研
修
会
及
び
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
、
依
頼
が
あ
っ
た
自
治
体
に
年
間
約
10
0部
を
配
布

・
自
死
遺
族
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
集
の
配
布

　
年
間
約
20
～
30
冊
程
度
を
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
時
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
介
し
て
の
配
布
希
望
者
へ
無
料
郵
送

A

自
死
遺
族
が
抱
え
る
深
刻
で
複
雑
な
問
題
に
対
す
る
「
自
死
遺
族

法
律
相
談
」
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
自
死
遺
族
法
律
相
談
実
施

A

公
的
機
関
職
員
の
自
死
遺
族
へ
の
適
切
な
対
応
支
援
の
質
の
向
上

に
努
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
関
係
部
署
の
職
員
研
修
に
お
い
て
、
自
死
遺
族
支
援
に
関
す
る
内
容
を
組
み
込
ん
で
実
施

・
各
区
市
民
課
お
く
や
み
手
続
き
窓
口
職
員
へ
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
説
明
の
う
え
設
置
し
、
市
民
へ
情
報
案
内
を
お
こ
な
っ
た

A

自
死
遺
族
な
ど
の
支
援
や
そ
の
理
解
を
進
め
る
た
め
の
市
民
向
け

の
研
修
・
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
他
テ
ー
マ
の
講
演
時
、
自
死
遺
族
や
遺
族
の
集
い
に
関
す
る
内
容
を
組
み
込
ん
で
開
催

A

救
急
医
療
機
関
職
員
等
に
対
す
る
自
殺
未
遂
者
支
援
者
研
修
を
実

施
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
救
急
医
療
機
関
職
員
対
象
研
修
「
自
殺
の
危
険
か
ら
み
た
自
殺
予
防
の
基
礎
」
…
H
30
、
R
元
年
度
各
１
回
計
59
名

・
R
２
年
度
以
降
は
、
厚
労
省
や
自
殺
総
合
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
等
主
催
の
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
等
を
案
内

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
市
政
だ
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
広
報
お
よ
び
各
区
役
所
、
関
係
機
関
へ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布

・
行
政
職
員
、
支
援
者
等
の
研
修
等
で
、
自
死
遺
族
支
援
に
関
し
て
説
明
し
、
遺
族
か
ら
の
相
談
に
対
応

・
集
い
に
関
す
る
問
合
せ
事
務
局
と
し
て
対
応

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
へ
福
岡
い
の
ち
の
電
話
の
電
話
番
号
を
掲
載

・
相
談
内
容
に
応
じ
て
、
福
岡
い
の
ち
の
電
話
情
報
を
案
内

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
弁
護
士
会
と
の
共
催
に
よ
り
、
毎
月
「
自
死
遺
族
法
律
相
談
」
を
開
催
（
弁
護
士
及
び
臨
床
心
理
士
対
応
）

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
リ
メ
ン
バ
ー
福
岡
へ
の
支
援

　
奇
数
月
…
自
死
遺
族
の
集
い
開
催
（
対
面
で
の
集
い
に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
（
R
２
年
度
～
）
）

　
偶
数
月
…
初
参
加
メ
ン
バ
ー
対
象
の
オ
ン
ラ
イ
ン
集
い
を
開
催
し
、
後
方
支
援
を
継
続

・
各
区
市
民
課
お
悔
や
み
手
続
き
窓
口
に
、
集
い
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
設
置

A

福
岡
県
精
神
科
病
院
協
会

・
診
療
時
等
に
お
い
て
、
集
い
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用

A

社
会
全
体
で
自
殺
対
策
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
現
在
活
動
し
て
い

る
民
間
団
体
が
安
定
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
連
携
と

支
援
に
努
め
、今
後
も
関
係
民
間
団
体
と
の
連
携
を
強
化
し
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
研
修
等
や
活
動
報
告
書
な
ど
で
団
体
の
活
動
を
学
び
、
連
携
と
支
援
に
努
め
た

A

今
後
も
、
他
機
関
か
ら
の
研
修
講
師
依
頼
に
対
し
、
講
師
派
遣
を
行

い
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
研
修
講
師
の
派
遣
…
R
２
年
度
１
回
１
名
、
R
３
年
度
３
回
４
名

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
研
修
講
師
の
派
遣

（
派
遣
先
）
N
P
O
、
障
が
い
者
就
労
支
援
事
業
所
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
大
学
、
寺
社
、
企
業
な
ど

A

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ
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5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

薬
剤
師
会
等
の
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
の
職
能
団
体
等
へ
働
き
か

け
、
幅
広
い
対
象
へ
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
の
受
講
を
勧
め
ま

す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
会
員
薬
局
へ
の
行
政
作
成
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
配
布
し
、
薬
局
窓
口
に
て
啓
発

・
ポ
ス
タ
ー
掲
示
継
続

・
市
民
向
け
の
講
演
会
、
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
な
ど
が
あ
れ
ば
、
会
員
薬
局
へ
案
内
を
検
討
（
会
員
数
71
8薬
局
（
R
４
年

現
在
）
）

A

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
際
、
心
理
的
な
被
害
の
拡
大
防
止
及
び

ス
ト
レ
ス
障
が
い
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
体
制
の
整
備
を
関
係
機
関
と
の
協
働
で
整
え
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
東
日
本
大
震
災
、
原
発
事
故
災
害
、
西
日
本
豪
雨
災
害
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
等
無
料
法
律
相
談
を
実
施
中

B

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
に
、
独
自
に
、
ま
た
関
係
機
関
と
の
協
働
に

よ
り
取
り
組
み
ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
今
後
、
地
域
の
企
業
・
団
体
へ
の
出
前
研
修
を
呼
び
か
け
る

C

2
 自
殺
総
合

対
策
の
推
進

に
資
す
る
調

査
研
究
等
を

推
進
す
る

国
か
ら
提
供
さ
れ
る
自
殺
に
関
す
る
自
殺
実
態
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
等
を

参
考
に
し
、
効
果
的
な
自
殺
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
国
か
ら
提
供
さ
れ
る
自
殺
に
関
す
る
情
報
を
参
考
に
、
普
及
啓
発
や
研
修
な
ど
を
実
施
す
る
対
象
を
検
討
し
実
施

A

自
殺
の
危
険
因
子
で
あ
る
統
合
失
調
症
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
が

い
、
薬
物
依
存
症
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
、
発
達
障
が
い
等
に
つ
い

て
の
相
談
窓
口
の
周
知
や
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
の
正
し
い

知
識
の
普
及
啓
発
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・「
こ
こ
ろ
の
健
康
ガ
イ
ド
」
を
毎
年
作
成
の
上
、
福
岡
市
の
市
医
師
会
・
薬
剤
師
会
及
び
歯
科
医
師
会
会
員
（
各
医
療

機
関
）
へ
配
布
掲
示
を
依
頼
し
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
掲
示

※
配
布
数
（
R
４
年
度
版
）
…
医
師
会
1,
35
0部
、
薬
剤
師
会
73
1部
、
歯
科
医
師
会
85
0部

・
飲
酒
運
転
違
反
者
に
対
し
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
が
い
の
予
防
や
早
期
発
見
等
を
目
的
と
し
て
適
正
飲
酒
指
導
を
実
施

　
指
導
数
…
H
30
年
度
11
7名
、
R
元
年
度
54
名
、
R
２
年
度
72
名
、
R
３
年
度
53
名

・
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
講
演
会
…
H
30
年
度
13
名
（
女
性
を
対
象
）

・
発
達
障
が
い
に
関
す
る
講
座
…
H
30
年
度
85
名
、
R
元
年
度
11
6名
、
R
２
年
度
50
名
、
R
３
年
度
28
名

・
心
の
健
康
相
談
（
件
数
）
…
H
30
年
度
10
1,
44
2件
、
R
元
年
度
11
0,
05
7件
、
R
２
年
度
10
4,
98
3件
、
R
３
年
度

11
5,
69
6件

A

内
科
医
等
対
象
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
知
識
や
専
門
医

へ
の
連
携
方
法
に
つ
い
て
の
研
修
を
開
催
し
ま
す
。

福
岡
市
医
師
会

・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
医
療
連
携
研
修
会
…
H
30
年
度
１
回
22
8名
、
R
２
年
度
１
回
70
名
、
R
３
年
度
１
回
82
名

A

厚
生
労
働
省
の
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
D
P
A
T
）
研
修
に
参

加
し
、
大
規
模
災
害
時
に
、
自
殺
の
リ
ス
ク
も
考
慮
し
た
精
神
医
療

活
動
が
行
え
る
よ
う
、
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

福
岡
市
、

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
D
P
A
T
研
修
受
講
者
数
…
R
元
年
度
５
名
、
R
２
年
度
１
名
、
R
３
年
度
５
名

・
福
岡
県
D
P
A
T
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
共
有
し
、
体
制
整
備
に
努
め
て
い
る

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に
伴
い
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
た
め
電
話
相
談
開
設
…
R
２
年
度
（
５
月
医
療
・

介
護
従
事
者
、
６
月
市
民
）
48
0件
、
R
３
年
度
（
感
染
者
、
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
等
）
66
3件

A

精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
を
対
象
と
し
た
う
つ
病
対
応
力
研
修
を

実
施
し
、
精
神
科
医
と
の
連
携
に
よ
る
う
つ
病
等
精
神
疾
患
の
早
期

発
見
と
早
期
対
応
を
図
り
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
（
福
岡
市
薬
剤
師
会
委
託
：
薬
剤
師
対
象
）
…
H
30
年
度
10
9

名
、
R
３
年
度
10
5名

A

か
か
り
つ
け
医
と
弁
護
士
会
相
談
窓
口
を
つ
な
ぐ
体
制
を
検
討
し
ま

す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
毎
年
、
福
岡
大
学
精
神
科
教
室
と
自
殺
問
題
研
究
会
を
開
催

・
か
か
り
つ
け
医
と
の
接
点
を
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
が
課
題

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
依
存
症
、
ひ
き
こ
も
り
、
発
達
障
害
及
び
性
同
一
障
が
い
の
専
門
相
談
…
H
30
年
度
1,
34
8件
、
R
元
年
度
99
6件
、
R

２
年
度
82
3件
、
R
３
年
度
82
2件

・
相
談
窓
口
を
掲
載
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布

・
依
存
症
、
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
随
時
更
新
し
普
及
啓
発
に
務
め
た

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
薬
剤
師
会
を
対
象
に
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
を
実
施

（
修
了
書
発
行
数
）
H
30
年
度
10
9名
、
R
３
年
度
10
5名

A

福
岡
市

・
発
災
後
の
精
神
科
医
療
の
確
保
と
災
害
時
の
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
随
時
改
訂

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
日
本
い
の
ち
の
電
話
連
盟
に
被
災
者
専
用
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
に
つ
い
て
、
検

討
を
行
う
必
要
有

C

大
学
等
研
究
機
関

（
福
岡
県
立
大
学
）

・
R
４
年
２
月
自
殺
予
防
啓
発
劇
の
シ
ナ
リ
オ
６
編
を
出
版
（
「
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
～
身
近
な
人
に
自
殺
の
危
険
が
迫
っ

た
ら
～
」（
翔
雲
社
）

・
今
後
は
、
自
殺
予
防
の
危
機
介
入
シ
ナ
リ
オ
の
朗
読
劇
及
び
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
用
い
た
研
修
・
講
演
会
の
実
施
を

検
討

B

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

２
　
計
画
策
定
時
に
「
新
た
に
取
り
組
む
」
と
し
た
事
項
の
状
況

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

11
 勤
労
問
題

に
よ
る
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
導
入
に
よ
る
セ
ル
フ
ケ
ア
の
普
及
を
推
進

し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
集
団
分
析
の
結
果
を
も
と
に
事
業
場
の
環
境

改
善
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
専
門
と
し
た
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
て
お
り
、
問
い

合
わ
せ
に
専
門
家
が
対
応

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
個
別
訪
問
支
援
に
お
い
て
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
事
業
場
に
赴
き
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
導
入
を
支
援

A

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

弁
護
士
会
の
各
相
談
セ
ン
タ
ー
で
の
労
働
相
談
を
無
料
で
実
施
し

ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
県
内
全
域
で
無
料
労
働
相
談
実
施

A

「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
指
針
」
の
普
及
啓

発
を
図
り
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
研
修
会
、
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
会
等
で
専
門
家
に
よ
る
周
知
啓
発

A

管
理
監
督
者
に
対
し
て
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
研
修
を
実
施

し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
研
修
会
、
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
会
等
で
専
門
家
に
よ
る
周
知
啓
発

A

事
業
主
、
管
理
監
督
者
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の
普
及
・
啓
発
及
び
相
談
窓
口
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
個
別
訪
問
支
援
に
お
け

る
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
事
業
場
派
遣
等
の
施
策
を
実
施

A

事
業
場
規
模
に
関
係
な
く
長
時
間
労
働
の
改
善
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
事
業
主
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
長
時
間
労
働
に
よ
る
健
康

影
響
を
指
導
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
過
重
労
働
に
よ
る
心
身
の
不
調
を
無
く
す
た
め
、
研
修
会
や
個
別
相
談
を
通
じ
て
対
策
を
指
導

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
よ
か
よ
か
ル
ー
ム
（
ひ
き
こ
も
り
成
年
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
中
心
に
相
談
支
援
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
を
推
進

・
相
談
数
…
H
30
年
度
2,
23
4件
、
R
元
年
度
2,
10
2件
、
R
２
年
度
1,
74
0件
、
R
３
年
度
1,
98
8件

・
福
岡
市
ひ
き
こ
も
り
支
援
者
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催
（
年
２
回
）

・
成
年
グ
ル
ー
プ
s
tu
d
u
o
u
s
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
「
と
ろ
っ
こ
」
な
ど
居
場
所
を
開
設

A

引
き
こ
も
り
の
本
人
・
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
及
び
、
関
係
機
関

と
の
連
携
体
制
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
中
学
校
卒
業
後
か
ら
20
歳
く
ら
い
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
気
味
の
方
を
対
象
に
相
談
支
援
を
実
施
し
て
お
り
、
集
団
支

援
事
業
と
し
て
居
場
所
を
開
設

・
思
春
期
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

　
相
談
件
数
…
H
30
年
度
66
4件
、
R
元
年
度
１
,5
92
件
、
R
２
年
度
65
6件
、
R
３
年
度
64
0件

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
3回
39
5名
、
R
元
年
度
11
9回
55
2名
、
R
２
年
度
14
6回
50
4名
、
R
３
年
度
14
0回
49
8名

・
え
が
お
館
内

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
9回
62
3名
、
R
元
年
度
12
7回
68
0名
、
R
２
年
度
11
8回
63
4名
、
R
３
年
度
12
6回
54
0名

A

福
岡
労
働
局

・
事
業
場
に
対
し
て
の
集
団
指
導
や
個
別
指
導
に
よ
り
普
及
、
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

　
集
団
指
導
…
H
30
年
10
回
、
R
元
年
７
回
、
R
３
年
８
回

　
個
別
指
導
…
H
30
年
68
件
、
R
元
年
91
件
、
R
２
年
46
件
、
R
３
年
51
件
　

A

福
岡
労
働
局

・
事
業
場
に
対
し
て
の
集
団
指
導
や
個
別
指
導
に
よ
り
普
及
、
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

　
集
団
指
導
…
H
30
年
10
回
、
R
元
年
７
回
、
R
３
年
８
回

　
個
別
指
導
…
H
30
年
68
件
、
R
元
年
91
件
、
R
２
年
46
件
、
R
３
年
51
件

A

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
産
業
保
健
部
門
と
地
域
保
健

部
門
協
働
で
開
催
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
４
回
（
県
内
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
１
回
ず
つ
）
開
催

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
福
岡
労
働
局
・
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
共
催
に
よ
る
事
業
所
の
管
理
者
・
産
業
保
健
担
当
者
を
対

象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

A

福
岡
労
働
局

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
４
回
（
県
内
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
１
回
ず
つ
）
開
催
…
H
30
年
度
40
3名
、
R

元
年
度
1,
27
9名
、
R
３
年
度
36
5名
、
R
４
年
度
は
中
小
規
模
事
業
場
中
心
に
同
セ
ミ
ナ
ー
参
加
を
勧
奨

A
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5
 適
切
な
精

神
保
健
医
療

福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

す
る

薬
剤
師
会
等
の
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
の
職
能
団
体
等
へ
働
き
か

け
、
幅
広
い
対
象
へ
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
の
受
講
を
勧
め
ま

す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

・
会
員
薬
局
へ
の
行
政
作
成
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
票
を
配
布
し
、
薬
局
窓
口
に
て
啓
発

・
ポ
ス
タ
ー
掲
示
継
続

・
市
民
向
け
の
講
演
会
、
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
な
ど
が
あ
れ
ば
、
会
員
薬
局
へ
案
内
を
検
討
（
会
員
数
71
8薬
局
（
R
４
年

現
在
）
）

A

4
 心
の
健
康

を
支
援
す
る

環
境
の
整
備

と
心
の
健
康

づ
く
り
を
推

進
す
る

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
際
、
心
理
的
な
被
害
の
拡
大
防
止
及
び

ス
ト
レ
ス
障
が
い
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
体
制
の
整
備
を
関
係
機
関
と
の
協
働
で
整
え
ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
東
日
本
大
震
災
、
原
発
事
故
災
害
、
西
日
本
豪
雨
災
害
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
等
無
料
法
律
相
談
を
実
施
中

B

3
 自
殺
対
策

に
係
る
人
材

の
確
保
、
養

成
及
び
資
質

の
向
上
を
図

る

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
に
、
独
自
に
、
ま
た
関
係
機
関
と
の
協
働
に

よ
り
取
り
組
み
ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
今
後
、
地
域
の
企
業
・
団
体
へ
の
出
前
研
修
を
呼
び
か
け
る

C

2
 自
殺
総
合

対
策
の
推
進

に
資
す
る
調

査
研
究
等
を

推
進
す
る

国
か
ら
提
供
さ
れ
る
自
殺
に
関
す
る
自
殺
実
態
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
等
を

参
考
に
し
、
効
果
的
な
自
殺
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
ま
す
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
国
か
ら
提
供
さ
れ
る
自
殺
に
関
す
る
情
報
を
参
考
に
、
普
及
啓
発
や
研
修
な
ど
を
実
施
す
る
対
象
を
検
討
し
実
施

A

自
殺
の
危
険
因
子
で
あ
る
統
合
失
調
症
、
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
が

い
、
薬
物
依
存
症
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
、
発
達
障
が
い
等
に
つ
い

て
の
相
談
窓
口
の
周
知
や
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
の
正
し
い

知
識
の
普
及
啓
発
に
努
め
ま
す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・「
こ
こ
ろ
の
健
康
ガ
イ
ド
」
を
毎
年
作
成
の
上
、
福
岡
市
の
市
医
師
会
・
薬
剤
師
会
及
び
歯
科
医
師
会
会
員
（
各
医
療

機
関
）
へ
配
布
掲
示
を
依
頼
し
、
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
掲
示

※
配
布
数
（
R
４
年
度
版
）
…
医
師
会
1,
35
0部
、
薬
剤
師
会
73
1部
、
歯
科
医
師
会
85
0部

・
飲
酒
運
転
違
反
者
に
対
し
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
が
い
の
予
防
や
早
期
発
見
等
を
目
的
と
し
て
適
正
飲
酒
指
導
を
実
施

　
指
導
数
…
H
30
年
度
11
7名
、
R
元
年
度
54
名
、
R
２
年
度
72
名
、
R
３
年
度
53
名

・
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
講
演
会
…
H
30
年
度
13
名
（
女
性
を
対
象
）

・
発
達
障
が
い
に
関
す
る
講
座
…
H
30
年
度
85
名
、
R
元
年
度
11
6名
、
R
２
年
度
50
名
、
R
３
年
度
28
名

・
心
の
健
康
相
談
（
件
数
）
…
H
30
年
度
10
1,
44
2件
、
R
元
年
度
11
0,
05
7件
、
R
２
年
度
10
4,
98
3件
、
R
３
年
度

11
5,
69
6件

A

内
科
医
等
対
象
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
知
識
や
専
門
医

へ
の
連
携
方
法
に
つ
い
て
の
研
修
を
開
催
し
ま
す
。

福
岡
市
医
師
会

・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
医
療
連
携
研
修
会
…
H
30
年
度
１
回
22
8名
、
R
２
年
度
１
回
70
名
、
R
３
年
度
１
回
82
名

A

厚
生
労
働
省
の
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（
D
P
A
T
）
研
修
に
参

加
し
、
大
規
模
災
害
時
に
、
自
殺
の
リ
ス
ク
も
考
慮
し
た
精
神
医
療

活
動
が
行
え
る
よ
う
、
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

福
岡
市
、

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
D
P
A
T
研
修
受
講
者
数
…
R
元
年
度
５
名
、
R
２
年
度
１
名
、
R
３
年
度
５
名

・
福
岡
県
D
P
A
T
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
共
有
し
、
体
制
整
備
に
努
め
て
い
る

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に
伴
い
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
た
め
電
話
相
談
開
設
…
R
２
年
度
（
５
月
医
療
・

介
護
従
事
者
、
６
月
市
民
）
48
0件
、
R
３
年
度
（
感
染
者
、
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
等
）
66
3件

A

精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
を
対
象
と
し
た
う
つ
病
対
応
力
研
修
を

実
施
し
、
精
神
科
医
と
の
連
携
に
よ
る
う
つ
病
等
精
神
疾
患
の
早
期

発
見
と
早
期
対
応
を
図
り
ま
す
。

福
岡
市
薬
剤
師
会

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
（
福
岡
市
薬
剤
師
会
委
託
：
薬
剤
師
対
象
）
…
H
30
年
度
10
9

名
、
R
３
年
度
10
5名

A

か
か
り
つ
け
医
と
弁
護
士
会
相
談
窓
口
を
つ
な
ぐ
体
制
を
検
討
し
ま

す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
毎
年
、
福
岡
大
学
精
神
科
教
室
と
自
殺
問
題
研
究
会
を
開
催

・
か
か
り
つ
け
医
と
の
接
点
を
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
が
課
題

B

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
依
存
症
、
ひ
き
こ
も
り
、
発
達
障
害
及
び
性
同
一
障
が
い
の
専
門
相
談
…
H
30
年
度
1,
34
8件
、
R
元
年
度
99
6件
、
R

２
年
度
82
3件
、
R
３
年
度
82
2件

・
相
談
窓
口
を
掲
載
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布

・
依
存
症
、
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
随
時
更
新
し
普
及
啓
発
に
務
め
た

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
薬
剤
師
会
を
対
象
に
精
神
保
健
福
祉
関
係
者
等
う
つ
病
対
応
力
向
上
研
修
を
実
施

（
修
了
書
発
行
数
）
H
30
年
度
10
9名
、
R
３
年
度
10
5名

A

福
岡
市

・
発
災
後
の
精
神
科
医
療
の
確
保
と
災
害
時
の
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
随
時
改
訂

A

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
日
本
い
の
ち
の
電
話
連
盟
に
被
災
者
専
用
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
に
つ
い
て
、
検

討
を
行
う
必
要
有

C

大
学
等
研
究
機
関

（
福
岡
県
立
大
学
）

・
R
４
年
２
月
自
殺
予
防
啓
発
劇
の
シ
ナ
リ
オ
６
編
を
出
版
（
「
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
～
身
近
な
人
に
自
殺
の
危
険
が
迫
っ

た
ら
～
」（
翔
雲
社
）

・
今
後
は
、
自
殺
予
防
の
危
機
介
入
シ
ナ
リ
オ
の
朗
読
劇
及
び
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
用
い
た
研
修
・
講
演
会
の
実
施
を

検
討

B

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

２
　
計
画
策
定
時
に
「
新
た
に
取
り
組
む
」
と
し
た
事
項
の
状
況

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

11
 勤
労
問
題

に
よ
る
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
導
入
に
よ
る
セ
ル
フ
ケ
ア
の
普
及
を
推
進

し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
集
団
分
析
の
結
果
を
も
と
に
事
業
場
の
環
境

改
善
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
専
門
と
し
た
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
て
お
り
、
問
い

合
わ
せ
に
専
門
家
が
対
応

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
個
別
訪
問
支
援
に
お
い
て
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
事
業
場
に
赴
き
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
導
入
を
支
援

A

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

弁
護
士
会
の
各
相
談
セ
ン
タ
ー
で
の
労
働
相
談
を
無
料
で
実
施
し

ま
す
。

福
岡
県
弁
護
士
会

・
福
岡
県
内
全
域
で
無
料
労
働
相
談
実
施

A

「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
指
針
」
の
普
及
啓

発
を
図
り
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
研
修
会
、
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
会
等
で
専
門
家
に
よ
る
周
知
啓
発

A

管
理
監
督
者
に
対
し
て
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
研
修
を
実
施

し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
研
修
会
、
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
会
等
で
専
門
家
に
よ
る
周
知
啓
発

A

事
業
主
、
管
理
監
督
者
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の
普
及
・
啓
発
及
び
相
談
窓
口
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
事
業
者
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
開
設
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
個
別
訪
問
支
援
に
お
け

る
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
事
業
場
派
遣
等
の
施
策
を
実
施

A

事
業
場
規
模
に
関
係
な
く
長
時
間
労
働
の
改
善
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
事
業
主
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
長
時
間
労
働
に
よ
る
健
康

影
響
を
指
導
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
過
重
労
働
に
よ
る
心
身
の
不
調
を
無
く
す
た
め
、
研
修
会
や
個
別
相
談
を
通
じ
て
対
策
を
指
導

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
よ
か
よ
か
ル
ー
ム
（
ひ
き
こ
も
り
成
年
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
）
を
中
心
に
相
談
支
援
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制

の
構
築
を
推
進

・
相
談
数
…
H
30
年
度
2,
23
4件
、
R
元
年
度
2,
10
2件
、
R
２
年
度
1,
74
0件
、
R
３
年
度
1,
98
8件

・
福
岡
市
ひ
き
こ
も
り
支
援
者
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
開
催
（
年
２
回
）

・
成
年
グ
ル
ー
プ
s
tu
d
u
o
u
s
、
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
「
と
ろ
っ
こ
」
な
ど
居
場
所
を
開
設

A

引
き
こ
も
り
の
本
人
・
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
及
び
、
関
係
機
関

と
の
連
携
体
制
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
中
学
校
卒
業
後
か
ら
20
歳
く
ら
い
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
気
味
の
方
を
対
象
に
相
談
支
援
を
実
施
し
て
お
り
、
集
団
支

援
事
業
と
し
て
居
場
所
を
開
設

・
思
春
期
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

　
相
談
件
数
…
H
30
年
度
66
4件
、
R
元
年
度
１
,5
92
件
、
R
２
年
度
65
6件
、
R
３
年
度
64
0件

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
3回
39
5名
、
R
元
年
度
11
9回
55
2名
、
R
２
年
度
14
6回
50
4名
、
R
３
年
度
14
0回
49
8名

・
え
が
お
館
内

　
居
場
所
活
動
…
H
30
年
度
13
9回
62
3名
、
R
元
年
度
12
7回
68
0名
、
R
２
年
度
11
8回
63
4名
、
R
３
年
度
12
6回
54
0名

A

福
岡
労
働
局

・
事
業
場
に
対
し
て
の
集
団
指
導
や
個
別
指
導
に
よ
り
普
及
、
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

　
集
団
指
導
…
H
30
年
10
回
、
R
元
年
７
回
、
R
３
年
８
回

　
個
別
指
導
…
H
30
年
68
件
、
R
元
年
91
件
、
R
２
年
46
件
、
R
３
年
51
件
　

A

福
岡
労
働
局

・
事
業
場
に
対
し
て
の
集
団
指
導
や
個
別
指
導
に
よ
り
普
及
、
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る

　
集
団
指
導
…
H
30
年
10
回
、
R
元
年
７
回
、
R
３
年
８
回

　
個
別
指
導
…
H
30
年
68
件
、
R
元
年
91
件
、
R
２
年
46
件
、
R
３
年
51
件

A

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
産
業
保
健
部
門
と
地
域
保
健

部
門
協
働
で
開
催
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
４
回
（
県
内
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
１
回
ず
つ
）
開
催

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
福
岡
労
働
局
・
福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
共
催
に
よ
る
事
業
所
の
管
理
者
・
産
業
保
健
担
当
者
を
対

象
と
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
…
H
30
年
度
12
4名
、
R
元
年
度
40
8名
、
R
３
年
度
15
6名

A

福
岡
労
働
局

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
４
回
（
県
内
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
１
回
ず
つ
）
開
催
…
H
30
年
度
40
3名
、
R

元
年
度
1,
27
9名
、
R
３
年
度
36
5名
、
R
４
年
度
は
中
小
規
模
事
業
場
中
心
に
同
セ
ミ
ナ
ー
参
加
を
勧
奨

A
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

11
 勤
労
問
題

に
よ
る
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

が
ん
等
疾
病
を
有
す
る
労
働
者
の
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
対
策

を
関
係
機
関
と
連
携
し
、
推
進
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
福
岡
県
地
域
両
立
支
援
推
進
チ
ー
ム
の
主
力
メ
ン
バ
ー
と
し
て
毎
年
１
回
の
協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
治
療
と
仕

事
の
両
立
支
援
に
対
す
る
関
係
機
関
の
取
組
み
を
把
握
し
、
協
力
体
制
を
構
築

A

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

各
中
学
校
（
離
島
を
除
く
）
に
配
置
し
た
、
不
登
校
対
応
教
員
に
よ

る
、
長
期
欠
席
児
童
生
徒
の
状
況
の
把
握
と
支
援
を
行
い
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
事
業
に
関
し
て
全
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
、
専
任
の
教
育
相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、「
新
た
な
不
登
校
児
童
生
徒
を
生
ま
な
い
た
め
の
取
組
み
」
、「
支
援
を
要
す
る
児
童

生
徒
へ
の
き
め
細
や
か
な
取
組
み
」
、「
効
果
的
な
校
内
支
援
の
在
り
方
」
を
柱
と
し
て
推
進

A

8
 遺
さ
れ
た

人
へ
の
支
援

を
充
実
す
る

ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
開
催
等
に
よ
り
、
自
死
遺
族
へ
の
理
解
の
促
進
に
努

め
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
自
助
・
サ
ポ
－
ト
グ
ル
－
プ
研
修
セ
ミ
ナ
－
&
交
流
会
…
H
30
年
度
１
回
（
２
日
間
）
56
名

B

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ

「
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
」
を
医
療
機
関
等
に
限
定
せ
ず
、
相
談

者
の
自
宅
や
各
相
談
支
援
機
関
へ
の
訪
問
、
あ
る
い
は
電
話
に
よ
る

相
談
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
（
医
療
機
関
）
…
H
30
年
度
11
件
、
R
元
年
度
11
件
、
R
２
年
度
10
件
、
R
３
年
度
５
件

A

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

若
い
世
代
の
自
殺
予
防
の
た
め
の
相
談
体
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
を
始
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
S
N
S
を
活
用
し

た
若
者
向
け
相
談
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
（
H
23
～
）
…
H
30
年
10
2件
、
R
元
年
95
件
、
R
２
年
84
件
、
R
３
年
85
件
、
R
４
年
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
増
員
予
定

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
は
、
若
年
層
か
ら
の
相
談
が
多
く
、
内
容
も
非
常
に
深
刻
な
も
の
が
多
い
た
め
、
相
談
員
の
研

修
を
継
続
的
に
行
う
必
要
有

A

企
業
へ
「
働
き
方
の
見
直
し
」
に
向
け
働
き
か
け
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
働
き
方
改
革
に
対
応
し
た
産
業
保
健
分
野
で
の
対
応
を
研
修
会
や
個
別
相
談
対
応
で
広
く
周
知
、
支
援

A

長
時
間
労
働
の
是
正
に
つ
い
て
、「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
を
踏

ま
え
、
労
働
時
間
に
係
る
法
制
度
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
長
時
間

労
働
が
行
わ
れ
又
は
疑
わ
れ
る
事
業
場
に
対
す
る
監
督
指
導
を
徹

底
し
ま
す
。

福
岡
労
働
局

・
過
重
労
働
対
策
と
し
て
労
働
基
準
監
督
官
に
よ
る
事
業
場
へ
の
臨
検
監
督
（
行
政
指
導
）
を
実
施
…
H
30
年
度
99
9

件
、
R
元
年
度
78
5件
、
R
２
年
度
63
4件
、
R
３
年
度
56
6件

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）

　
H
30
年
度
３
回
21
1名
、
R
元
年
度
１
回
26
名
、
R
２
年
度
１
回
25
名
、
R
３
年
度
２
回
64
名

A

大
学
・
専
門
学
校
等
の
教
職
員
や
学
生
に
対
し
て
、
関
係
機
関
と
の

連
携
に
よ
り
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
に
取
り
組
み
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関

（
福
岡
県
立
大
学
）

・
中
学
生
以
上
を
対
象
と
し
た
う
つ
病
の
啓
発
教
育
教
材
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
作
成
し
、そ
の
効
果
を
検
証
す
る
研
究

を
実
施
中

・
大
学
生
を
対
象
に
朗
読
劇
を
実
施
予
定

D

高
齢
者
が
気
軽
に
介
護
予
防
に
取
り
組
め
る
拠
点
「
よ
か
ト
レ
実
践

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
創
出
、
お
よ
び
活
動
継
続
の
支
援
を
実
施
し
ま

す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
よ
か
ト
レ
実
践
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
創
出
数
（
年
度
末
時
点
）

　
H
30
年
度
の
14
1校
区
38
8か
所
か
ら
、
R
３
年
度
は
14
9校
区
78
5か
所
に
増
加

・
よ
か
ト
レ
実
践
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
事
業
（
年
度
末
時
点
）
…
H
30
年
度
36
回
延
65
7名
、
R
元
年
度
21
回
延
26
4名
、
R

２
年
度
４
回
延
43
名
、
R
３
年
度
９
回
延
93
名

・
よ
か
ト
レ
実
践
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
（
年
度
末
時
点
）
…
H
30
年
度
19
回
延
53
3名
、
R
元
年
度
13
回
延
33
8名
、

R
２
年
度
７
回
延
78
名
、
R
３
年
度
12
回
延
16
0名

A

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
関
連
情
報
に
つ
い
て
サ
イ
ト
管
理
者
等

へ
の
削
除
依
頼
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
予
告
事
案
へ
の
迅

速
的
確
な
対
応
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
予
告
事
案
に
つ
き
自
殺
企
図
者
の
特
定
後
、
安
否
確
認
を
実
施

A 相談窓口等一覧

自殺予防
●自殺予防の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

ご本人以外にも家族・知人・支援
者からのご相談も受け付けます。
平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時

－092-737-1275福岡市自殺対策推進センター
「自殺予防相談」

24時間通話無料
※ガイダンスに従って選択
⑤自殺を考えるほどの悩み
※その他以下の相談可
①困りごと、悩み　
②外国語での相談
③ＤＶ等女性の相談　
④性別や同性愛に関する相談

0120-773-7760120-279-338よりそいホットライン

https://netsoudan.inochinodenwa.org日本いのちの電話連盟　
インターネット相談

自殺予防いのちの電話
毎月10日　８時～翌日８時－0120-783-556

24時間　年中無休－092-741-4343
福岡いのちの電話

月・木　16時～19時
（年末年始を除く）

LINE ID：＠469xxbam

きもち よりそうライン
＠ふくおかけん

平日（16時～翌日９時）
土日祝（９時～翌日９時）－0120-020-767

24時間　年中無休－092-592-0783
ふくおか自殺予防ホットライン

心の健康、障がい福祉に関すること
●心の健康に関する相談、障がい者基幹相談支援センターのお問い合わせ

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時
※障がい者基幹相談支援セン
ターはお住まいの地域によって
担当エリアが分かれています。
詳しくは各区役所健康課にお問
い合わせください。

092-651-3844092-645-1079東区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-441-0057092-419-1092博多区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-734-1690092-761-7339中央区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

「こころ」の電話相談：精神疾病に関する相談、公的サービス、社会資源の紹介及び、障がい者基幹
相談支援センター（障がい福祉サービスや障がい者の暮らしに関する相談
窓口）のお問い合わせなど
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区
分

計
画
策
定
時
の
取
組
み

機
関
名

内
容
・
実
績
（
検
討
状
況
）
等

評
価

評
価
・
・
・
A（
推
進
中
）
、
B（
一
部
実
施
）
、
C（
検
討
中
）
、
D（
未
着
手
）

11
 勤
労
問
題

に
よ
る
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

が
ん
等
疾
病
を
有
す
る
労
働
者
の
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
対
策

を
関
係
機
関
と
連
携
し
、
推
進
し
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
福
岡
県
地
域
両
立
支
援
推
進
チ
ー
ム
の
主
力
メ
ン
バ
ー
と
し
て
毎
年
１
回
の
協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
治
療
と
仕

事
の
両
立
支
援
に
対
す
る
関
係
機
関
の
取
組
み
を
把
握
し
、
協
力
体
制
を
構
築

A

10
 子
ど
も
・

若
者
の
自
殺

対
策
を
更
に

推
進
す
る

各
中
学
校
（
離
島
を
除
く
）
に
配
置
し
た
、
不
登
校
対
応
教
員
に
よ

る
、
長
期
欠
席
児
童
生
徒
の
状
況
の
把
握
と
支
援
を
行
い
ま
す
。

教
育
委
員
会

・
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
事
業
に
関
し
て
全
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
、
専
任
の
教
育
相
談
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
配
置
（
R
３
年
度
～
）

・
中
学
校
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、「
新
た
な
不
登
校
児
童
生
徒
を
生
ま
な
い
た
め
の
取
組
み
」
、「
支
援
を
要
す
る
児
童

生
徒
へ
の
き
め
細
や
か
な
取
組
み
」
、「
効
果
的
な
校
内
支
援
の
在
り
方
」
を
柱
と
し
て
推
進

A

8
 遺
さ
れ
た

人
へ
の
支
援

を
充
実
す
る

ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
開
催
等
に
よ
り
、
自
死
遺
族
へ
の
理
解
の
促
進
に
努

め
ま
す
。

リ
メ
ン
バ
ー
福
岡

・
自
死
遺
族
自
助
・
サ
ポ
－
ト
グ
ル
－
プ
研
修
セ
ミ
ナ
－
&
交
流
会
…
H
30
年
度
１
回
（
２
日
間
）
56
名

B

7
 自
殺
未
遂

者
の
再
度
の

自
殺
企
図
を

防
ぐ

「
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
」
を
医
療
機
関
等
に
限
定
せ
ず
、
相
談

者
の
自
宅
や
各
相
談
支
援
機
関
へ
の
訪
問
、
あ
る
い
は
電
話
に
よ
る

相
談
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

福
岡
県
司
法
書
士
会

・
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
法
律
相
談
（
医
療
機
関
）
…
H
30
年
度
11
件
、
R
元
年
度
11
件
、
R
２
年
度
10
件
、
R
３
年
度
５
件

A

6
 社
会
全
体

の
自
殺
リ
ス

ク
を
低
下
さ

せ
る

若
い
世
代
の
自
殺
予
防
の
た
め
の
相
談
体
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
を
始
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
S
N
S
を
活
用
し

た
若
者
向
け
相
談
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

福
岡
い
の
ち
の
電
話

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
（
H
23
～
）
…
H
30
年
10
2件
、
R
元
年
95
件
、
R
２
年
84
件
、
R
３
年
85
件
、
R
４
年
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
増
員
予
定

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
は
、
若
年
層
か
ら
の
相
談
が
多
く
、
内
容
も
非
常
に
深
刻
な
も
の
が
多
い
た
め
、
相
談
員
の
研

修
を
継
続
的
に
行
う
必
要
有

A

企
業
へ
「
働
き
方
の
見
直
し
」
に
向
け
働
き
か
け
ま
す
。

福
岡
産
業
保
健
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

・
働
き
方
改
革
に
対
応
し
た
産
業
保
健
分
野
で
の
対
応
を
研
修
会
や
個
別
相
談
対
応
で
広
く
周
知
、
支
援

A

長
時
間
労
働
の
是
正
に
つ
い
て
、「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
を
踏

ま
え
、
労
働
時
間
に
係
る
法
制
度
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
長
時
間

労
働
が
行
わ
れ
又
は
疑
わ
れ
る
事
業
場
に
対
す
る
監
督
指
導
を
徹

底
し
ま
す
。

福
岡
労
働
局

・
過
重
労
働
対
策
と
し
て
労
働
基
準
監
督
官
に
よ
る
事
業
場
へ
の
臨
検
監
督
（
行
政
指
導
）
を
実
施
…
H
30
年
度
99
9

件
、
R
元
年
度
78
5件
、
R
２
年
度
63
4件
、
R
３
年
度
56
6件

A

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
（
出
前
講
座
）

　
H
30
年
度
３
回
21
1名
、
R
元
年
度
１
回
26
名
、
R
２
年
度
１
回
25
名
、
R
３
年
度
２
回
64
名

A

大
学
・
専
門
学
校
等
の
教
職
員
や
学
生
に
対
し
て
、
関
係
機
関
と
の

連
携
に
よ
り
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
に
取
り
組
み
ま
す
。

大
学
等
研
究
機
関

（
福
岡
県
立
大
学
）

・
中
学
生
以
上
を
対
象
と
し
た
う
つ
病
の
啓
発
教
育
教
材
「
う
つ
病
か
る
た
」
を
作
成
し
、そ
の
効
果
を
検
証
す
る
研
究

を
実
施
中

・
大
学
生
を
対
象
に
朗
読
劇
を
実
施
予
定

D

高
齢
者
が
気
軽
に
介
護
予
防
に
取
り
組
め
る
拠
点
「
よ
か
ト
レ
実
践

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
創
出
、
お
よ
び
活
動
継
続
の
支
援
を
実
施
し
ま

す
。

福
岡
市

（
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

・
よ
か
ト
レ
実
践
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
創
出
数
（
年
度
末
時
点
）

　
H
30
年
度
の
14
1校
区
38
8か
所
か
ら
、
R
３
年
度
は
14
9校
区
78
5か
所
に
増
加

・
よ
か
ト
レ
実
践
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
事
業
（
年
度
末
時
点
）
…
H
30
年
度
36
回
延
65
7名
、
R
元
年
度
21
回
延
26
4名
、
R

２
年
度
４
回
延
43
名
、
R
３
年
度
９
回
延
93
名

・
よ
か
ト
レ
実
践
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
（
年
度
末
時
点
）
…
H
30
年
度
19
回
延
53
3名
、
R
元
年
度
13
回
延
33
8名
、

R
２
年
度
７
回
延
78
名
、
R
３
年
度
12
回
延
16
0名

A

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
関
連
情
報
に
つ
い
て
サ
イ
ト
管
理
者
等

へ
の
削
除
依
頼
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
予
告
事
案
へ
の
迅

速
的
確
な
対
応
を
実
施
し
ま
す
。

福
岡
県
警
察

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
殺
予
告
事
案
に
つ
き
自
殺
企
図
者
の
特
定
後
、
安
否
確
認
を
実
施

A 相談窓口等一覧

自殺予防
●自殺予防の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

ご本人以外にも家族・知人・支援
者からのご相談も受け付けます。
平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時

－092-737-1275福岡市自殺対策推進センター
「自殺予防相談」

24時間通話無料
※ガイダンスに従って選択
⑤自殺を考えるほどの悩み
※その他以下の相談可
①困りごと、悩み　
②外国語での相談
③ＤＶ等女性の相談　
④性別や同性愛に関する相談

0120-773-7760120-279-338よりそいホットライン

https://netsoudan.inochinodenwa.org日本いのちの電話連盟　
インターネット相談

自殺予防いのちの電話
毎月10日　８時～翌日８時－0120-783-556

24時間　年中無休－092-741-4343
福岡いのちの電話

月・木　16時～19時
（年末年始を除く）

LINE ID：＠469xxbam

きもち よりそうライン
＠ふくおかけん

平日（16時～翌日９時）
土日祝（９時～翌日９時）－0120-020-767

24時間　年中無休－092-592-0783
ふくおか自殺予防ホットライン

心の健康、障がい福祉に関すること
●心の健康に関する相談、障がい者基幹相談支援センターのお問い合わせ

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時
※障がい者基幹相談支援セン
ターはお住まいの地域によって
担当エリアが分かれています。
詳しくは各区役所健康課にお問
い合わせください。

092-651-3844092-645-1079東区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-441-0057092-419-1092博多区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-734-1690092-761-7339中央区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

「こころ」の電話相談：精神疾病に関する相談、公的サービス、社会資源の紹介及び、障がい者基幹
相談支援センター（障がい福祉サービスや障がい者の暮らしに関する相談
窓口）のお問い合わせなど
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相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時
※障がい者基幹相談支援セン
ターはお住まいの地域によって
担当エリアが分かれています。
詳しくは各区役所健康課にお問
い合わせください。

092-541-9914092-559-5118南区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-822-5844092-831-4209城南区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-822-5733092-851-6015早良区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-891-9894092-895-7074西区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

労働上の問題、経営に関すること
●就労相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面談（要予約）
平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時

092-732-11900120-17-3456
092-732-1188福岡市生活自立支援センター

弁護士・司法書士による相談
（無料）
第１・３木（祝日除く）　
18～20時

－092-761-8485福岡クレジット・サラ金被害を
なくす会（ひこばえの会）

平日（祝日・12/28～1/4を除く）
10時～12時40分、
14時～16時40分

－0570-031640
（公財）日本クレジット
　　　カウンセリング協会
「多重債務ほっとライン」

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時－092-762-8288福岡県司法書士会　

「ベッドサイド相談」

平日（祝日・年末年始を除く）
電話相談　　　18時～20時
司法書士紹介　10時～16時

－0570-783-544福岡県司法書士会
相談総合センター

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面談（要予約）
ナビダイヤル通じて近くの法律
相談（弁護士）センターへ
※天神弁護士センターの場合
平日（年末年始を除く）
10時～19時
土日祝日（年末年始を除く）
10時～13時

－ナビダイヤル
0570-783-552

福岡県弁護士会
「多重債務無料法律相談」

面接（要予約）
月～土（日・祝日・年末年始を除く）
10時～17時
※受付は月～金

－092-739-3405福岡若者サポートステーション
（福岡地区）

個別就職相談に関すること
平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～18時

092-292-9247092-292-9250

福岡県中高年就職支援センター 職業相談・紹介に関すること
平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～18時
心の健康相談に関すること
第２・４金　14時～17時

092-414-1184092-433-9211

●発達障がいに関する相談
相談機関名 電話番号

ＦＡＸ番号

開設日時

●精神保健福祉センターの専門相談　概ね18歳以上の方に関する相談
相談機関名 電話番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時
※令和５年７月頃移転予定（下記は移転後番号）、
 （電話）092-753-7411、（FAX）092-753-7412

092-845-0040

092-845-0045

福岡市発達障がい者支援センター
「ゆうゆう」

※アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症、
　ひきこもり
　火・木（祝日・年末年始を除く）10時～13時

※発達障がい、性同一性障がい
　第１・３水（祝日・年末年始を除く）
　10時～13時

092-737-8829福岡市精神保健福祉センター

●障がい者虐待に関すること
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

障がい者虐待に関する通報・届出
24時間　年中無休092-738-3382092-711-4496障がい者の虐待に関する通報・

届出受付専用ダイヤル

法律に関すること、経済問題
●法律に関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時－050-3383-5501法テラス福岡

（日本司法支援センター）

●多重債務の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時
第2・４土（祝日・年末年始を除く）
10時～16時
※第２・４土は電話相談のみ

－092-781-0999福岡市消費生活センター

●経済的なことに関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

経済的にお困りの方の生活の安定と自立を目指すための就労支援、債務、家賃滞納等の相談
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相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時
※障がい者基幹相談支援セン
ターはお住まいの地域によって
担当エリアが分かれています。
詳しくは各区役所健康課にお問
い合わせください。

092-541-9914092-559-5118南区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-822-5844092-831-4209城南区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-822-5733092-851-6015早良区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

092-891-9894092-895-7074西区保健福祉センター
健康課精神保健福祉係

労働上の問題、経営に関すること
●就労相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面談（要予約）
平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時

092-732-11900120-17-3456
092-732-1188福岡市生活自立支援センター

弁護士・司法書士による相談
（無料）
第１・３木（祝日除く）　
18～20時

－092-761-8485福岡クレジット・サラ金被害を
なくす会（ひこばえの会）

平日（祝日・12/28～1/4を除く）
10時～12時40分、
14時～16時40分

－0570-031640
（公財）日本クレジット
　　　カウンセリング協会
「多重債務ほっとライン」

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時－092-762-8288福岡県司法書士会　

「ベッドサイド相談」

平日（祝日・年末年始を除く）
電話相談　　　18時～20時
司法書士紹介　10時～16時

－0570-783-544福岡県司法書士会
相談総合センター

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面談（要予約）
ナビダイヤル通じて近くの法律
相談（弁護士）センターへ
※天神弁護士センターの場合
平日（年末年始を除く）
10時～19時
土日祝日（年末年始を除く）
10時～13時

－ナビダイヤル
0570-783-552

福岡県弁護士会
「多重債務無料法律相談」

面接（要予約）
月～土（日・祝日・年末年始を除く）
10時～17時
※受付は月～金

－092-739-3405福岡若者サポートステーション
（福岡地区）

個別就職相談に関すること
平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～18時

092-292-9247092-292-9250

福岡県中高年就職支援センター 職業相談・紹介に関すること
平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～18時
心の健康相談に関すること
第２・４金　14時～17時

092-414-1184092-433-9211

●発達障がいに関する相談
相談機関名 電話番号

ＦＡＸ番号

開設日時

●精神保健福祉センターの専門相談　概ね18歳以上の方に関する相談
相談機関名 電話番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時
※令和５年７月頃移転予定（下記は移転後番号）、
 （電話）092-753-7411、（FAX）092-753-7412

092-845-0040

092-845-0045

福岡市発達障がい者支援センター
「ゆうゆう」

※アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症、
　ひきこもり
　火・木（祝日・年末年始を除く）10時～13時

※発達障がい、性同一性障がい
　第１・３水（祝日・年末年始を除く）
　10時～13時

092-737-8829福岡市精神保健福祉センター

●障がい者虐待に関すること
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

障がい者虐待に関する通報・届出
24時間　年中無休092-738-3382092-711-4496障がい者の虐待に関する通報・

届出受付専用ダイヤル

法律に関すること、経済問題
●法律に関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時－050-3383-5501法テラス福岡

（日本司法支援センター）

●多重債務の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時
第2・４土（祝日・年末年始を除く）
10時～16時
※第２・４土は電話相談のみ

－092-781-0999福岡市消費生活センター

●経済的なことに関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

経済的にお困りの方の生活の安定と自立を目指すための就労支援、債務、家賃滞納等の相談
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家庭や男女の問題、ＤＶに関すること

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

24時間（年末年始を除く）－092-833-3000

9時～17時（年末年始を除く）－092-833-3001
女の子専用

こども総合相談センター
「えがお館」

がん・長期療養

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日　10時～16時－092-541-8100

がん相談
支援センター

九州がんセンター
平日　９時～16時－092-836-5008九州医療センター

平日　９時～16時－092-771-8151
（内2795）

済生会
福岡総合病院

平日　８時40分～16時40分－092-801-1011福岡大学病院
平日　９時00分～16時30分0120-087-4370120-212-454福岡東医療センター

●中小企業主の経営相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～12時、13時～17時－092-441-2161

福岡商工会議所

経営に関する
相談

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～12時、13時～17時－092-441-1221事業再生に

関する相談

●労働上の問題（解雇、労働条件、いじめ、セクハラなど）
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時15分－092-411-4764

平日（祝日・年末年始を除く）
９時半～17時－092-761-5600

（福岡中央）
平日（祝日・年末年始を除く）
９時半～17時－092-687-5342

（福岡東）

福岡労働局総合労働相談コーナー

●労働者の健康問題全般
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面接（要予約、面接日は相談内
容による）
平日（祝日・年末年始を除く）
８時30分～17時15分

092-414-5239092-414-5264福岡産業保健総合支援センター

面接（要予約）
月～土（祝日・年末年始を除く）
８時45分～17時45分
※令和５年７月頃移転予定
　（番号等同じ）

092-711-0834092-711-0833福岡市障がい者就労支援センター

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

第１木　14時～17時
（祝日・年末年始を除く）－092-716-8609

ハローワークプラザ福岡
「心の健康相談」

がん等の療養を続けながらの
就業支援
面接（要予約）
平日　9時～16時30分

－092-712-8609
部門コード：41♯

ハローワーク福岡中央
長期療養者就職支援

がんの相談支援（治療や療養生活、心の悩み等）、がん等の療養を続けながらの就業支援

●こども・若者の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

育児やしつけ・虐待のことなど、こどもに関して心配はありませんか？　
～こども・保護者も相談できます～

16時～21時（年末年始を除く）－0120-99-7777
※チャット相談有　https://childline.or.jp/chat

チャイルドライン

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

18歳までのこども

火～土（日・月・祝日・年末年始
を除く）
10時～18時

092-401-0899092-401-0318福岡市若者総合相談センター
「ユースサポートhub」

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

社会生活を営む上で困難な状況にある若者（市内在住、概ね15～39歳まで）とその家族など

※お住まいの地域によって担当
エリアが分かれていますので、詳
しくは各区役所地域保健福祉課
にお問い合わせください。

092-631-2295092-645-1087東区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-402-1169092-419-1099博多区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-734-1690092-718-1110中央区保健福祉センター
地域保健福祉課

●高齢者や介護の相談～いきいきセンターふくおか（地域包括支援センター）
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

092-512-8811092-559-5132南区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-822-2133092-833-4112城南区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-833-4349092-833-4362早良区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-891-9894092-895-7078西区保健福祉センター
地域保健福祉課
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家庭や男女の問題、ＤＶに関すること

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

24時間（年末年始を除く）－092-833-3000

9時～17時（年末年始を除く）－092-833-3001
女の子専用

こども総合相談センター
「えがお館」

がん・長期療養

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日　10時～16時－092-541-8100

がん相談
支援センター

九州がんセンター
平日　９時～16時－092-836-5008九州医療センター

平日　９時～16時－092-771-8151
（内2795）

済生会
福岡総合病院

平日　８時40分～16時40分－092-801-1011福岡大学病院
平日　９時00分～16時30分0120-087-4370120-212-454福岡東医療センター

●中小企業主の経営相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時30分～12時、13時～17時－092-441-2161

福岡商工会議所

経営に関する
相談

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～12時、13時～17時－092-441-1221事業再生に

関する相談

●労働上の問題（解雇、労働条件、いじめ、セクハラなど）
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
９時～17時15分－092-411-4764

平日（祝日・年末年始を除く）
９時半～17時－092-761-5600

（福岡中央）
平日（祝日・年末年始を除く）
９時半～17時－092-687-5342

（福岡東）

福岡労働局総合労働相談コーナー

●労働者の健康問題全般
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

面接（要予約、面接日は相談内
容による）
平日（祝日・年末年始を除く）
８時30分～17時15分

092-414-5239092-414-5264福岡産業保健総合支援センター

面接（要予約）
月～土（祝日・年末年始を除く）
８時45分～17時45分
※令和５年７月頃移転予定
　（番号等同じ）

092-711-0834092-711-0833福岡市障がい者就労支援センター

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

第１木　14時～17時
（祝日・年末年始を除く）－092-716-8609

ハローワークプラザ福岡
「心の健康相談」

がん等の療養を続けながらの
就業支援
面接（要予約）
平日　9時～16時30分

－092-712-8609
部門コード：41♯

ハローワーク福岡中央
長期療養者就職支援

がんの相談支援（治療や療養生活、心の悩み等）、がん等の療養を続けながらの就業支援

●こども・若者の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

育児やしつけ・虐待のことなど、こどもに関して心配はありませんか？　
～こども・保護者も相談できます～

16時～21時（年末年始を除く）－0120-99-7777
※チャット相談有　https://childline.or.jp/chat

チャイルドライン

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

18歳までのこども

火～土（日・月・祝日・年末年始
を除く）
10時～18時

092-401-0899092-401-0318福岡市若者総合相談センター
「ユースサポートhub」

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

社会生活を営む上で困難な状況にある若者（市内在住、概ね15～39歳まで）とその家族など

※お住まいの地域によって担当
エリアが分かれていますので、詳
しくは各区役所地域保健福祉課
にお問い合わせください。

092-631-2295092-645-1087東区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-402-1169092-419-1099博多区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-734-1690092-718-1110中央区保健福祉センター
地域保健福祉課

●高齢者や介護の相談～いきいきセンターふくおか（地域包括支援センター）
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

092-512-8811092-559-5132南区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-822-2133092-833-4112城南区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-833-4349092-833-4362早良区保健福祉センター
地域保健福祉課

092-891-9894092-895-7078西区保健福祉センター
地域保健福祉課
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●犯罪被害者の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

電話、面談（要予約）
平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時45分

－092-632-7830福岡県警察本部　犯罪被害相談
「心のリリーフ・ライン」

https://www.city.fukuoka.lg.jp/福岡市ホームページ
http://www.rememberfukuoka.com/リメンバー福岡　自死遺族の集い
https://jscp.or.jpいのち支える自殺対策推進センター
https://kokoro.mhlw.go.jp/厚生労働省　こころの耳

自死遺族の方の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時092-737-8827092-737-1275

福岡市精神保健福祉センター

奇数月　第4日　13時～16時
※日時は、福岡市精神保健福祉センター（電話：092-737-1275）
またはホームページでご確認ください（要参加費）。

リメンバー福岡　自死遺族の集い

面談（要予約）
第４火　13時30分～16時30分－092-582-7500福岡県精神保健福祉センター

「法律相談」

自死遺族法律相談
電話、面接（予約優先・場所は
天神弁護士センター）
第１水　13時～16時

－092-738-0073

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～16時－092-409-1356福岡犯罪被害者

総合サポートセンター

平日（祝日・年末年始を除く）
16時～19時－092-738-8363福岡県弁護士会

「犯罪被害者支援センター」

24時間　年中無休－092-409-8100性暴力被害者支援センター・
ふくおか

●DV（ドメスティック・バイオレンス、配偶者や恋人からの暴力）や夫婦関係等の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

電話、面談（要予約）
月～日（年末年始を除く）
10時～16時30分
第2・4月　10時～20時
（祝日は16時30分まで）

092-526-3766

092-526-3788

アミカス　「総合相談」

電話、面談（要予約）
毎日　９時～17時
（8/13～15、年末年始を除く）
金　18時～20時30分
（祝日・年末年始を除く）

－092-584-1266あすばる相談ホットライン

月・水・木・金　10時～17時
火　　　　　　10時～20時
（祝日・年末年始を除く）

092-711-7030092-711-7030福岡市配偶者暴力相談
支援センター　「ＤＶ相談」

平日17時～24時
土日祝日９時～24時
（年末年始を除く）

－092-663-8724福岡県　
「配偶者からの暴力相談電話」

火・木18時～21時
土10時～13時
（年末年始を除く）

－070-4410-8502
福岡県　
「男性ＤＶ被害者のための
　相談ホットライン」

第１日14時～17時
第３水18時～21時
（年末年始を除く）

－080-2701-5461
福岡県　
「LGBTの方のDV被害者
　相談ホットライン」

日　10～13時
（年末年始を除く）－090-5303-9394

福岡県　
「DVをやめたい方の
　相談ホットライン」

第４月（祝日除く）
18時～20時

アミカス
「お仕事帰りの法律相談」

水・木（年末年始を除く）
10時～16時092-526-6070アミカス

「DV相談ダイヤル」
第１～３月（祝日・年末年始を除く）
19時～21時092-526-1718アミカス

「男性のための相談ホットライン」

面談（要予約）
第１～４水（祝日除く）
13時～16時

アミカス　「法律相談」

人権、犯罪に関すること
●人権に関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～12時、13時～17時092-724-5162092-717-1247

福岡市人権啓発センター
（ココロンセンター）
「人権啓発相談室専用電話」

平日8時30分～17時15分－0570-003-110法務省
「みんなの人権１１０番」

自殺に関するホームページ

ホームページ名 URL

自殺に関する情報や相談機関の一覧など掲載

※R５年６月末現在。詳細は各相談窓口にご確認ください。
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●犯罪被害者の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

電話、面談（要予約）
平日（祝日・年末年始を除く）
9時～17時45分

－092-632-7830福岡県警察本部　犯罪被害相談
「心のリリーフ・ライン」

https://www.city.fukuoka.lg.jp/福岡市ホームページ
http://www.rememberfukuoka.com/リメンバー福岡　自死遺族の集い
https://jscp.or.jpいのち支える自殺対策推進センター
https://kokoro.mhlw.go.jp/厚生労働省　こころの耳

自死遺族の方の相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～16時092-737-8827092-737-1275

福岡市精神保健福祉センター

奇数月　第4日　13時～16時
※日時は、福岡市精神保健福祉センター（電話：092-737-1275）
またはホームページでご確認ください（要参加費）。

リメンバー福岡　自死遺族の集い

面談（要予約）
第４火　13時30分～16時30分－092-582-7500福岡県精神保健福祉センター

「法律相談」

自死遺族法律相談
電話、面接（予約優先・場所は
天神弁護士センター）
第１水　13時～16時

－092-738-0073

平日（祝日・年末年始を除く）
9時～16時－092-409-1356福岡犯罪被害者

総合サポートセンター

平日（祝日・年末年始を除く）
16時～19時－092-738-8363福岡県弁護士会

「犯罪被害者支援センター」

24時間　年中無休－092-409-8100性暴力被害者支援センター・
ふくおか

●DV（ドメスティック・バイオレンス、配偶者や恋人からの暴力）や夫婦関係等の相談
相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

電話、面談（要予約）
月～日（年末年始を除く）
10時～16時30分
第2・4月 10時～20時
（祝日は16時30分まで）

092-526-3766

092-526-3788

アミカス　「総合相談」

電話、面談（要予約）
毎日　９時～17時
（8/13～15、年末年始を除く）
金　18時～20時30分
（祝日・年末年始を除く）

－092-584-1266あすばる相談ホットライン

月・水・木・金 10時～17時
火　　　　　 10時～20時
（祝日・年末年始を除く）

092-711-7030092-711-7030福岡市配偶者暴力相談
支援センター 「ＤＶ相談」

平日17時～24時
土日祝日９時～24時
（年末年始を除く）

－092-663-8724福岡県　
「配偶者からの暴力相談電話」

火・木18時～21時
土10時～13時
（年末年始を除く）

－070-4410-8502
福岡県　
「男性ＤＶ被害者のための
相談ホットライン」

第１日14時～17時
第３水18時～21時
（年末年始を除く）

－080-2701-5461
福岡県　
「LGBTの方のDV被害者
相談ホットライン」

日　10～13時
（年末年始を除く）－090-5303-9394

福岡県　
「DVをやめたい方の
相談ホットライン」

第４月（祝日除く）
18時～20時

アミカス
「お仕事帰りの法律相談」

水・木（年末年始を除く）
10時～16時092-526-6070アミカス

「DV相談ダイヤル」
第１～３月（祝日・年末年始を除く）
19時～21時092-526-1718アミカス

「男性のための相談ホットライン」

面談（要予約）
第１～４水（祝日除く）
13時～16時

アミカス　「法律相談」

人権、犯罪に関すること
●人権に関する相談

相談機関名 電話番号 ＦＡＸ番号 開設日時

平日（祝日・年末年始を除く）
10時～12時、13時～17時092-724-5162092-717-1247

福岡市人権啓発センター
（ココロンセンター）
「人権啓発相談室専用電話」

平日8時30分～17時15分－0570-003-110法務省
「みんなの人権１１０番」

自殺に関するホームページ

ホームページ名 URL

自殺に関する情報や相談機関の一覧など掲載

※R５年６月末現在。詳細は各相談窓口にご確認ください。
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福岡市保健医療局健康医療部保健予防課
〒810‒8620　福岡市中央区天神一丁目8番1号
電話 092‒711‒4377　FAX 092‒733‒5535

株式会社ドミックスコーポレーション　電話 092‒431‒4061

福岡市精神保健福祉センター
〒810‒0073　福岡市中央区舞鶴二丁目5番1号 あいれふ3階
電話 092‒737‒8825　FAX 092‒737‒8827
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